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新！ひのっ子すくすくプラン～第 2期日野市子ども・子育て支援事業計画～ 

（第 4章 162事業）令和 5年度の実績・評価・課題及び令和 6年度の取り組み一覧シート 

 

 

項目の説明 

 

「令和 5年度の実績」 

 年度当初に予定していた取組み内容に対し、どのような実績があったかを各事業の担当課で記載 

 

「令和 5年度実績の評価」  

 実績に対し、担当課自身で行った評価を記載 

 Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる） 

 Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある） 

 Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い） 

 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業が未実施） 

 

「課題」 

 令和 5年度の実績・評価を踏まえて、担当課で課題として捉えていることを記載 

 

「令和 6年度の取り組み」 

 令和 6年度に取り組む内容について、各担当課で記載 

 

「事業に子どもや子育て当事者等の意見（声）を反映させる取り組みを行っていますか」 

こども基本法の施行やこども大綱の策定を見据え、令和 4年度から参考項目として一覧に追加 

各担当課の取組み状況や取組み内容等を記載 

 Ａ：実施している  Ｂ：実施する予定  Ｃ：検討中  Ｄ：これから検討する 



取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

1 ①保育園

■各保育施設で、保護者の労働又は疾病そ
の他の理由で、家庭において必要な保育を
受けることが困難な未就学児の保育を実
施。

■就学前児童人口の推移等を注視し、
保育需要を把握するとともに、各保育
施設が将来にわたり安定した事業運営
が継続できるよう、需要と供給のバラ
ンスを見極めながら、必要な対応を検
討していく。

保育課

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視しな
がら、必要な対応を検討していく。
■多様な保育ニーズを踏まえた保育の質向上に
向けた取組みを検討していく。

■令和５年4月1日現在　待機児童数３３人
（前年比１７人増）
■新規開設園なし。分園２園閉園。
■定員の弾力化、緊急1歳児受入事業などを実
施した。
■保育の質ガイドライン策定委員会を５回開催
した。

A
■待機児童の地域的・年齢的な偏り
■保育の質に関する保護者、職員による不安感

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視しな
がら、必要な対応を検討していく。
■多様な保育ニーズを踏まえた保育の質向上に
向けた取組みを検討していく。

B
入所申込みの際、保育コンシェルジル等の職員がきめ細
やかな相談を行っている。

2
②認定こども
園

■保護者の就労状況等に関わらず、幼児期
の学校教育・保育を一体的に行う、幼稚園
と保育所の両方の機能を併せ持つ施設。
■保護者の就労状況等に関わりなく、3～
5歳の子どもが教育・保育を一緒に受けら
れるため保護者の多様なニーズに対応する
ことができる。

■多様化する幼児期の教育・保育ニー
ズに対応できるよう、国・都の動向や
私立幼稚園の意向等を踏まえ必要に応
じて検討していく。

保育課
■就学前児童人口の推移や保育需要を注視しな
がら、必要な対応を検討していく。

■認定こども園2園継続
■新規開設施設無し
■認定こども園への移行相談無し。

A
■未就学児の減少や幼児クラスの保育枠の定員
割れなどの状況から、私立幼稚園の認定こども
園化による保育枠の拡大の受入が厳しい状況

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視しな
がら、必要な対応を検討していく。

D

3 ③小規模保育

■平成27年度から市町村の認可事業とし
て開始された事業。
■0～2歳児を対象とし、19人以下の少人
数の単位で、家庭的な雰囲気の中できめ細
かな保育を行う。
■３歳以降も保育を希望する場合の円滑な
利用を図るための連携施設を設定する。

■就学前児童人口の推移や保育需要を
注視しながら、必要な対応を検討して
いく。開設が見込まれる場合には、卒
園後の受け皿となる連携施設の確保が
できるよう、必要に応じて支援してい
く。

保育課

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視しな
がら、必要な対応を検討していく。開設が見込
まれる場合には、卒園後の受け皿となる連携施
設の確保ができるよう、必要に応じて支援して
いく。

■小規模保育事業５園継続
■新規開設施設無し

A

■待機児童がいる一方で、定員割れしている施
設もあり、入所案内の際、より丁寧に説明し可
能な限り選択肢を増やしていただくこと等で可
能な限りミスマッチ解消に努める。

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視しな
がら、必要な対応を検討していく。開設が見込
まれる場合には、卒園後の受け皿となる連携施
設の確保ができるよう、必要に応じて支援して
いく。

D

4
④家庭的保育
（保育ママ）

■家庭的な雰囲気のもと、0～2歳児の少
人数（定員5人以下）を対象にきめ細やか
な保育を行う。
■日野市では、保育士、教諭、助産師、保
健師又は看護師のいずれかの資格を有する
者を要件とし、良質な保育を提供してい
る。

■事業者の意向や保護者のニーズ等を
踏まえながら、方向性を検討してい
く。

保育課

■国の家庭的保育事業は4年度末で閉園、今後
の東京都の家庭的保育事業制度の動向や、子ど
も・子育て支援新制度の動向を見極めながら検
討を行っていく。

■家庭的保育事業（都）1名継続 A
■家庭的保育事業（都）について、令和6年度
末をもって閉園する。

B
・閉園について保育者と共有（R6年3月実施）
・ホームページで周知
・令和６年度版保育施設利用のしおりから削除

5
⑤事業所内保
育

■事業所その他の様々なスペースで、主に
企業の従業員の子どもを預かる施設だが、
一定割合の地域の子どもを受入れることと
し、一緒に保育を行う事業。

■市内事業所の意向や保護者のニーズ
等を踏まえながら方向性を検討してい
く。

保育課 ■引き続き市内5か所で実施
■企業主導型保育事業について、引き続き市内
5か所で実施

A ■市内事業者との情報共有
■企業主導型保育事業について、引き続き市内
5か所で実施

D

保育課

市立あさひがおか保育園と市立第七幼稚園が共
通のカリキュラムにより遊び・生活したり、市
立旭が丘小学校の児童との交流活動等を行って
いく。
引き続き、両園、在園児保護者及び学務課、保
育課で協力して「幼児園」を運営する。

新型コロナウィルス感染防止対策の為交流活動
は基本的に見合わせとした。
新型コロナウィルス感染状況を見ながら、一部
実施した。
・合同遠足…１回
・交流活動…１回
新型コロナウィルス感染症の終息後に交流活動
がスムーズに再開できるよう、両園の職員同士
が園児の状況や活動報告を定期的に行い、情報
共有と再開準備を行った。

D
■新型コロナウイルス感染症感染拡大予防の
為、例年通りの活動が一部出来なかった。

市立あさひがおか保育園と市立第七幼稚園が共
通のカリキュラムにより遊び・生活したり、市
立第六小学校の児童との交流活動等を行ってい
く。
引き続き、両園、在園児保護者及び学務課、保
育課で協力して「幼児園」を運営する。

D

保護者を交えた協議会を年２回開催
5歳児が夏祭りに訪問し交流
合同遠足
4・5歳児交流会

学務課

■園児、保護者、保育者同士の交流や話し合い
の場を通して、互いを知ったり、つながりを
もったりする機会や資質の向上を意識したりす
る機会となるよう取組みをすすめる。
具体的な活動として、5歳児の交流活動、合同
遠足、小学校との交流などを行っていく。

■コロナ禍で制限していた、園児同士が交流す
る機会を復活させた。夏祭り・運動会・発表会
への相互の招待や、合同遠足を実施するなど、
園児が互いを知り、刺激をもらう機会となっ
た。
■幼児園協議会にて、園や保護者が活動可能な
形で本取組を継続できるよう、実情に合わせて
要綱の見直しを図った。

A

■コロナ禍で制限していた、園児同士が交流す
る機会を年度当初から復活させた。第七幼稚園
では園児数が減少してきており、交流を図るこ
とは集団性の確保にもつながり有効であるが、
園や保護者の状況を見ながら、互いに過度な負
担とならないよう活動を継続していく必要が有
る。

■園児、保護者、保育者同士の交流や話し合い
の場を通して、互いを知ったり、つながりを
もったりする機会や幼児教育の資質向上を意識
したりする機会となるよう取組みをすすめる。
■具体的な活動として、5歳児の交流活動、合
同遠足、小学校との交流などを行っていく。

A
幼児園協議会には、子育て当事者である園と保護者が参
加しており、共通理解を図りながら取組を進めている。

■幼児園事業を継続し、保護者との交
流・行事等を通して地域とのつながり
を深めながら充実を図っていく。

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

基本目標Ⅰ　子どもの育ちと子育ての楽しさの発見

方針１）多様なニーズを受け止められる子育て支援

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

（１）多様な保育の場づくり

6 ⑥幼児園

■平成17年度から、市立あさひがおか保
育園と市立第七幼稚園が共通のカリキュラ
ムにより遊び・生活する活動を行ってい
る。
■同じ地域に住む子どもたちが保護者の就
労に左右されず、共通の理念で共に育つこ
とを目指して開設された。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

7

⑦学童クラブ
（放課後児童
健全育成事

業）

■就労等の事由により、放課後等の時間、
家庭に保護者(養育者)がいない児童を預か
り、育成する事業。
■対象:小学校1～3年生（ただし、障害児
は4年生まで）
■事業概要
①施設数（令和2年3月時点）
41か所（1施設内に2か所の学童クラブを
設置している場合を含む）
②育成日
月曜日から土曜日まで（祝祭日・年末年始
を除く）通年利用コースと三季休業利用
コースの選択制

■学童クラブの利用児童数は近年増加
傾向にあり、平成31年4月1日現在の
登録児童数は1,981人となり、対象
児童人口の約43％が登録されてい
る。
働く女性の増加等により、今後も学童
クラブを必要とする児童は増えてい
く。引き続き、子どもの発達や成長、
自立の状況に応じて、学童クラブを必
要とするすべての児童が入会できるよ
う、施設整備と拡充及び学童クラブの
職員（放課後児童支援員）の人員の確
保を実施していく。
■子どもたちの放課後の居場所とし
て、児童館、学童クラブ、ひのっちの
3つでしっかりと支えることができる
よう、各事業との連携を図っていく。

子育て課

■引き続き、学童クラブを必要とする児童全員
の受け入れができるよう、施設整備等の検討を
進めていく。
■七小学童クラブは定員拡大のため建替えを実
施し、令和4年度・5年度は仮設施設にて運
営、令和6年度より新施設にて運営開始予定で
ある
■保護者等の意見等を吸い上げながら、さらな
る育成時間の拡大に向けた検討を引き続き進め
る。
■また、令和６年4月1日から運営委託が開始
する予定のあさひがおか学童クラブ、三沢学童
クラブについて、育成環境の変化による子ども
への影響を最小限にするため、丁寧な引継ぎを
行う。

■令和5年4月1日現在の登録児童数は2,287
人。
■運営委託であるしんめい学童クラブ、七小学
童クラブ、五小学童クラブ、たけのこ学童クラ
ブ、一小学童クラブ、豊田小すみれ学童クラ
ブ、七生緑小学童クラブ、四小あおぞら学童ク
ラブ、平山小学童クラブの運営について、委託
後もこれまでの育成の質を維持・向上できるよ
う、日野市の公営の児童館・学童クラブ職員及
び子育て課が、事業者の育成内容を逐次確認を
行った。
■令和6年4月1日から運営委託を開始したあさ
ひがおか学童クラブ、三沢学童クラブについ
て、育成環境の変化による子どもへの影響を最
小限にするため、丁寧な引継ぎを実施した。

A

■今後も学童クラブの児童数の増加が見込まれ
る。学童クラブの待機児童数の動向に注視し、
児童館・ひのっち等、あらゆる社会的資源の活
用も視野に、連携を図っていく必要がある。

■引き続き、学童クラブを必要とする児童全員
の受け入れができるよう、施設整備等の検討を
進めていく。
■さくら第一学童クラブは定員拡大のため増築
工事を実施する
■保護者等の意見等を吸い上げながら、さらな
る育成時間の拡大に向けた検討を引き続き進め
る。
■また、令和７年4月1日から運営委託が開始
する予定のさくら第一学童クラブ、ふたば学童
クラブ、じゅんとく学童クラブ、夢が丘小学童
クラブについて、育成環境の変化による子ども
への影響を最小限にするため、丁寧な引継ぎを
行う。

A
■学童クラブの行事・イベント等を実施する際は、児童
が主体的に参加できるよう意見等を聞き、反映してい
る。

8 ⑧市立幼稚園

■生きる力の基礎を培う幼児教育、幼保小
連携教育、特別支援教育を柱として就学前
教育に取り組み、子どもの健やかな成長を
育む事業。
■対象：4歳児・5歳児
■事業概要
①施設数（令和2年3月時点）4園※令和3
年4月より３園
②保育時間
月～金9時～14時
（水曜日は12時まで）

■幼稚園公開や職員の研究、研修を通
じて他の幼児機関と連携を図り、日野
市全体の幼児教育・保育の充実・発展
に向けて取り組んでいく。

学務課

■小学校との学びの連続性を意識し、幼児期に
育みたい資質。能力の育成を目指した環境によ
る教育を推進する。
■少人数による合同保育、特別な配慮を要する
幼児への援助等、質の高い幼児教育を実践す
る。
■幼保小連携推進委員会や合同研修会を通し
て、架け橋プログラムを意識した実践及び、ス
タートカリキュラムの更なる充実を図る。
■地域に開かれた幼稚園として、未就園児親子
が自由に遊べる日を拡充、安心した遊び場の提
供していく。
■令和5年4月から、教育部と子ども部を横断
したPTを立ち上げた。
■幼児教育・保育アドバイザーを配置しての巡
回支援や、在り方検討委員会の議論を踏まえ施
策の具体案を検討し、実施をしていく。

■小学校との学びの連続性を意識し、幼児期に
育みたい資質・能力の育成を目指した環境によ
る教育を推進した。
■各校におけるスタートカリキュラムの実施・
充実を図った。　　　　　　　　　　　　　■
連携校との交流を通して、教諭同士が児童、幼
児と関わり、発達について考える機会となっ
た。
■小学校への滑らかな接続につながるようアプ
ローチカリキュラムを実践した。
■幼保小連携推進委員会への私立幼稚園・保育
園への参加を呼びかけ、研究会等において、地
域の実態に応じた保育・教育を学ぶ機会を通し
て連携を強化する。
■幼児教育・保育の在り方検討委員会の検討内
容を受け、PTから幼児教育・保育アドバイザー
が各園の保護者会を訪問し、就学に向けた講演
を実施するなど、就学を控える保護者の不安解
消を図った。

A
■園児数が減少しており、集団性や共同性の芽
生えの観点から、集団性の確保が課題となって
いる。

■小学校との学びの連続性を意識し、幼児期に
育みたい資質。能力の育成を目指した環境によ
る教育を推進する。
■少人数による合同保育、特別な配慮を要する
幼児への援助等、質の高い幼児教育を実践す
る。
■幼保小連携推進委員会や合同研修会を通し
て、架け橋プログラムを意識した実践及び、ス
タートカリキュラムの更なる充実を図る。
■地域に開かれた幼稚園として、未就園児親子
が自由に遊べる日を拡充、在園児と触れ合う機
会も作り、安心した遊び場の提供していく。
■集団性が確保できるよう、近隣の幼稚園や保
育園、児童館等との連携を始められるように、
教育委員会と子ども部が連携してバックアップ
しながら、対応していく。

A
保護者からの要望を踏まえ、未就園児が園で遊べる園開
放の日を増やしたり、公立幼稚園の周知の強化を図るな
どしている。

9 ⑨私立幼稚園

■市内に10園が設置されており、1,500
人以上の児童が在籍している。
■保護者ニーズに対応し、夕刻までの預か
り保育、送迎サービス、給食の提供などを
実施する園が増えている。

■預かり保育などの保育を補完する事
業について継続し、多様なニーズに応
えていく。
■新制度に移行しない幼稚園について
は幼稚園の意向を踏まえながら、必要
な支援を行っていく。

保育課

■預かり保育などの保育を補完する事業につい
て継続し、多様なニーズに応えていく。
■令和6年度から子ども・子育て支援新制度に
移行について、希望している施設が1施設ある
為、施設と連携し、手続きについて案内してい
く。

■子ども・子育て支援新制度に移行したい希望
が1施設あり、相談、手続きについて案内し、
令和5年度から開始する為の手続きが完了でき
た。

B
未就学児人口の減少に伴う在園児の減少、多様
な二－ズに応えるための体制等

■預かり保育などの保育を補完する事業につい
て継続し、多様なニーズに応えていく。
■令和7年度から子ども・子育て支援新制度に
移行について、希望している施設が1施設ある
為、施設と連携し、手続きについて案内してい
く。

D

10 ⑩延長保育

■保育園の基本の開所時間は11時間だ
が、就労形態の多様化、長時間の通勤等に
対応するため日野市内の保育園全園で1～
2時間の延長保育を実施している。

■現在の事業を継続し、保護者のニー
ズに応えていく。

保育課
■公立・民間の全園で延長保育事業を引き続き
実施

■公立・民間の全園で延長保育事業を引き続き
実施

A
■公立・民間の全園で延長保育事業を引き続き
実施

D

11
⑪病児・病後
児保育

■保護者が仕事や冠婚葬祭などの理由によ
り、病気中や病気の回復期にある0歳から
小学校3年生までの子どもで家庭での保育
が困難な場合に、一時的に保育をする施
設。

■病児・病後児保育室1か所、病児保
育室1か所、病後児保育室1か所の合
計3か所で実施していく。
■ニーズ等踏まえ方向性を検討する。

保育課
■市内3か所で実施（病児・病後児1、病児1、
病後児1）

■市内3か所で実施（病児・病後児1、病児1、
病後児1）
■年間延べ利用者数548人

A
■市内3か所で実施（病児・病後児1、病児1、
病後児1）

D

12

⑫ファミ
リー・サポー
ト・センター
事業

■手助けが必要な方（依頼会員）と手助け
ができる方（提供会員）を登録（無料）し
て組織化し、様々な援助活動で助け合う有
償ボランティア活動。
■主な活動：「保育援助」「妊産婦援助」
「家事援助」「高齢者援助」

■事業のさらなる周知により市民の相
互援助活動に関わる会員を増やすとと
もに、ニーズの多様化等に対応するた
め、提供会員の資質の向上と対応力強
化に努める。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、市民の相互援助活動として広く市
民生活に浸透し身近な安心できる活動となるよ
う充実させる。
■個人情報への配慮、安全対策や危機管理等を
再確認し、事業を進める。
■多様なニーズに添った対応をするため、提供
会員の資質向上など、対応力の強化に努める。
■児童虐待等が疑われる場合は、速やかに子ど
も家庭支援センターに連絡し支援に繋げる。

■延べ支援件数
①育児援助:4,788件
②妊産婦・家事・高齢者援助:2,996件
■会員状況（令和5年3月31日時点）
①育児援助
　依頼会員:6,014名、提供会員:496名、両方
会員:121名
②妊産婦・家事・高齢者援助
　依頼会員:5,249名、提供会員:668名、両方
会員:195名

A

■会員数の減少
会員数が減少傾向であり、新規会員を増やすた
め、乳幼児健診通知への案内同封等の啓発活動
を引き続き実施する。

■引き続き、市民の相互援助活動として広く市
民生活に浸透し身近な安心できる活動となるよ
う充実させる。
■個人情報への配慮、安全対策や危機管理等を
再確認し、事業を進める。
■多様なニーズに添った対応をするため、提供
会員の資質向上など、対応力の強化に努める。
■心配な家庭を発見した場合は、速やかに子ど
も家庭支援センターに連絡し支援に繋げる。

A 会員交流会にて意見を聞き取り。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

13
⑬トワイライ
トステイ

■家族の入院、残業等で保護者の帰宅が夜
間にわたり、一時的に子どもの保育ができ
ない場合に夕方から夜まで預かる事業。
■事業概要
場所：多摩平の森ふれあい館２階
時間等：18時～22時　月～土
　※日曜・祝日・年末年始は未実施
対象：1歳～小学校６年生まで。

■この事業の利用の主な理由は保護者
の就労や傷病等であり、共働き家庭の
増加に伴い、夕方から夜にかけての一
時預かりは今後も利用ニーズが見込ま
れる。現体制を維持、継続実施し、積
極的に周知を行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴはぴ
で実施する子育て支援事業の周知を行う。

■トワイライトステイ
延べ利用者数： 206人

B
■テレワークの普及等就労環境の変化もあり、
利用が伸び悩んでいる。

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴはぴ
で実施する子育て支援事業の周知を行う。

D

14
⑭ショートス
テイ

■家庭における子どもの養育が様々な事情
で困難となった場合に、宿泊を伴って一時
的に子どもを預かる事業。
■事業概要
対象：2歳～小学校6年生まで。
利用日数制限：1利用につき7日間まで。

■子どもの養育が一時的に困難とな
り、宿泊を伴う一時預かりが必要な世
帯は多く存在する。必要とする方が利
用しやすい事業となるよう、利用者か
らの意見、要望を聞き取ると共に、積
極的に周知も行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、立川市と至誠学舎立川と3者協定
を結び利用していく。予約に関するルール等に
ついては実務者会議で共有していく。
■虐待受理件数の増加に伴い、ショートステイ
利用者も増加しているため、新たに養育協力家
庭を活用し、事業を拡充する。

■ショートステイ
延べ利用者数：586人
■養育協力家庭1家庭と委託契約を結び、事業
を拡充した。

A
■毎年利用者が増加しており、予約が取り辛い
状況となっている。

■引き続き、立川市と至誠学舎立川と3者協定
を結び利用していく。予約に関するルール等に
ついては実務者会議で共有していく。
■虐待受理件数の増加に伴い、ショートステイ
利用者も増加しているため、新たに養育協力家
庭を活用し、事業を拡充する。

D

15 ⑮一時保育

■育児疲れ、通院、出産等の理由により、
乳幼児を一時的・緊急的に預かる事業。
■事業概要
対象児童：生後3か月～就学前まで。
利用時間：8時30分～17時まで　月～土
※0歳児の受入れは施設による
※利用時間は施設により異なる
※一部超過保育あり
※祝日・年末年始は未実施

■就労形態の多様化やリフレッシュ等
により、一時保育の利用は、今後も多
く見込まれる。0歳児専用の施設を含
め、令和2年度からは市内9か所で実
施する。今後も継続実施し、積極的に
周知を行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴはぴ
で実施する子育て支援事業をより利用しやすい
事業とする。
■ぽけっとなび、広報等を活用し、市民への周
知に努める。
■子ども部内で立ち上げた一時保育検討委員会
で、子育て支援事業の空白地域での実施を公立
保育園を含め検討。
■予約の仕組みの見直しを検討する

■一時保育（延べ利用者数）
多摩平一時保育室：1,587人
上田せせらぎ保育園：93人
しせい太陽の子保育園：289人
至誠あずま保育園：1,244人
ぽっかぽか：36人
0歳児ステーションおむすび：331人
子どもの森あさかわ保育園：31人
よつぎ日野保育園：22人

B
■テレワークの普及等就労環境の変化もあり、
利用の伸び悩みが懸念される
■実施施設へのアクセスが悪い地域への対応

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴはぴ
で実施する子育て支援事業をより利用しやすい
事業とする。
■ぽけっとなび、広報等を活用し、市民への周
知に努める。
■子ども部内で立ち上げた一時保育検討委員会
で、子育て支援事業の空白地域での実施を公立
保育園を含め検討。
■予約の仕組みの見直しを検討する

D

16 ⑯休日保育
■認可保育園の休園日である、日曜日・祝
日等に就労などで保育が必要な家庭のため
の事業。

■市内2か所で実施していく。 保育課 ■引き続き市内2か所で実施

■市内2か所（しせい太陽の子保育園、ののは
な保育園）で実施。
■年間延べ利用者数
　しせい太陽の子保育園　371人
　ののはな保育園　　65人

A ■引き続き市内2か所で実施 D

17

⑰外国にルー
ツがある方へ
の子育て支援
の充実

■業務で必要とする外国語版資料の翻訳の
推進をする。
■施設の表記を外国語で併記する。
■相談窓口業務を強化する。

■外国人に必要とされる情報の検討を
進める。施設内外の表記、児童館の利
用案内、学童クラブの入会案内等の翻
訳等検討と充実を図る。

子育て課

引き続き
■市民に配布しているチラシや案内など、外国
人に必要とされる情報の収集を行う。
■施設に必要な外国語の表記を精査する。
■外国にルーツがある方への相談窓口業務につ
いて、児童館の館長会を通じて意見交換を行
い、改善策や新たな施策を検討する。

■ひとり親家庭等向け手当等の英語版案内、子
ども医療費助成の中国語版案内を作成し、配布
を開始した。

A
■引き続き、市民に配布しているチラシや案内
など、外国人に必要とされる情報の収集を行
う。

C

保育課

■引き続き、就学前児童人口及び保育需要等の
推移を踏まえ、市立保育園のあり方を再検討の
上、市立保育園の民営化方針又は定員枠の調整
等を検討していく。

■就学前児童人口及び保育需要等の推移を踏ま
え、市立保育園のあり方の再検討を行った。

B
■市立保育園が入る都営住宅の建替えに伴う対
応

■引き続き、就学前児童人口及び保育需要等の
推移を踏まえ、市立保育園のあり方を再検討の
上、市立保育園の民営化方針又は定員枠の調整
等を検討していく。

B
民営化方針の策定・実施にあたり、該当園の保護者の意
見を参考にする機会を設けることを検討。

子育て課

引き続き
■児童館長とエリアマネージャーが専門的見地
から、委託した学童クラブの確認・助言し、一
定の質を確保していく。
■令和６年４月からの委託に向けて、あさひが
おか学童クラブ、三沢学童クラブにおいて事業
者選定を実施し、配置される支援員に対し引継
ぎを進め、個々の子どもたちの様子も含め、令
和６年１月から３月末まで受託事業者への引継
ぎを行う。
■児童館においては兄弟館での定期的なケース
会議を開催し、学童クラブ含めた情報共有を行
い、公民連携を密にしていく。

■エリアマネージャーを中心に、専門的見地か
ら、委託した学童クラブの確認・助言し、一定
の質を確保した。
■令和６年４月からの運営委託に向けて、あさ
ひがおか学童クラブ、三沢学童クラブにおいて
事業者選定を実施し、配置される支援員に対し
引継ぎを進め、個々の子どもたちの様子も含
め、令和６年１月から３月末まで受託事業者へ
の引継ぎを行った。

A

■引き続き、児童館長とエリアマネージャーが
専門的見地から、委託した学童クラブの確認・
助言し、一定の質を確保していく。
■令和７年４月からの委託に向けて、さくら第
一学童クラブ、ふたば学童クラブ、じゅんとく
学童クラブ、夢が丘小学童クラブにおいて事業
者選定を実施し、配置される支援員に対し引継
ぎを進める。個々の子どもたちの様子も含め、
令和７年１月から３月末まで受託事業者への引
継ぎを行う。
■児童館においては兄弟館での定期的なケース
会議を開催し、学童クラブ含めた情報共有を行
い、公民連携を密にしていく。

A
■民間活力導入については、保護者等と意見交換し施策
へ反映をしている。

18

⑱民間活力導
入の推進（保
育園・学童ク
ラブ）

■将来にわたり安定した保育サービスを提
供し、多様化する保育ニーズに柔軟に対応
するために市立保育園の民営化を推進す
る。（保育課）

■学童クラブへの民間活力の導入
　平成31年4月現在　2施設
　（しんめい学童クラブ、七小学童クラ
ブ）。
　歳出増加の抑制と育成時間の拡大等を目
的に
　令和元年度より導入開始(子育て課)

■民営化に伴う子どもや保護者への影
響に配慮しながら進めていく。また、
今後の就学前児童人口の推移等を踏ま
え、保育需要に応じた定員枠の調整等
を必要に応じて検討していく。（保育
課）
■学童クラブ入会児童数の増加や施設
の老朽化に伴う育成環境の整備に向け
た歳出増加の抑制を図ることや育成時
間の拡大等、学童クラブ事業の充実を
図るため、引き続き民間活力の導入を
実施していく。きめ細かい引継ぎを実
施するとともに、民間への移行後も日
野市が責任をもって指導や助言、研修
の機会を提供していく。(子育て課)
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

19
①第三者評価
の実施

■事業者のサービスの質の向上と、利用者
のサービス選択の参考とするため、公正・
中立的な第三者機関が、専門的かつ客観的
な立場からサービスの質を評価するもの。
■原則として3年に1回以上評価を行うこ
とが求められている。
■継続して実施することで、事業所の最新
の情報を利用者に提供することや、絶えず
サービスの質の向上を図っていくことがで
きる。

■民間保育園等においては、福祉サー
ビス第三者評価の定期的な受審が定着
の傾向にあるため、引き続き実施し、
保育の質を向上させるよう求めてい
く。

保育課

■民間保育園等に、定期的な受審により保育の
質を向上させるよう求めるとともに、受審に係
る費用について補助を行う。
　令和５年度は新たに地域型保育事業に対して
も補助を行う。
■市立保育園については、「保育・子育て推進
委員会」において取組内容を実施・検証・評価
を行う。
　市立保育園についても上記に加え、新たに第
三者評価の受審を行う。

■民間保育園等に、定期的な受審により保育の
質を向上させるよう求めるとともに、受審に係
る費用について補助を行った。
・認可保育園は都補助制度により受審を推奨。
・認証保育所は市補助制度により■園受審。
・認可外保育施設は市補助制度により１園受
審。
■小規模保育事業に関して、市独自で第三者評
価受審事業実施要綱を策定した。
・令和５年度は１園受審し、市補助を行った。
■市立保育園は「保育・子育て推進委員会」に
おいて取組内容の検証・評価を行った。
・３園が第三者評価を受審した。

A

■民間保育園等に、定期的な受審により保育の
質を向上させるよう求めるとともに、受審に係
る費用について補助を行う。
■市立保育園については、「保育・子育て推進
委員会」において取組内容を実施・検証・評価
を行う。また、第三者評価の受診を３園ずつ行
う。

A
第三者評価受審自体が、子育て当事者の意見を反映させ
る取組みである。

20
②保育園の機
能の充実

■日野市全体の保育園の機能を地域で活用
するために、園庭や行事を地域に開放、ま
た、講座や体験保育、保育園児以外の育児
相談等の地域における子育て支援も重視し
ていく。

■各保育園が特色ある活動を通して保
育の充実を図ると共に食育・自然観
察、身体づくり、日本伝統・伝承遊び
などに取り組み、地域の子育て支援事
業を行っていく。

保育課

■保育園で培ったノウハウや保育園の施設、雰
囲気を感じ取ってもらい、地域の子育て支援に
つなげていく取り組みを行う。地域の乳幼児親
子のために、遊具や絵本などの充実、施設・園
庭の開放を積極的に実施していく。

■新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実
施していない。

D
■新型コロナウイルス感染症感染拡大予防の
為、例年通りの活動が出来なかった。

■保育園で培ったノウハウや保育園の施設、雰
囲気を感じ取ってもらい、地域の子育て支援に
つなげていく取り組みを行う。地域の乳幼児親
子のために、遊具や絵本などの充実、施設・園
庭の開放を積極的に実施していく。

D

21
③保育士の研
修・交流等

■保育士の研修については、市主催の全体
研修、東京都主催研修、保育園内研修及び
外部研修受講などを行っている。
■全体研修は公立保育園・民間保育園・認
証保育所の職員を対象としており交流を
図っている。

■民間保育園と公立保育園の交流事業
を通じて「子育てしたいまち、しやす
いまち日野」を目指す。
■保育の向上を図るために、研修、子
ども・職員の相互交流、地域のネット
ワークづくりの3本を柱に事業を進め
る。

保育課
■引き続き、保育の向上を図るために、①研修
②子ども・職員の相互交流③地域のネットワー
クづくりの３つの事業を実施する。

■①研修：対象は公民保育園職員
㋐「発達障害を持つ子どもたちへのアプローチ
の仕方」（5/18）
㋑「運動あそび」（5/30）
㋒「乳幼児の食事指導」（10/24実施）
※㋐㋑㋒共に11月インターネットでも配信
②相互交流：職員の相互交流10回
⓷地域のネットワークづくり：「保育フェア」
9/8～9/10実施
④公民交流保育園職員研修会「安全管理を高め
よう」：11/6

A
■引き続き、保育の向上を図るために、①研修
②子ども・職員の相互交流③地域のネットワー
クづくりの３つの事業を実施する。

A 研修時等に参加者にアンケートを実施

22

④児童館と学
童クラブ職員
の研修・交流
等

■児童館の職員（児童厚生員）、学童クラ
ブの職員（放課後児童支援員）の研修は、
市主催の独自研修、東京都主催等の外部研
修、施設間研修などを体系的に行ってい
る。
■独自研修は公設公営・公設民営の児童
館、学童クラブの職員を対象としており交
流を図っている。

■東京都児童館等職員研修（基礎研
修・中堅テーマ別研修・リーダー研
修）に参加し、経験年数に応じた児童
厚生員としてのスキルを取得する。
■児童館の分室である学童クラブの質
を維持・向上させるため、サポート体
制を強化するとともに、学童クラブ事
業を支援するためのスキルアップ研修
を児童館職員に実施する。
■学童クラブの業務遂行における基本
的な考え方や心得、必要最低限の知
識・技能を習得することを目的に、引
き続き東京都放課後児童支援員認定資
格研修を受講する。

子育て課

■東京都児童館等職員研修については、中堅児
童厚生員等テーマ別研修、リーダー研修等に職
員を派遣予定。
■放課後児童支援員認定資格研修について、既
に在籍する学童職員の９割以上が資格取得済だ
が、引き続き、未受講者のうち受講資格持つ職
員を派遣予定。
■児童館長、エリアマネージャー中心に、放課
後児童支援員等資質向上研修に派遣予定。

■地域子育て支援研修、資質向上研修、中堅児
童厚生員等テーマ別研修、リーダー研修等に職
員を派遣した。
■放課後児童支援員認定資格研修は未受講者を
派遣。
■児童館長が放課後児童支援員等資質向上研修
へ出席した。

A

■東京都児童館等職員研修（基礎研修・中堅
テーマ別研修・リーダー研修）に参加し、経験
年数に応じた児童厚生員としてのスキルを取得
する。
■児童館の分室である学童クラブの質を維持・
向上させるため、サポート体制を強化するとと
もに、学童クラブ事業を支援するためのスキル
アップ研修を児童館職員に実施する。
■学童クラブの業務遂行における基本的な考え
方や心得、必要最低限の知識・技能を習得する
ことを目的に、引き続き東京都放課後児童支援
員認定資格研修を受講する。

D

23 ⑤巡回指導

■子ども・子育て支援法に基づき、市内の
特定教育・保育施設等の運営状況等につい
て、助言、指導することで日野市全体の保
育の質の向上を図る。

■市内の特定・教育保育施設等に適正
な運営を行ってもらうため、施設を巡
回しながら助言、指導し、日野市全体
の保育の質の向上を図る。

保育課

■子ども・子育て支援法に基づく指導監査の実
施。
■定期的に実地指導を巡回する体制の構築に向
けた検討
■保育の質を向上させる指針策定に向けた検討

■子ども・子育て支援法に基づく指導監査につ
いて、感染症の状況を考慮しながら全て実地で
行い、助言、指導等を行ったことで、市内民間
保育施設の質の向上を図った。
　訪問指導…3２園、実地指導…２園
　監査…４園、集団指導…１回
■実地指導を定期的に巡回するための体制構築
に向けた検討を行った。
■保育の質を向上させるための保育の質ガイド
ライ策定委員会を実施。５回の委員会を開催し
た。

A

■指導監査担当職員が他業務と兼務している状
況は他自治体と比して少数派であること。
■指導監査の本来である会計の確認が未だ実施
できていないこと。
■今後、誰でも通園制度の指導監査も求められ
るが、体制として限界があること
■不適切保育が発生した場合に、迅速な対応が
難しい体制になっていること

■子ども・子育て支援法に基づく指導監査を引
き続き実施する。
■定期的に実地指導を巡回する体制の構築に向
けた検討を引き続き行う。
■保育の質を向上させるため、保育の質ガイド
ラインを策定を目指し、策定委員会を開催す
る。

Ｄ
保育の質を向上させる指針策定にあたり子育て当事者の
意見を取り入れることができるか検討を行う。

（２）保育の質の向上
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

24
①地域子ども
家庭支援セン
ター

■多摩平、万願寺の2カ所の地域子ども家
庭支援センターとして、地域の子育て拠点
及び子育てひろばの運営、相談事業、各種
子育て啓発事業、地域の子育てサークルの
支援を行う。

■市内21か所の子育てひろばの基幹
的役割を担っていく。それぞれの地域
の子育てひろばの見本となるような子
育てひろば事業、相談事業、子育て啓
発事業を積極的に実施していく。
■解決困難な相談、専門的な知識を必
要とする相談は、子ども家庭支援セン
ター（高幡本部）との連携を図り、個
別対応につなげていく。
■地域における保護者の自主的な子育
てサークル等の組織づくりの支援を積
極的に行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■地域子ども家庭支援センターの基幹的役割を
認識し、効果的なサービスを提供する。
①子育てひろば
来所者のニーズにあった啓発講座等の企画を継
続する。
②相談事業
相談者にしっかりと寄り添い、受け止めるとと
もに児童虐待等の疑いがある場合は、子ども家
庭支援センター高幡本部に繋ぎ、連携した支援
を行う。
③子育てサークル活動
地域支援ワーカーによる直接的な訪問支援で
サークル活動の活性化を図る。活動が困難に
なっているサークルへの支援方法を検討する。

■地域子ども家庭支援センターの基幹的役割の
発揮
①啓発講座
　≪単独≫実施回数：1756回　参加者数：
3695組
　≪保育園等の協力≫
　　実施回数：26回　　参加者数：222組
　≪支援グループ等市民と共催≫
　　実施回数：28回　　　参加者数：199組
②相談事業
　受理件数：7440件
③子育てサークル
　登録団体：6団体
　訪問件数：68回
④子育て支援グループ
　登録団体：8団体

A

■特に乳幼児の多い地域では子育てひろばの需
要は高い。
■父親の来所が増加しており、父親向け企画を
さらに充実させていく必要がある。
■子育てサークルの活動継続への課題が大きく
なっている中、よりきめ細かい活動支援が求め
られる。

■地域子ども家庭支援センターの基幹的役割を
認識し、効果的なサービスを提供する。
①子育てひろば
来所者のニーズにあった啓発講座等の企画を継
続する。
②相談事業
相談者にしっかりと寄り添い、受け止めるとと
もに児童虐待等の疑いがある場合は、子ども家
庭支援センター高幡本部に繋ぎ、連携した支援
を行う。
③子育てサークル活動
地域支援ワーカーによる直接的な訪問支援で
サークル活動の活性化を図る。活動が困難に
なっているサークルへの支援方法を検討する。

A
ひろば内に投書箱を設置。ご意見があった場合は対応を
検討し、回答を掲示。

25
②子育てひろ
ば

■乳幼児と保護者が気軽に集い、語り合
い、交流できる場を提供し、地域で子育て
を支えあう関係づくりと相談体制を充実さ
せ、親子が安全に安心して過ごせる場を提
供する事業。
■地域の子育て支援拠点施設として、市内
に21か所設置。（平成31年4月現在）

■地域の親子の居場所として、子育て
相談や仲間づくりができる場として、
運営の質的向上を図っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

地域子ども家庭支援センター以外の子育てひろ
ばへの巡回訪問の実施に向け、実施形態等の検
討が求められる。

■利用しやすく、安心できる親子の居場所とす
るため、職員交流を含めた研修会を実施。
■子ども家庭支援センターの心理士による、職
員を対象にした巡回相談を実施。

A
■子どもなんでも相談と子育てひろばとの連携
体制を構築する。

A
ひろば内に投書箱を設置。ご意見があった場合は対応を
検討し、回答を掲示。

27
④放課後子ど
も 教 室 「 ひ
のっち」

■地域の中で、心豊かで健やかに育まれる
環境づくりを提供していくことを目的とし
て、放課後の子どもたちの安全で安心な居
場所を提供する事業。
■放課後、学校内の教室・校庭・体育館な
どに安全管理員（ひのっちパートナー）を
配置し、安全な遊び場環境を提供する。さ
らに、学習アドバイザーによる学習プログ
ラムを行っている。
■地域の人材であるひのっちパートナー、
学習アドバイザーの協力を得ながら、子ど
もたちの「仲間づくり」の場として、ま
た、地域の高齢者と子育て世代が関わり、
「三世代で取り組む子育て」「人と人が支
えあう輪づくり」の場となっている。

■受付教室と他の特別教室を借用し、
放課後の子どもの居場所として、学校
との連携を図る。
■地域の方々の協力により成り立つ事
業であることを保護者に理解してもら
う。
■地域の方々の協力を得やすくするた
めの短時間ボランティア制度であるア
シストパートナー制度の検討をする。

子育て課 ■引き続き安定した運営に取り組む

■「ひのっち」として安定的な教室運営ができ
た。
■学級閉鎖発生時の「ひのっち」実施判断基準
など、アフターコロナの新しいルール作りに取
り組んだ。

A

■35人学級や児童数の増加等により、実施場
所の確保が難しくなっている。

■パートナーの高齢化

■引き続き安定した運営に取り組む A

■子ども達に人気のあるプログラムや季節の行事にちな
んだプログラム等を実施し、子ども達に体験の機会を提
供している

■見守りに従事いただくパートナーの方に対し、熱中症
予防や応急救命等の研修に加え、配慮が必要な子どもへ
の対応や子どもとの向き合い方等の研修の実施や情報提
供等を随時行うなどし、子どもたちや保護者が安心し出
来る居場所づくりを実施

■新しい児童館構想を策定及び完成を図る。
■学童クラブ、ひのっちとともに、小学生の放課後
を支えていく。
■子どもや子育て支援に関する幅広い情報を集約
し、分かりやすい情報発信を行う。
■関連諸機関との連携・役割分担し、子育て家庭に
対する相談・援助等を行い子育て支援の充実を進め
る。
■切れ目のない地域の子育て支援の拠点としてとら
え、妊婦の利用など幅広い保護者の子育て支援を進
める。
■基幹型児童館は、地域の子育て・子育ち支援の中
核を担う総合施設として位置づけ、公・民問わず全
体の児童館と学童クラブの質の向上を目指し調整・
支援等を行う。
■第5次行財政改革大綱や各種計画を踏まえて事業
を進め、より身近な児童館として、子育て支援を充
実させる。

B
児童館における運営協議会において利用者である児童の
意見を聞き、児童館運営に反映をさせている。

■今後の児童館のあり方検討会報告書「日野市
の児童館　今後の展開」（令和2年度～令和6
年度）において、児童館ガイドラインに基づく
９項目（誰もが集いやすい児童館に情報発信パ
ワーUPや関連諸機関との連携した配慮が必要
な子へサポートなど）を引き続き実施する。ま
た令和2年度中に検討した優先順位に基づき、
令和５年度に再検討した実施するべき事業を実
施する。
■日野市独自の持続可能な施策として「公・民
ともに児童館学童クラブの質UP」を行う。基
幹型児童館に学童クラブ運営を調整するエリア
マネージャーを中心に、学童クラブの育成のサ
ポート等行い、子育て支援の充実を進める。
■専門職ならではの視点で活気ある児童館運営
を推進するため、児童館職員マニュアルを作成
し、職員の心構えを再確認する。
■児童館の数が限られているため、専門的見地
を持った職員が地域に出向き子どもの自己表現
ができる場として移動児童館事業を提供してい
く。また、地域の実情を調査し、必要な場所へ
出向いていけるよう検討し事業を実施する。

■児童館ガイドラインに基づく９項目も引き続
き継続実施した。
■基幹型児童館に学童クラブ運営を調整するエ
リアマネージャーを中心に、民間活力導入直後
の学童クラブを中心に支援を実施。並行して公
設公営・民営ともに学童クラブの育成のサポー
ト等行い、子育て支援の充実を進めた。
■職員向け児童館マニュアルが完成したことを
受けて、令和5年度は活用を開始した。
■専門的見地を持った職員が地域に出向き子ど
もの自己表現ができる場として移動児童館事業
を実施した。基幹型児童館と地域型児童館と連
携することにより限られた人数で移動児童館を
行い遊び場の提供ができた。

26 ③児童館

■地域の子どもたち（０歳から18歳未
満）の遊びや活動の援助と、地域の子育て
支援、子どもたちの健全な育成を図ること
を目的とした施設。
■子ども達にとって身近で安心安全な居場
所、遊び場であると共に、親など保護者の
子育てに関する不安の解消や子育て力向上
を目的とする事業を実施するなど、地域の
子育て・子育ち支援の活動拠点である。
※平成31年4月現在
①施設数　基幹型3館、地域型7館（内指
定管理2館、運営業務委託1館）合計10館
②開館日　月曜日から土曜日（日曜、祝
日、年末年始は休館）
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみだ
いら児童館ぷらねっとは火曜日から日曜日
（月曜、祝日、年末年始は休館）
③開館時間　9時30分～18時
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみだ
いら児童館ぷらねっとは9時30分～19時
④利用対象者
市内の18歳未満の児童、及びその保護者

A

■子どもを主体と考えながら、これまでの枠に
捕らわれない自由な発想のもと、学童クラブや
放課後子ども教室との連携を図りつつ、各児童
館の施設の特徴や利用者のニーズに合わせた事
業展開を実施していくことが求められている。

■児童館ガイドライン（平成30年10月
改訂）に基づき、新しい児童館構想を策
定。拠点性、多機能性、地域性を３本柱
として、各種運営、事業の展開等を図
る。
■学童クラブ、ひのっちとともに、小学
生の放課後を支えていく。
■子どもや子育て支援に関する幅広い情
報を集約し、分かりやすい情報発信を行
う。
■関連諸機関との連携・役割分担し、子
育て家庭に対する相談・援助等を行い子
育て支援の充実を進める。
■切れ目のない地域の子育て支援の拠点
としてとらえ、妊婦の利用など幅広い保
護者の子育て支援を進める。
■基幹型児童館は、地域の子育て・子育
ち支援の中核を担う総合施設として位置
づけ、公・民問わず全体の児童館と学童
クラブの質の向上を目指し調整・支援等
を行う。
■第5次行財政改革大綱や各種計画を踏ま
えて事業を進め、より身近な児童館とし
て、子育て支援を充実させる。

子育て課

（３）地域の子育て支援拠点の強化
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

28
⑤駅前ミニ子
育て応援施設
「モグモグ」

■市民ワーキンググループによるカフェ方
式の子育てひろばの提案を市が具体化した
事業で、学童クラブ終了後の夜間の児童育
成を加えて平成19年度から行っている。
■子育て広場事業
①内容：飲食物を有料で提供し各種イベン
トを実施する等、乳幼児とその保護者が気
軽に集える子育てカフェの運営を行ってい
る。
②開設日　月～金、第3土曜日
③開設時間　10時～16時
ランチタイム　11時30分～13時
■夜間の児童育成事業
①内容：通常の学童クラブ終了後、児童育
成を行うことで、共働き家庭に安心・安全
な子どもの居場所を提供する。夕食も提供
し、食生活のリズムの確立、食育へのきっ
かけ作りとなっていく。
②開設日　月～金（祝祭日を除く）
③開設時間　17時45分～21時

■昼間の子育てカフェは、手軽に軽食
等を楽しみながら乳幼児親子がくつろ
げる子育てひろばであり、子育て中の
母親を孤立させないよう乳幼児親子が
集える場、子育ての悩みを相談できる
場として、今後も運営を継続する。
■夜間の児童育成は、利用状況により
事業の見直しを検討する。

子育て課

■子育てカフェは地域における子育て・子育ち
支援の拠点として、地域の様々な機会を捉え、
PRなど地道な努力を続ける。また一方で、数字
だけでなく、在宅育児世帯にとって真に必要な
サービスがどのようなものなのか把握に努め
る。そのためにも、地域とのつながりを深める
活動を続ける。
■コロナ禍においても乳幼児と保護者の居場所
として安全に利用してしていただけるよう、新
型コロナウイルス感染症に係る予防・対応マ
ニュアルを作成し、感染拡大の防止等を図る。

■子育てカフェ
　開設日数：231日
　延べ来場者数：6,108人
　　　　　　　　　(前年度5,045人）
子育て支援に関する相談、援助の役割を果たす
ため、気軽に相談できる雰囲気作りに努めた。
大人も子どもも主体的に参加できるワーク
ショップや講習会なども開催した。利用者や地
域とのつながりを大切にした事業運営ができ
た。

A

■子育てカフェは地域における子育て・子育ち
支援の拠点として、地域の様々な機会を捉え、
PRなど地道な努力を続ける。また一方で、数字
だけでなく、在宅育児世帯にとって真に必要な
サービスがどのようなものなのか把握に努め
る。そのためにも、地域とのつながりを深める
活動を続ける。

A
■運営については、利用者へアンケート調査を実施して
おり施策へ反映をしている。

29

⑥スーパーひ
のっち「なつ
ひの」全校実
施

■小学生の放課後の居場所としての「ひ
のっち」を夏季休業中における一定期間
スーパーひのっち「なつひの」として実
施。
■平成27年度より、4校で試行、令和元年
度現在12校で実施。

■毎年2～3校拡充し、令和3年度17
校(全校）実施を目指す。
■猛暑の期間に協力できるパートナー
の獲得に努力する。
■猛暑の期間であり、外遊びが難しい
ので、遊びや学びのプログラムを検討
する。

子育て課
■「なつひの」を市内全小学校１７校で実施す
る。

■市内全校で「なつひの」を実施できた。 A

■通常の「ひのっち」とは異なるシフトのた
め、パートナー集めに苦労する。

■厚さ指数が高く、外遊びができないため、体
育館に冷房がついていない学校は一日の過ごし
方に苦労する。

■R5に続き「なつひの」を市内全小学校１７
校で実施する。

A
■参加児童や見守りに従事いただいた方々にアンケート
を実施し、今後の「なつひの」の運営に活かしている。

30
⑦児童館の開
所時間拡大

■開館日
月曜日から土曜日（日曜、祝日、年末年始
は休館）
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみだ
いら児童館ぷらねっとは、火曜日から日曜
日（月曜、祝日、年末年始は休館）
■開館時間
9時30分～18時
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみだ
いら児童館ぷらねっとは、9時30分～19
時
※しんめい児童館は、学校の三季休業期間
（春休み、夏休み、冬休み）、8時30分か
ら開館

■共働き世帯や中高生世代等にも、こ
れまで以上に利用しやすい児童館を目
指し、開館日や開館時間について検討
していく。

子育て課

■引き続き、三季休業期間は、しんめい児童館
は朝8時30分開館を実施していく。
■市内全児童館においてランドセル来館等を実
施するなど、児童の居場所を確保する。
■中高生世代の対応として、たまだいら児童
館、みなみだいら児童館において、午後7時ま
での開館を継続する。

■中高生世代の対応として、たまだいら児童
館、みなみだいら児童館において、午後7時ま
での開館を継続する。
■引き続き、三季休業期間は、しんめい児童館
は朝8時30分開館を実施していく。
■市内全児童館においてランドセル来館等を実
施するなど、児童の居場所を確保する。

B

■引き続き、三季休業期間は、しんめい児童館
は朝8時30分開館を実施していく。
■市内全児童館においてランドセル来館等を実
施するなど、児童の居場所を確保する。
■中高生世代の対応として、たまだいら児童
館、みなみだいら児童館において、午後7時ま
での開館を継続する。

D

31
⑧運営協議会
の実施
（児童館）

■児童館活動の充実を図るため、民生委
員、主任児童委員等の地域組織の代表者
他、学識経験者、学校教職員、子どもや保
護者等を構成員とする協議会を設置し、積
極的に情報提供を行い、その意見を聴き児
童館運営に生かしていく。

■運営協議会の実施に向け、構成員や
回数及び内容について、各児童館が検
討を開始する。
■実施が可能な児童館から運営協議会
を開催し、方法や内容等について、他
の児童館に情報提供し、すべての児童
館での開催を目指す。

子育て課

■引き続き、児童館活動の充実を図るため、年
２回程度の協議会をすべての児童館で開催して
いく。
■民生委員、主任児童委員等の地域組織の代表
者他、学識経験者、学校教職員、子どもや保護
者等、地域の方々や関係機関との連携を図ると
ともに、情報提供のみならず、メンバーからの
ご意見を児童館活動に活かせるよう、積極的な
議論の場として協議会を活用していく。

■児童館活動の充実を図るため、年２回の協議
会をすべての児童館で開催した。
■民生委員、主任児童委員等の地域組織の代表
者他、学識経験者、学校教職員、子どもの代表
者や保護者等、地域の方々との連携を図った。
メンバーからの意見を反映させた事業展開を実
施した。

B

■引き続き、児童館活動の充実を図るため、年
２回程度の協議会をすべての児童館で開催して
いく。
■民生委員、主任児童委員等の地域組織の代表
者他、学識経験者、学校教職員、子どもや保護
者等、地域の方々や関係機関との連携を図ると
ともに、情報提供のみならず、メンバーからの
ご意見を児童館活動に活かせるよう、積極的な
議論の場として協議会を活用していく。

D

32
⑨学童クラブ
の育成時間の
延長・拡大

■育成日
月曜日から土曜日まで（日曜・祝日・年末
年始は閉所）
平成２７年度より、通年コースと三季休業
コースの選択制を実施。
■通常育成時間（令和元年度現在）
公設公営・公設民営
【学校のある日】下校時から17時45分
【土曜日】8時30分から17時45分
【学校休業日】８時00分から17時45分
■延長育成時間（令和元年度現在）
公設公営
【学校のある日】17時45分から18時30
分
【土曜日】なし
【学校休業日】17時45分から18時30分
公設民営
【学校のある日】17時45分から19時
【土曜日】17時45分から19時
【学校休業日】17時45分から19時

■東京都内の他市の実施状況や保護者
ニーズを踏まえ、引き続き午後７時ま
での延長育成を民間活力の導入（運営
委託）に取り組む中で進めていく。
■同じ学校の敷地内で複数の施設があ
る場合は、財政面や延長育成のニーズ
量から、一方の施設に民間活力の導入
を図り育成時間を拡大し、子育て支援
の充実を図っていく。

子育て課

■東京都内の他市の実施状況や保護者ニーズを
踏まえ、引き続き午後７時までの延長育成を民
間活力の導入（運営委託）に取り組む中で進め
ていく。
■同じ学校の敷地内で複数の施設がある場合
は、財政面や延長育成のニーズ量から、一方の
施設に民間活力の導入を図り育成時間を拡大
し、子育て支援の充実を図っていく。

■令和５年度は、四小あおぞら学童クラブ、三
沢学童クラブにおいて、民間活力の導入により
平日の午後７時までの延長育成の実施と、土曜
日、学校休業期間における午前８時の開所から
午後７時までの延長育成を実施した。
■令和６年度において、あさひがおか学童クラ
ブと、三沢学童クラブに民間活力を導入するた
め、委託事業者選定委員会を実施し、委託事業
者を決定した。

A

■東京都内の他市の実施状況や保護者ニーズを
踏まえ、引き続き午後７時までの延長育成を民
間活力の導入（運営委託）に取り組む中で進め
ていく。
■同じ学校の敷地内で複数の施設がある場合
は、財政面や延長育成のニーズ量から、一方の
施設に民間活力の導入を図り育成時間を拡大
し、子育て支援の充実を図っていく。

A
■学童クラブの育成にあたっては、保護者だけではなく
児童の意見を反映できるよう、その育成内容に関して聞
き取りを行う等の対応をしている。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

子ども家庭
支援セン

ター

■市民が、子育て支援に積極的に関われるよう
人材の育成、確保を行い、居場所づくりを継続
していく。
■子どもを中心に捉え、市民・地域・まち全体
が活性化するための拠点づくりの支援を行う。

■養成講座：7回開催
■子育てひろば利用者
　≪万願寺≫：7,309名
   ≪南平≫：904名
   ≪豊田≫：1,371名

A

■市民が、子育て支援に積極的に関われるよう
人材の育成、確保を行い、居場所づくりを継続
していく。
■子どもを中心に捉え、市民・地域・まち全体
が活性化するための拠点づくりの支援を行う。

D

子育て課

■ふれあいホールと仲田の森蚕糸公園の一体的
な活用について検討する。
■集会室1-3の利用について、子育て係と都度
調整し、整理、引継ぎを進めていく。

■仲田の森蚕糸公園の活用
　「なかだの森であそぼう！」
　開催：開催：65回
　参加者：延べ5,002人
■集会室1-3の活用
　登録団体数：4団体

B
■1-3については、学童クラブの利用と調整が
必要。

■仲田の森蚕糸公園を活用していく。
C

34
②子育てサー
クルへの支援

■子どもとその保護者が定期的に集まっ
て、一緒に遊びながら友達づくりをした
り、情報交換をしたり、悩みを相談しなが
ら「子育てを共にしていこう」とする地域
の自主的な子育てサークル活動を支援して
いく事業。

■子育てサークルや子育て支援グルー
プの活動を継続的に支援していく中
で、情報交換の場や交流の場を設定し
ていく。
■子育てサークルが必要と思われる地
域に子育てサークル立上げの支援を
行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■子育てサークルや子育て支援グループの活動
を継続的に支援していく中で、情報交換の場や
交流の場を設定していく。

■子育てサークル
　登録団体：9団体
　訪問件数：68回
■子育て支援グループ
　登録団体： 8団体

B

■保育園等への入園時期が早まる中、子育て
サークルの活動が縮小傾向にある。サークル支
援以外の地域での子育て支援の在り方につい
て、効果的な方法を探る必要がある。

■子育てサークルや子育て支援グループの活動
を継続的に支援していく中で、情報交換の場や
交流の場を設定していく。
■地域別、月例別の乳幼児親子事業を開始し、
効果を検証する。

A
子育てサークル・子育て支援グループ情報交換会を実
施。

35
③地域におけ
る子育て人材
育成

■子育て支援者や協力者の人材育成と市内
子育て関連施設でのボランティア活動等の
人材育成のため、子育て支援者の養成講座
を実施する。
■子育てパートナー数42名 ※平成31年
3月現在

■子育て支援者養成講座の継続と充実
が、市内の子育て支援に係る人材の量
と質の確保や子育てひろば等でのボラ
ンティア活動の登用につながるように
進めていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■子育て支援に関われるよう、人材の養成、確
保のための養成講座の開催を継続して実施。
■講座を周知する。
■子育てひろば以外の場での活躍の機会の創出

■養成講座：7回開催
■ファミリー・アテンダント事業の開始

A

■子育て支援に関われるよう、人材の養成、確
保のための養成講座の開催を継続して実施。
■講座を周知する。
■ファミリー・アテンダント事業の安定的な運
営。

D

36
①乳幼児健康
相談事業

■「育児全般に関する気がかり」や「子育
てをめぐる母親自身の不安や悩み」を抱え
ながら育児をしている保護者に対して相談
支援を行い、適切な方法で保護者自身や家
族の健康の維持・増進につなげていく。

■育児中の保護者を対象としている
が、妊婦が産院以外で気軽に相談でき
る場が少ないため、今後妊婦にも対象
を広げるとともに、子育て中の者同士
や子育て経験者との顔の見えるつなが
りの場ともなるため、今後も継続して
いく。

子ども家庭
支援セン

ター

■会場数、実施回数は変わらず実施
■児童館職員が事業自体により関わりが持て、
結果として保護者も児童館を身近な相談場と利
用できるよう子育て課と連携し取り組む
■オンライン健康相談との競合性を分析する

■10会場
■来所者347人（内訳；乳幼児347人・妊婦0
人）
■オンライン0人

A

■妊婦の利用がないため、より事業の目的に
沿った運営ができるよう利用の周知が必要。
■相談総数は前年度より微増しており、オンラ
イン健康相談も多く利用していることから競合
性はあまりないと思われる。
■オンラインでの相談は0人であった。

■会場数、実施回数は変わらず実施
■児童館職員が事業自体により関わりが持て、
結果として保護者も児童館を身近な相談場と利
用できるよう子育て課と連携し取り組む
■AITEL（予約システム）からの予約開始

D

37
②乳幼児歯科
相談事業など

■日野市歯科医会の協力のもと、乳幼児歯
科相談、1歳6カ月児歯科健康診査、3歳児
歯科健康診査等を実施。
■私立の幼稚園・保育園の保護者や職員を
対象に歯科医師によるむし歯予防講習会を
実施。

■健診時の判断により、個別の対応が
望ましい児童に対しては、個別相談等
にて支援を行う。
■乳幼児のむし歯予防のため、地域の
幼稚園、保育園、子ども家庭支援セン
ター等の関係機関との連携をより強化
する。

健康課

■乳幼児歯科相談の個別指導にて、口腔内での
歯磨き指導を再開する。
■乳幼児健診にて来所者に乳幼児歯科相談の事
業周知を行う。

■むし歯のある子どもは、1歳6か月児健診で
10名、3歳児健診で65名おり、歯科受診を支
援した。
■幼児むし歯予防講習会を12園667名に対し
て実施し、歯磨きの方法と重要性について伝え
た。

A

■乳幼児歯科相談の個別指導にて、口腔内での
歯磨き指導を実施する。
■乳幼児健診にて来所者に乳幼児歯科相談の事
業周知を行う。

D

38
③相談支援事
業

日野市発達・教育支援センター（エール）
にて、０歳から18歳までの、発達面、行
動面、学校生活面において支援を必要とす
る子ども、子どもの育ちについて不安のあ
る保護者、関係機関からの相談を実施。一
般相談、発達相談、教育相談、就学入級転
学相談、医療相談等を実施。

■０歳から18歳まで、切れ目のない
相談支援体制を確立していく。

発達･教育
支援課

■部門別会議を開催し、エール全体での情報共
有に努める。
■専門職間の事例検討を実施。
■初回相談から心理相談等への対応をスピー
ディに対応できる仕組みを引続き検討する。

■部門別会議を開催、エール全体での情報共有
ができた。
■専門職間の事例検討を実施した。
■初回相談枠を確保したほか、一部検査依頼に
ついて、初回相談をはさまずに検査できる体制
を作った。

Ｂ
■引き続き相談増に対応するための仕組みの整
理が必要。

■部門別会議を開催し、エール全体での情報共
有に努める。
■専門職間の事例検討を実施。
■初回相談から心理相談等への対応をスピー
ディに対応できる仕組みを引続き検討する。

C
■心理相談へスピーディに対応できる仕組みの検討を継
続して行っている

33
①市民参加で
の居場所づく
り

■市民の参加による「子育てパートナー事
業」は、万願寺交流センターや南平駅西交
流センター（出張ひろば）等様々なかたち
での居場所づくりを行っている。
■NPO法人が「なかだの森であそぼう」
を開催し、幼児の親子から中高生まで自然
にふれあい、ストレス解消等の居場所づく
りを行っている。
■子どもの居場所づくり、遊びを通した育
ちと体験の場づくりとして「共に生き互い
に育てあうまちの実現」に向け、様々な機
関や人材と連携・協力をする

■市民が、子育て支援に積極的に関わ
れるよう人材の育成、確保を行い、居
場所づくりを継続していく。
■子どもを中心に捉え、市民・地域・
まち全体が活性化するための拠点づく
りの支援を行う。

方針２）子育てを励ます人と場づくり

（１）市民による子育て支援の輪づくり

（２）子育て相談・支援の充実
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

39
④子どもと家
庭の総合相談

■子ども家庭支援センターにて、子どもと
家庭に関する相談を受ける事業で、児童虐
待、障害、非行、育成等様々な相談を受け
ている。
■個人だけでなく、学校、保育園、幼稚園
等の子育て関連機関からの相談も受け、個
別対応をする中で、必要に応じて要保護児
童対策地域協議会のネットワークを生かし
た対応を行い、子ども家庭支援ワーカーが
調整役として対応をしていく。

■子育て相談が増え続けている中、妊
産婦、０歳から18歳までの子どもと
家庭の問題に関する総合相談窓口とし
ての機能を充実させていく。
■個人だけでなく、他の子育て関連機
関で解決困難な相談にも積極的に対応
していく。困難なケースについては、
要保護児童対策地域協議会の枠組みの
中で、子ども家庭支援ワーカーが、各
関連機関と連携し、関係機関間の調整
役としての機能を強化していく。
■児童虐待相談及び心理相談等専門的
な相談の対応も強化していく。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、27年度からのチーム制をリー
ダーを中心としたより機能的な形態にすること
で、増え続けている相談への対応力を強化し、
子どもと家庭の問題に関する総合相談窓口とし
ての機能を充実させていく。
■子育てに関わる他機関からの相談において
も、要保護児童対策地域協議会の枠組みの中
で、子ども家庭支援ワーカーが各関連機関と連
携し、関係機関間の調整役として中心的機能を
果たしていく。
■困難ケースや重篤な虐待については、八王子
児童相談所との連携を密にして対応していく。

■相談受理件数
　1,787（内、虐待受理件数1,125件）

■子ども家庭支援ワーカー相談件数
　44,962件

■個別ケース会議
　60件

A
■虐待受理件数は増加の一途を辿っており、夜
間や土曜日の対応が増加している。

■引き続き、27年度からのチーム制をリー
ダーを中心としたより機能的な形態にすること
で、増え続けている相談への対応力を強化し、
子どもと家庭の問題に関する総合相談窓口とし
ての機能を充実させていく。
■子育てに関わる他機関からの相談において
も、要保護児童対策地域協議会の枠組みの中
で、子ども家庭支援ワーカーが各関連機関と連
携し、関係機関間の調整役として中心的機能を
果たしていく。
■困難ケースや重篤な虐待については、八王子
児童相談所との連携を密にして対応していく。

D

40
⑤育児支援家
庭訪問事業

■養育に不安を抱え、特別な支援が必要な
家庭に「育児技術訪問指導員」または「育
児家事訪問支援員」を派遣し、子育ての孤
立化を緩和し、子育てに自信を持ち、要支
援家庭が安定した児童の養育を行えるよう
支援していく。

■訪問支援について、さらなる充実を
図っていく。また、潜在的に支援を必
要としている家庭について把握し、支
援の漏れがないようすくいあげる体制
づくりを進めていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭支援
センターになった母子保健係を始め各関係機関
と連携を深めて要支援家庭を把握し、支援を実
施し虐待防止に努める。

■育児技術訪問指導員
　延べ訪問日数58日
　延べ訪問時間59時間
■家事育児支援ヘルパー
　延べ訪問日数9日
　延べ訪問時間9時間

A

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭支援
センターになった母子保健係を始め各関係機関
と連携を深めて要支援家庭を把握し、支援を実
施し虐待防止に努める。

D

子ども家庭
支援セン

ター

■新型コロナウイルス感染拡大防止に努めなが
ら、面接を行う。全ての妊婦等の状況を把握
し、適切な情報提供を行い、妊娠・出産・子育
てに関する不安軽減を図る。
■支援を要する妊婦に対して、支援プランを作
成し、継続的な支援を実施する。支援プランは
必要に応じて見直しを行い更新していく。
■妊婦面接の完全予約が可能か検討していく。
また、面接予約について市民への周知を図る。

■妊婦把握数：1,251人
■妊婦面接率99.8％
　未面接2件（転出・体調不良の理由）
■支援プラン作成数：254件
ぽけっとなびの予約システムによる妊婦面接の
予約制実施。事前に妊婦の情報を確認したうえ
で面接ができた。また、事前予約した妊婦は待
ち時間なく面接が可能となった。

A

■こども家庭センター型として、引き続き児童
福祉部門と母子保健部門を統括支援員の指揮の
もと、一体の組織体制で運営する。
■全ての妊婦等の状況を把握し、適切な情報提
供を行い、妊娠・出産・子育てに関する不安軽
減を図る。
■支援を要する妊婦に対して、支援プランを作
成し、継続的な支援を実施する。支援プランは
必要に応じて見直しを行い更新していく。
■サポートプランを用いた支援の実行と課題抽
出

A 妊婦面接後にアンケートを実施。

保育課

多様化する保育ニーズに応じて、相談業務や相
談者に分かりやすい情報提供等を行っていく。
保育課窓口に来庁することが難しい保護者向け
に出張相談実施予定

【特定型】
■保育園入園に関する専門的な知識を習得し、
市内・近隣市の保育園情報や子育て関連施設の
情報を集積し、適切な情報提供、相談業務に応
じた。
■人員：3人体制（交代勤務。元公立保育園長
１人＋会計年度任用職員2人）
■勤務時間：月～金曜日、8:30～17:15
■内容：保育園利用相談等
■相談件数：窓口3,239件、電話5,746件
■出張相談の実施（５回）

A 職員の体制維持

○１名増員予定（合計４人）
○多様化する保育ニーズに応じて、相談業務や
相談者に分かりやすい情報提供等を行ってい
く。
○保育課窓口に来庁することが難しい保護者向
けに出張相談実施予定。

A
窓口や電話で出た保護者意見を基に、分かりやすい説明
や、対応マニュアルの見直しを実施している。

42 ①児童手当

■中学校終了前（15歳到達後最初の年度
末）までの児童を養育している父母等の主
たる生計者に児童手当を支給。
■児童１人につき、所得制限限度額未満の
者の支給月額は3歳未満15,000円、３歳
以 上 小 学 校 修 了 前 （ 第 1 子 、 第 2 子 ）
10,000円、3歳以上小学校修了前（第3
子以降）15,000円、小学校修了後中学校
修了前10,000円、所得制限限度額以上の
者の支給月額は特例給付として5,000円。
■支給時期は6月、10月、2月にそれぞれ
4か月分を支給。
※令和2年3月現在

■児童手当法による国の制度であり、
国の動向を注視しつつ、法令に則っ
た、より一層適正な支給に努める。

子育て課

■子ども医療費助成制度等及び他課（市民窓口
課等）との連携により申請漏れのないように努
める
■電子申請の拡充に努める(ぴったりサービスの
導入)

■子ども医療費助成制度等及び他課と情報共有
を行い、申告の有無を定期的に確認し、申告漏
れがないように努めた。

A

■引き続き
子ども医療費助成制度等及び他課（市民窓口課
等）との連携により申請漏れのないように努め
る

■令和6年10月に制度改正を行い、より一層幅
広い世代、世帯への適正な支給に努める。

D

方針３）ゆとりをもって子育てするための環境づくり

（１）子育て世帯への経済的支援

41
⑥利用者支援
事業

■保健師等の専門職がすべての妊産婦等の
状況を継続的に把握し、必要に応じて関係
機関と協力して支援プランを策定すること
により、妊産婦等に対しきめ細かい支援を
実施する。（母子保健型）
■子ども及びその保護者が様々な子育て支
援事業等の中から適切なものを選択し、円
滑に利用等できるよう、身近な場所で情報
提供や相談、援助を行う事業。平成30年
度から保育課窓口に保育コンシェルジュ3
人を配置し、保育所入所相談等を行ってい
る。（特定型）

■保健師等の専門職が、妊娠から出
産、子育てにわたるまでの母子保健や
育児に関する様々な相談に応じ、その
状況を継続的に把握することで、切れ
目のない支援体制を構築する。（健康
課）
■多様化する保育ニーズに応じて、相
談者に分かりやすい情報提供等を行っ
ていく。（保育課）
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

43
②子ども医療
費の助成

■医療保険の加入要件に該当し、所得制限
の範囲内の者で、６歳に達する日以後の最
初の年度末までの乳幼児を養育する者には
乳幼児医療証、6歳に達する日以後の最初
の４月１日から15歳に達する日以後の年
度末までの義務教育就学期にある児童を養
育する者に子ども医療証を発行し、該当乳
幼児・児童の受診時に保険診療の一部負担
金（の一部）を助成。
■日野市では乳幼児医療証の所得制限はな
し。
※令和2年3月現在

■乳幼児医療費助成事業実施要綱、義
務教育就学児医療費助成事業実施要綱
等に基づく東京都の制度であり、市で
も条例等を整え事業遂行している。現
状、乳幼児医療助成は市単独で所得制
限なしの取り扱いとしている。
■所得制限、助成範囲等について、東
京都の動向を踏まえ、充実に向けて調
査研究に努める。
■条例等に基づいたより一層適正な助
成に努め、乳幼児・児童の保健・福祉
の向上を図る。

子育て課

■所得制限・一部負担金撤廃にむけた各連携機
関との調整、新規対象者への申請勧奨・審査及
び医療証の発行
■東京都と高校生等医療費助成の補助金の支給
について協議
■高校生等医療費助成の実績の分析

■各連携機関との調整、新規対象者への申請勧
奨・審査等を行い、令和５年１０月より、所得
制限・一部負担金を撤廃した。
■制度改正に伴い、ひとり親家庭等医療費助成
制度・心身障害者医療費助成制度と優先順位を
調整し、切替への対応を行った。
■東京都と高校生等医療費助成の補助金の支給
について協議を行った。
■制度開始初年度である高校生等医療費助成に
係る実績及び制度改正に伴う実績推移を分析
し、翌年度以降の参考とした。

A
■引き続き、東京都と高校生等医療費助成の補
助金の支給について協議
■制度改正に伴う実績推移の分析

D

45 ④奨学金

■市内に住む経済的理由により修学が困難
な高校生を援助し、教育上の機会均等を図
るため奨学金を支給している。この奨学金
は返済の必要はなし。
■申請方法は、募集期間に申請書等必要書
類を提出し、選考審査会に諮って決定す
る。選考にあたっては、所得制限があり。
■前学年時における学習意欲・生活態度な
どにより選考している。
■所得要件　生活保護基準の1.3倍

■高校の授業料無償化などの施策が展
開されてはいるが、まだ支援としては
不十分である。経済的な理由で意欲の
ある学生の就学機会を奪うことのない
ように、また保護者への負担軽減を図
るためにも、今後もこの制度を継続し
ていく。ただし、国の施策の動向次第
では、制度の継続・変更も視野に検討
を重ねていく。

庶務課

■1人月額 10,000円、年間 120,000円
　　給付型、返済義務なし。
■210名分　 25,200,000円を予算化
　※この人数を超えた場合は、補正対応
■所得要件　生活保護基準の1.3倍以下
■所得要件を第一義とし、所得要件をクリアし
た者について、生活態度・学習意欲も加味し審
査した結果、基準を満たす者全員に支給する。
■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、
家計急変世帯への周知や追加での判定を実施。

■応募者数176名。うち10名は所得超過によ
り非認定、166名認定。

B
■国や都による児童手当、医療費助成、018サ
ポートなどの子育て支援策が拡充される中、本
事業の必要性について検証の必要がある。

■1人月額 10,000円、年間 120,000円
　　給付型、返済義務なし。
■190名分　 21,200,000円を予算化
■所得要件　生活保護基準の1.3倍以下
■所得要件を第一義とし、所得要件をクリアし
た者について、生活態度・学習意欲も加味し審
査した結果、基準を満たす者全員に支給する。
■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、
家計急変世帯への周知や追加での判定を実施。

A
奨学金を受給している高校生に対し年に2度簡単なアン
ケートを実施し、奨学金制度の必要性や要望等を伺って
いる。

■男女ともに家庭、地域、職場等の
様々な分野で自己実現ができる男女共
同参画社会を目指す。

平和と人権
課

■第4次男女平等行動計画に基づく講演・講
座、パネル展示による啓発事業、女性相談事
業、DV被害者の支援事業、若年層へのDV被害
防止啓発事業等を実施し、子育て支援につなげ
る。

■令和4年度事業について、第4次男女平等行動計画の
担当課及び本部評価を行った。
■女性のための再就職支援セミナー（東京しごとセン
ター多摩と共催、参加者合計40名）、仕事と子育てを
両立したい方のためのPC講座（ハローワーク八王子と
共催、参加者合計15名）、しごとと子育て両立支援面
接会（ハローワーク八王子、八王子市と共催、参加者合
計15名）を開催。
■男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動期
間、人権週間などにあわせ、パネル展を実施
■女性デジタル人材養成講座の実施（新規）
実績：1月29日、2月2日の2日間連続講座、参加者数
合計18名
■女性相談の実施
実績：第1～4火曜日（夜間）、第1～4水曜日（日
中）、第1金曜日（全112日、432コマ）、相談件数
272件
■にじいろ相談の実施
実績：第3金曜日（全12日、36コマ）
■虹友カフェの実施（8回実施）
参加者合計52名
■DV土曜講座の実施（偶数月年6回）
参加者合計56名
■デートDV出張講座の実施
東京三弁護士会多摩支部の協力を得て市内全8中学校で
実施、参加者数合計1,392名
■若年層セクシャルマイノリティ支援事業
①近隣11市と連携し、若年層当事者（10代～23歳）
までが集まる居場所（交流の場）を各市で定期開催。
（延べ78名参加）
②多様な性に関する授業（中学校）や、教職員への研修
といった「教育・啓発事業」を実施。（全体で参加者合
計304名）講師は教育現場に携わっており、事業全体の
アドバイザーとしても関わっている。

A

女性相談が男性も利用できることが分からず、
周知方法や名称の変更、別途男性相談を設ける
か等、検討が必要である。
にじいろ相談の相談件数が少ないので、周知方
法などを改善する必要がある。

第4次男女平等行動計画に基づく講演・講座、
パネル展示による啓発事業、女性相談事業、
DV被害者の支援事業、若年層へのDV被害防止
啓発事業等を実施し、子育て支援につなげる。

A

若年層セクシャルマイノリティ支援事業において、「教
育・啓発事業」を実施している講師が、教育現場に携
わっており、またアドバイザーとして事業に助言をいた
だいている。授業に参加した子どもたちの意見等を事業
に反映している。

44 ③就学援助

■経済的理由により小・中学校への支払い
が困難な家庭に対し、学校で必要とする費
用の一部を援助する。
■学用品費、通学用品費、新入学学用品
費、校外活動費、修学旅行費、移動教室
費、卒業記念アルバム代については、市内
に住所を有し、学校教育法第１条に規定す
る学校に就学している児童・生徒の保護者
が支給対象。
■医療費、給食費は、市立小・中学校に就
学している児童・生徒の保護者が支給対象
となる。
■対象者は、次のいずれかにあてはまる家
庭
①生活保護受給中または昨年度以降生活保
護の停止・廃止を受けた、
②昨年度、市都民税が非課税、
③児童扶養手当受給中、
④経済的理由で子どもの教育費に困ってい
る。
■所得要件　生活保護基準の1.3倍

■保護者の負担軽減を図るために、今
後も制度を継続していく。

庶務課

■経済的理由により小・中学校への支払いが困
難な、市内に住所を有し学校教育法第１条に規
定する学校に就学している児童・生徒の家庭に
対し、学校で必要とする費用の一部（学用品
費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、移
動教室費、卒業アルバム代等）を援助する。
■令和5年度小学校新入学児童及び中学校新入
学生徒に対し、小学校就学前及び6年生時の3
月に「新入学学用品費」等を支給する。
■認定基準については、昨年度と同様、生活保
護の1.3倍未満とする。
■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、
家計急変世帯への周知や追加での判定を実施。
■他市の状況等を調査し、制度の内容について
検討を行う。
■高所得層と低所得層の格差が広がりつつある
ことも踏まえ、今後もこの事業を継続してい
く。

■認定者数(年度末時点)
・小学校　準要保護　824名
　　　　　要保護　　  78名
・中学校　準要保護　533名
　　　　　要保護　　  40名
■総支給額　147,639,037円

B
■支給費目や支給額については、年度ごとに他
市の状況を踏まえて見直しをする必要がある。

■経済的理由により小・中学校への支払いが困
難な、市内に住所を有し学校教育法第１条に規
定する学校に就学している児童・生徒の家庭に
対し、学校で必要とする費用の一部（学用品
費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、移
動教室費、卒業アルバム代等）を援助する。
■令和7年度小学校新入学児童及び中学校新入
学生徒に対し、小学校就学前及び6年生時の3
月に「新入学学用品費」等を支給する。
■認定基準については、昨年度と同様、生活保
護の1.3倍未満とする。
■家計急変世帯への周知や追加での判定を実
施。
■他市の状況等を調査し、制度の内容について
検討を行う。
■高所得層と低所得層の格差が広がりつつある
ことも踏まえ、今後もこの事業を継続してい
く。

D

46
①日野市男女
平等行動計画

の推進

■第4次男女平等行動計画（計画年度：令
和3～7年度）を令和2年度末までに策定す
る。
■策定にあたっては、男女平等の視点から
子育てしやすい環境の整備やワーク・ライ
フ・バランスに関する事項等を盛り込み、
実態に即した計画をつくる。
■男女平等推進委員会及び男女平等行動計
画評価委員会を開催し、計画の推進と検証
を行う。
■男女平等行動計画に基づく講演・講座、
パネル展示による啓発事業、女性相談事
業、DV被害者の支援事業、若年層へのDV
被害防止啓発事業等を実施し、子育て支援
につなげる。

（２）男女が共同で安心して子育てできる就労環境づくり
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

47
②幼児教育無
償化

子ども・子育て支援法等に基づき認可保育
所等の3-5歳（非課税世帯は0-2歳）の利
用者負担額を無償化する。また、認可外保
育施設等も月額上限を定めて無償化する。

■制度に基づき、各家庭の経済的負担
の軽減を図っていく。今後も国、都の
動向を注視しながら追加政策や見直し
がある場合は、必要に応じて検討を
行っていく。

保育課

引き続き継続していく。
10月からの第2子無償化に向けた補助制度の見
直しの検討
無償化に該当しない児童についての追加政策を
検討

■子育てのための施設等利用給付　事業費
　①新制度未移行幼稚園：335,003,968
円
　②認可外保育施設等：127,558,055円
　③預かり保育事業：16,602,450円
　（合計）479,164,473円
■10月からの第2子無償化に向けた補助制度の
見直しを実施した。

A
現制度で対象外となる児童について、追加政策
措置を検討していく。

引き続き継続していく。また、現制度で対象外
となる児童について、追加政策措置を検討して
いく。

C
現制度で対象外となる児童について、追加政策措置を検
討していく

48

③認証保育所
など入所児童
の保護者への
補助

■保護者の負担を軽減し、児童の健全な育
成に寄与することを目的として認証保育所
等に児童を入所させている保護者に対し、
補助金を交付する。

■幼児教育無償化と合わせ、保護者の
経済的負担の軽減を図るため補助を継
続していく。補助制度は必要に応じて
見直しを行う。

保育課
■10月からの第2子無償化に向けた補助制度の
見直しを実施

■対象人数　　555
■年間交付額　154,401,800円

A
■振込日についてあらかじめ明確にしてないた
め保護者からの問い合わせが多い。

■振込日を年度初めに確定し、補助金交付申請
の案内をする際に保護者に周知

D

49
④私立幼稚園
園児の保護者
への補助

■保護者の負担を軽減し、幼児教育の振興
と充実を図ることを目的として、私立幼稚
園に在籍する幼児の保護者に対し補助金を
交付する。

■幼児教育無償化と合わせ、保護者の
経済的負担の軽減を図るため補助を継
続していく。補助制度は必要に応じて
見直しを行う。

保育課
■引続き保護者の経済的負担の軽減を図るた
め、補助を継続する。

■保護者補助金　年間延べ対象者：19,517
名、年間交付額：95,986,500円
■入園金補助金　対象者：548名、年間交付
額：5,480,000円

A システム標準化に向けた対応
■引続き保護者の経済的負担の軽減を図るた
め、補助を継続する。 D

50
①自然体験広
場

■仲田の森蚕糸公園内に自然体験広場を夏
休み期間に開設している。
■自然体験広場は、体験学習の場として、
自然の中での遊びやデイキャンプなどの野
外活動の機会を提供することで、子どもた
ちの体験活動の充実・振興を図り、生きる
力を育むことを目的とする。
■ジュニアリーダー講習会、児童館デイ
キャンプ、育成会、子ども会、市内在住の
家族などが利用している。また、自然体験
広場スタッフにより自主企画を開催し、子
どもたちが夏の楽しいひと時を過ごしてい
る。
■秋には１日限定の自然体験広場として
「あきなかだ」を開催し、たき火など野外
での遊び場を開設している。

■文部科学省中央教育審議会は、平成
25（2013）年1月に答申した「今
後の青少年の体験活動の推進につい
て」の中で、体験活動の意義・効果と
して、「社会を生き抜く力」の養成、
規範意識や道徳心の育成、学力への好
影響などを挙げている。例えば、子ど
もの頃の体験が豊富な大人ほど、意
欲・関心や規範意識が高い人が多い。
■野外活動の体験ができる市内で貴重
な場となっているので、継続して開催
できるように努める。
■自然体験広場の存在を周知し、利用
者を増やしていく。

子育て課

■青少年委員の会、ジュニアリーダーに協力を
依頼する。単なる協力にとどめず、双方にとっ
てプラスの経験となるよう内容の検討を図る。

■年間の回数、活動場所等を検討し、より良い
活動につなげる。

■全4回自然体験企画を実施した。
①5月28日「火おこし＆焼き板つくり」場所：
仲田の森蚕糸公園　参加者：31人
②11月26日「あきなかだ」場所：仲田の森蚕
糸公園　参加者：250　人
③12月3日「竹筒でごはんを炊いて食べよ
う！」場所：仲田の森蚕糸公園
参加者：28人
④3月3日「草木染めにチャレンジ！」場所：
中央公民館　参加者：28人

B

■現在は青少年委員の会に講師を担っていただ
くことが多いが、プレーパーク等の自然を生か
して活動するスキルを持つ団体にも講師を依頼
することで企画内容の更なる充実を図りたい。

■基本、仲田の森蚕糸公園での実施が中心に
なっているため、参加できる子どもが限られて
しまう

■市内で活動するプレーパーク等に講師を依頼
し、企画内容の更なる充実を図る。

■仲田の森蚕糸公園以外の場所での実施を検討
し、より多くの子ども達に参加の機会を提供で
きるようにする。

A
■事業実施後に、参加した子ども達や保護者にアンケー
トを行い、今後の企画に活かすようにしている

51
②プレーパー
ク

■ＮＰＯ法人が仲田の森蚕糸公園で「なか
だの森であそぼう」（毎週金曜・第２・第
３土曜・夏休みの３日間）を開催してい
る。
■開催実績（Ｈ30年度）
開催：64回
参加人数：7,392人（延べ）
■幼児とその保護者が自由に集い、幼児期
から自然と触れ合う体験ができるととも
に、保護者の育児ストレスの解消等にも資
している。
■市は同法人に補助金を交付し活動を支援
している。
■「なかだの森であそぼう」以外にも市内
に3つのプレーパークが活動している。

■子どもたちが、自然の素材や道具な
どを使いながら、子どもが思いのまま
に自分たちで遊びを生み出せる環境
は、子どもの成長にとって重要であ
る。
■子どもが自己責任のもと、自然の中
で思いっきり遊び、いきいきと“子ど
もの時間”を過ごせる場としてのプ
レーパークのような環境づくりを継続
して支援していく。
■市内で活動している各団体につい
て、それぞれの活動に合った支援の方
法や在り方を検討していく。

子育て課

■各団体の活動内容に沿った支援の在り方を検
討する

■自然体験企画等の子育て課の体験事業に、各
プレーパークの特色やスキルを活かして協力を
得られないか検討していく

■仲田の森蚕糸公園の活用
　「なかだの森であそぼう！」
　開催：65回
　参加者：延べ5,002人

■市内2つのプレーパーク（平山ことな広場、
どろんこの国）の視察を行った

■市HPにて市内プレーパークの活動を紹介

B
■各団体の自主性・自立性を保ちながら、どの
ように活動を支援していくか

■各団体の活動内容に沿った支援の在り方を検
討する

■自然体験企画等の子育て課の体験事業に協力
を求め、各プレーパークの特色やスキルを活か
してもらう。

A

■プレーパーク「なかだの森であそぼう」における取組の一
例
　●フリースクール「たけのこ」を通して不登　　校の子ど
もたちの居場所づくりを行っている。在籍校の担任の先生が
不登校の子どもたちに会いに来る場にもなっている。（令和
4年度より開始）
　●小さなころから森に来ていた中学生に声掛けし、中学生
のしゃべり場を開催。本音で話し合える場になっている。
　●乳幼児の親子が集う「こもれび」を開催。子育て中の親
子の居場所となっている。
　●給食のない夏休みに、子どもの食の支援として、８月の
プレーパーク実施日に「子ども食堂」を開催。

52
③地域の遊び
場（公園、児
童遊園など）

■現在、市内各所に都市公園・緑地が約
208か所。そのほか、地区広場、遊び場、
運動広場などが87か所。
■子どもが安心して自由に遊ぶことができ
るよう地域特性を生かした公園等の整備を
実施する。

■樹木の剪定・伐採などにより死角を
できるだけ少なくし、見通しの良い、
安全で安心して遊べる公園づくりを行
う。
■水路を活用した公園など自然体験が
できる施設整備を行うことにより、豊
かな体験を生み出す環境作りを行う。
■ユニバーサルデザインのまちづくり
に相応しい、誰にとっても使いやす
く、居心地の良い公園づくりを目指
す。

緑と清流課

・日野中央公園へインクルーシブ遊具を2基設
置予定。
・提供公園等の新設公園の場合には、事業者へ
誰もが使いやすい、親しみやすい公園整備を行
うよう指導を行う。

・日野中央公園インクルーシブ遊具等整備工事
がしゅん工し、日野中央公園へインクルーシブ
遊具２基の設置が完了した。
・新規公園協議（開発・区画整理）を行った。

A
引き続き、ユニバーサルデザイン対応だけでな
く、インクルーシブ遊具の設置を進め、誰もが
遊べるような公園づくりを進めていく。

・提供公園等の新設公園の場合には、事業者へ
誰もが使いやすい、親しみやすい公園整備を行
うよう指導を行う。

A
整備工事完了後に完成した公園を利用していただいた
後、今後の公園整備にむけての意見交換を行うワーク
ショップを実施した。

（１）遊びの場の充実

方針４）健やかな成長を支える遊び・学びの場づくり
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

53
④中高生の居
場 所 づ く り
（児童館）

■中・高校生世代の居場所となるよう、
中・高生世代が自己効力感や自己肯定感を
醸成できるよう援助する。
■児童館職員の専門性を生かした中・高生
世代の居場所づくり。中・高生世代は、話
し相手を求め、自分の居場所として児童館
を利用することから、思春期の発達特性を
よく理解し、自主性を尊重し、社会性を育
むように援助する。

■すべての児童館において、中・高生
専用の利用時間（中・高生タイム等）
や事業を実施するなど、中・高生世代
が利用しやすい環境を進めていく。
■引き続き中・高生世代を児童館のボ
ランティアとして育成していく。

子育て課

■基幹型児童館を中心に、時間延長や制服来館
等を検討し、中高生世代が利用しやすい環境を
進めていく。
■乳幼児と中高生世代のふれあい体験として
「命の授業」を多くの児童館が実施できるよ
う、関係機関との調整を積極的に行う。

■すべての児童館において、中・高生専用の利
用時間（中・高生タイム等）や事業を実施し、
中・高生世代が利用しやすい環境を展開した。
■引き続き中・高生世代を児童館のボランティ
アとして育成していく。

B

■中高生世代への対応は、長期的展望と広い視
野を持って対する必要がある。より中高生世代
が利用しやすい環境づくりができるよう全職員
で検討し進めていく。

■すべての児童館において、中・高生専用の利
用時間（中・高生タイム等）や事業を実施する
など、中・高生世代が利用しやすい環境を進め
ていく。
■引き続き中・高生世代を児童館のボランティ
アとして育成していく。

B
児童館における運営協議会において利用者である児童の
意見を聞き、児童館運営に反映をさせている。

54

①未来に向け
た学びと育ち
の 基 本 構 想
（第３次日野
市学校教育基
本構想）の推
進

■未来に向けた学びと育ちの基本構想（第
３次日野市学校教育基本構想）では、子供
たち自らが育んでいってほしい力として
「すべての“いのち”がよろこびあふれる
未来をつくっていく力」を、基本構想の理
念とし、
・一律一斉の学びから自分に合った多様な
学びと学び方へ
・自分たちで考えを語り合いながら生み出
す学び合いと活動へ
・わくわくがひろがっていく環境のデザイ
ンへ

といったビジョンを持って教育活動を行
う。

■「すべての“いのち”がよろこびあ
ふれる未来をつくっていく力」を育ん
でいく環境を、学校、家庭、地域、子
供たちみんなでつくっていく。

教育指導課

■「第３次日野市学校教育基本構想（未来に向
けた学びと育ちの基本構想）プロジェクト」を
推進し、中学校区ごとの地域資源を活用した総
合的な学習の時間の授業実践事例を集め、第４
次日野市学校教育基本構想策定に生かす。
■幼稚園・小学校・中学校の１２年間の連続性
や継続性を意識した特色ある実践を行う。
■教科の深い学びや個別最適な学びと協働的な
学びの一体的な充実に関する授業実践を行う。

■各学校が令和４年度に作成した中学校区ごと
の地域資源を活用した総合的な学習のカリキュ
ラムの実践を行い、その進捗や結果について、
各学校のプロジェクト担当者間で交流を行っ
た。
■第３次構想を基に行ってきた教育活動及びこ
れからの日野しの教育活動に関するワーク
ショップを各学校等が行い、その意見を第４次
構想策定に生かした。
■教科の深い学びや個別最適な学びと協働的な
学びの一体的な充実に関する授業実践を行っ
た。

A

■令和６年度から第４次日野市学校教育基本構
想に基く学校教育が各学校・機関等で開始す
る。
　子供たち自らが育んでいってほしい力として
「すべての“いのち”がよろこびあふれる今と
未来をつくっていく力」を、基本構想の理念と
し、「子供と大人の１０＋の姿」を具体的な姿
として目指しながら、各学校・行政・機関等関
係者が「８＋のプロジェクト」に取り組む。

A
■第３次構想を基に行ってきた教育活動及びこれからの
日野しの教育活動に関するワークショップを各学校等が
行い、その意見を第４次構想策定に生かした。

55
②保護者・地
域・関係機関
などとの連携

■学びの基盤となる、自分はできるという
自尊感情、自分のよさを確認する自己肯定
感、コツコツと努力を続ける意欲や学習習
慣などを保護者や地域と連携して育む。
■地域や関係機関などの協力を得て、自然
体験、職場体験、社会体験などの機会を充
実する。

■小学校における農業体験、地域の方
を招いた学習、中学校における職場体
験の受け入れ先など、地域･関係機関
との連携による体験学習の充実を図
る。

教育指導課
■小学校における農業体験、地域の方を招いた
学習、中学校における地域学習など、地域･関
係機関との連携による体験学習の充実を図る。

■小学校や中学校の総合的な学習の時間等で、
農業体験や地域の方を招いた講演会を行った。

A
■小学校における農業体験、地域の方を招いた
学習、中学校における地域学習など、地域･関
係機関との連携による体験学習の充実を図る。

A

■授業の中で子どもたちの意見が入っている。どの活動
においても、教員主導ではなく、児童・生徒が「行って
みたい」「聞いてみたい」「関わってみたい」という思
いを大切にし、児童・生徒主体で行うようにしている。

56
③がん教育の
推進

■日野市がん対策推進基本条例を制定し、
市立病院がある日野市ならではの環境を生
かし「健康と命の大切さを育む」ことを大
切にしたがん教育の充実を図る。

■日野市がん対策推進基本条例に基づ
き、市立病院医師の出前授業などを継
続して推進し、併せて、教職員のがん
教育に対する意識の啓発を行い、がん
に関する教育の一層の充実を図る。

教育指導課
■学習指導要領に基づいたがん教育の実施を日
野市立小・中学校全校で行う。

■学習指導要領に基づいたがん教育の実施を日
野市立小・中学校全校で行った。

A
■市立部要員医師の出前授業などの積極的な活
用。

■学習指導要領に基づいたがん教育の実施を日
野市立小・中学校全校で行う。
■希望する市内小・中学校において、市立病院
医師による出前授業を実施する。

A
■児童・生徒の関心や意見を引き出しながら、児童生徒
が内容を主体的に学べるようにしている。

57
④ＩＣＴ活用
教育の推進

■ＩＣＴ活用教育を組織的に推進する。
■ＩＣＴを活用して、わかりやすく魅力あ
る授業を創造し、学力の向上を図る。
■児童・生徒の情報活用能力の向上を図
る。
■ＩＣＴを活用して、校務の情報化、効率
化を徹底し、教員の働き方改革を進め、合
せて児童・生徒としっかりと向き合う時間
を増やす。
■ＩＣＴを活用して、見える学校づくりを
進め、学校の信頼を高める。
■ＩＣＴを安全に活用し、児童・生徒に関
する機微情報を保護するために、情報セ
キュリティを強化する。
■情報安全教育を推進する。
■メディアコーディネーターが個々の状況
に応じて、きめ細かく支援することによ
り、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図
る。

■ＩＣＴ活用などにより、自ら課題を
発見し、協働しながら主体的な課題解
決に取り組み、新たなアイディアを生
み出す力を育てる。

教育指導課

■学習者用端末が全学年に配置された現状を踏
まえ、学校教職員からの声を吸い上げより良い
ICT環境の構築を進める。
■今一度セキュリティへの意識を高めるため、
研修・監査等を充実させる

■ICT活用教育に係る研修会を、新任・転任管
理職研修会（１回）、ICT活用教育管理職研修
会（２回）、ICT活用教育推進委員会（７回）
と、実施し、各学校等からの課題を吸い上げる
とともに、国・都・市の施策に関する情報伝達
等を行った。
■各学校の好事例を、上記研修会・委員会等だ
けでなく、校務支援システム上や市Webページ
等で共有し、教職員の情報活用能力の向上及び
ICT活用教育の推進を図った。

A

■国・都・市のICT活用教育推進施策及び、情
勢を汲み取った内容で、各研修会・委員会等を
運営する。また、各学校の好事例を、上記研修
会・委員会等だけでなく、校務支援システム上
や市Webページ等で共有することで、教職員の
情報活用能力の向上及びICT活用教育の推進を
図る。

A
■年2回、小・中各１校（GIGAスクール推進校）の児
童生徒へICT利活用アンケートを実施した。

（２）学びの場の充実
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

59 ⑥青少年事業

■青少年事業として子どもたちの興味・関
心につながる体験学習の機会や遊びを通じ
た異学年の交流の場を提供する。また、イ
ベント等の実施の際にも手づくり体験や遊
び等の機会を提供する。

■青少年を対象とした事業として、日
野市の様々な地域活動等を行う団体等
と連携しながら、市内の社会的資源を
活用し、子どもたちが様々な体験、経
験、学習できる場を提供する。また、
事業の実施の際に地域ボランティアの
協力を得ることで、地域内の多世代交
流も実現し、健全な子どもの育成と地
域力の向上を図る。

中央公民館

コロナ禍がおちついてきたが、注意を怠らず、
児童館・学校教育等の地域連携に注力し、子ど
もたちが様々な体験学習ができる居場所づくり
を創造していく。
・青少年事業　２０講座
・学校教育連携講座　３講座
・地域団体連携講座　３講座

■令和5年度はコロナも落ち着き対面での学習
機会が復活した。児童館との連携や地域の資源
を活用することで様々な講座を展開することが
できた。また、講座をとおして高齢者との多世
代間交流を図ることができ貴重な学びの場と
なった。
【実施事業】
・青少年事業　　　 12講座
・学校教育連携講座　4講座
・地域団体連携講座　4講座

B
対面での講座が再開されたが、今後も子どもた
ちが楽しめる講座や興味を持つような講座を展
開していきたい。

地域連携を目的に児童館とも協力し子どもたち
が楽しみなデジタル関連の講座や伝統行事を体
験できる講座を展開しながら居場所づくりを創
造していく。デジタル関連の講座については東
京都と連携していきたい。
・青少年事業　       15講座
・学校教育連携講座　5講座
・地域団体連携講座　5講座

A 講座時におけるアンケートの実施

60
⑦「土曜のひ
ろば」遊学講
座

■地域住民の手により子どもたちに学びの
場を提供する、なお「土曜のひろば」遊学
会が主催する講座。
■小学校３年生から中学３年生までの男女
が参加し、異年齢、異なる学校の子どもた
ちが興味のあるものに対して一緒に学習し
合い交流ができる。

■地域の教育力の育成を図っていく。
■市民が主催する講座として、支援を
継続していく。

生涯学習課 事業廃止につき対象外 - D - - D

61
⑧子どもの学
習・生活支援

■貧困の連鎖を断ち切るため、生活困窮世
帯や生活保護世帯の子どもを対象に、居場
所をつくり社会生活の訓練や学習支援等を
実施。

■平成27年度から市内1か所で事業
実施し、令和元年度は4か所で実施し
ている。今後は課題を検証し、事業の
担い手との調整、他の学習支援事業
（放課後の学習支援事業）との兼ね合
いも考慮し、どのような形態で増設し
ていくかを検討していく。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■推薦機関や関係機関と協力して訪問を行い、
利用者の実態把握に努めるともに各事業所と学
校との連携を強化する。
■令和４年度10月に開設した５か所目の更な
る活用を図るとともに、増設について引き続き
検討していく。

■令和4年度10月に新たに設置し、以降は計５
カ所で実施。　　　　　　　　　　・ＳＳＷ・
子ども家庭支援センター等関係者と適宜情報共
有を行い、利用者の支援ができた。
・利用者数（令和5年度末現在）
　５か所合計　77名【小32名、中35名、高
10名】

B

定員数には一定の余裕がある一方で、立地都合
によりほっとも利用が難しい児童もいると思わ
れる。地域差が出ないよう、利用希望者の動向
を見ながら増設について引き続き検討する必要
がある。

■推薦機関や関係機関と協力して訪問を行い、
利用者の実態把握に努めるともに各事業所と学
校との連携を強化する。
■令和４年度10月に開設した５か所目の更な
る活用を図るとともに、増設について引き続き
検討していく。

A

事業を実施するな中で、利用者（保護者）からのご意見
等は適宜受け付けて支援にきめ細かく反映している。ま
た、ほっとも運営事業者や発達・教育支援課・子ども家
庭支援センター等の関係機関とも情報共有を図り、当事
者の意見を反映している。

62
①保育園にお
ける農業体験

■「保育園食育年間計画表」に基づき、農
作物を育てる体験をし「食を営む力」の育
成と、自然の恵みへの感謝の心を育てる活
動を行う。

■自ら育てた農作物を使って調理活動
を行い、生活と遊びを通じて食への関
心と大切さを知る活動を実施してい
く。
■給食で日野産農産物を使用したり、
収穫体験や、食材に触れる体験活動を
実施していく。

保育課

■｢食育年間計画表｣に基づき作物を育て感謝し
調理し友達と一緒に食べる楽しさを共有する。
①年２回の調理保育を実施する。
②収穫体験をする。
③散歩時農作物の見学をする。
④給食での日野産農作物の利用を継続する。

■公立全園で年２回調理保育を実施。
■日野産ブルーベリーを収穫体験。
　日野産りんごは一部の園で収穫体験。
　園庭での栽培物の収穫体験。
■散歩中に畑の作物の様子を見学。
■給食で日野産トマト・りんごを提供。　■旬
の食材として、そら豆の皮むき、グリーンピー
スのさやむき、とうもろこしの皮むき体験。

A

いずれの取組みにおいても、子どもたちにとっ
て、実際に体験することがとても大切である。
感染症拡大に配慮し出来る活動方法を確立し、
十分配慮しながら実施する方向で調整してい
く。

■｢食育年間計画表｣に基づき作物を育て感謝し
調理し友達と一緒に食べる楽しさを共有する。
①年２回の調理保育を実施する。
②収穫体験をする。
③散歩時農作物の見学をする。
④給食での日野産農作物の利用を継続する。

A 保護者へアンケートを実施。

63
②自然環境を
活かした体験
学習

■毎年夏休みに１回、子ども向けの自然観
察会として、カブトムシ等の採取、観察会
を実施。併せて昆虫の生態等をクイズ等に
より楽しく学ぶ教室を実施する。
■水辺の楽校
■八王子市との連携により「子ども交流事
業」を実施。夏休みに浅川上流にて水中植
物の採取、観察会、学習会を実施。

■自然観察会は通年で実施している
が、夏休み期間は子ども向けの昆虫採
取、観察会を中心とした内容とし、子
どもたちが自然や昆虫等に触れ合うこ
とができる体験の場を確保する。
■子ども達が川辺で楽しみながら、水
中植物・生物について学べる機会を確
保する。

緑と清流課

■自然観察会においては、年２回の実施を予定
している。例年では、年１０回観察会を実施し
ているが、今年度は自然観察会の運営を立て直
す必要がある。そのため、今年度は準備期間と
し、来年度以降、観察会の回数を増やして実施
できるようにする。また、外部講師に依頼して
いる７月の昆虫観察、１２月のクリスマスリー
ス作りといった子供向けイベントについては例
年通り実施する。
■水辺の楽校においては、田んぼの学習を中心
として、社会情勢などを鑑みてイベントの実施
を判断していく。
■子どもの交流事業は今後も実施予定。実施場
所は今後検討する必要がある。

■当初は、外部講師による自然観察会を2回実
施する予定であったが、新たな運営メンバーと
観察会のコースも決まったため追加で3回実施
した。（合計5回）また、令和6年度に向けた
新しい体制も整った。
■水辺の楽校における田んぼ学習は予定通りに
実施した。イベントについては情勢を考慮し
て、浅川でバッタ採りと野鳥観察を実施した。
■子どもの交流事業においては雨天のため中止
した。

A

■浅川潤徳水辺の楽校における田んぼの学習は
社会情勢を鑑みて一時休止となった。
■子どもの交流事業は雨天のため中止となった
が、引き続き行えるようにしていく。

■令和6年度から、新たな体制で自然観察会を
実施していくため、課題があれば洗い出し、参
加者の満足度がより高くなるよう取り組んでい
く。
■子どもの交流事業は実施予定。令和6年度は
日野市、八王子市に加え川崎市も参加して、浅
川上流の水辺を体験しながら子供の環境学習に
努める。

D

⑤図書館にお
ける子どもの
本への関心、
興味を促す取

り組み

（３）農や自然を大切にする体験活動の充実

58 子どもによるおすすめ本の紹介（ＰＯＰ作成）など

■図書館内では、乳幼児とその保護者が本
を手に取ったり、読んだりしやすいよう工
夫するほか、対象年齢別のおはなし会の実
施、児童の調べものに必要な資料の充実、
学校への貸出、児童向け図書館ホームペー
ジの充実、「絵本のリスト」作成や、保護
者向け「絵本の読み聞かせ講座」を開催す
る。また、青少年を対象とした本のコー
ナーについて、この年代が関心を持ち必要
とする資料を充実させる。
■図書館の職員が学童クラブや児童館、子
育て関連部署や学校へ出向いて、おはなし
会、児童向けの絵本読み聞かせや本の紹介
をしたり、小学校３年生を対象とした図書
館の利用案内を行うなど、図書館外におい
ても年齢に応じた本への関心と興味を促す
取り組みを実施する。
■青少年の参加による読書活動の推進に努
め、中学生と作家の交流事業、職場体験の
受け入れなどを行い、また、同世代に本の
世界の楽しさを伝えるヤングスタッフの活
動を支援するなど、読書離れが進むとされ
る青少年にもＰＲする。

■「日野市子ども読書活動推進計画」
により、読書活動の推進に努める。子
どもたちにとって、図書館が身近な場
所となり、一人一人の多様性を認め合
いながら、共に未来を創りだす力を読
書から得られるよう支援する。
■図書館だけでなく、学校や子ども関
連部署と連携して、様々な事業を行っ
ていく。
■図書館は、第3次日野市立図書館基
本計画に基づき、「くらしの中に図書
館を」を基本理念に、運営を進めてい
る。全ての市民にサービスを提供する
ことを方針に、特別な支援を必要とす
る子どもたちに対しても各部署と連携
をとりながら事業を進めていく。
■乳幼児から青少年まで、また、子ど
もの保護者にとっても図書館が開かれ
た場所となるような環境を整えてい
く。

図書館

■図書館内でのおはなし会および子育て関連部
署や学校へ出向いて行う子どもと読書に関わる
事業を増やしていく。各世代の子どもたちとそ
の保護者へ効果的なアプローチ方法を検討す
る。
■図書館ホームページ上の児童向けコンテンツ
のさらなる充実。
■乳幼児向けに本をセットにした企画を継続。
■児童・生徒の学習を支援する調べものに必要
な資料の充実を図る。
■小学校への「本の森」学級文庫セット配本を
継続する。
■公募制による中学生と作家の交流事業の実
施。
■高校生・大学生による日野ヤングスタッフの
活動を支援する。
■子ども読書活動推進事業としての講演会を開
催。
■読み聞かせ入門講座の開催。
■子どもの読書に関わる市民との情報交換・共
有のための懇談会再開。

■図書館内でのおはなし会および子育て関連部署や
学校へ出向いて行う子どもと読書に関わる事業を積
極的に行った。
■「たかはたブッククラブ」（小学生向け）を実
施。会員制をとり、継続して、子どもたちが自ら本
に関われるような企画を行った。
■昨年度好評だった乳幼児向けに季節の本をセット
した「絵本の福袋」を秋に実施。
■図書館ホームページ上の児童向けコンテンツとし
て「今月のおすすめ本」コーナーを開始。
■児童・生徒の学習を支援する調べものに必要な資
料の購入。
■小学校への「本の森」学級文庫セット1.2年生分
をタイトルの一部入替して配本。
■中学生と作家の交流事業として公募制で「宇山佳
佑さん講演会」を実施。
■オンライン会議を行うなどして、日野ヤングス
タッフの活動を支援した。
■市内在住絵本作家つがねちかこさん講演会「子育
てと絵本」と原画展を開催。
■「絵本読み聞かせ入門講座」を2館で実施。
■子どもの読書に関わる市民との情報交換・共有の
ための懇談会を12月に開催。
■コロナ禍で休止していた、夏休み期間の学童クラ
ブへの「出張おはなし会」を再開。7月末～8月の間
に15学童へ訪問。

A 効果的な情報発信

■図書館内でのおはなし会および子育て関連部署や
学校へ出向いて行う子どもと読書に関わる事業の継
続実施。各世代の子どもたちとその保護者へ効果的
なアプローチ方法を検討する。
■特別支援学校・学級との子どもの読書活動を通じ
ての連携
■図書館ホームページ上の児童向けコンテンツのさ
らなる充実。
■乳幼児向けに本をセットにした企画を継続。
■児童・生徒の学習を支援する調べものに必要な資
料の充実を図る。
■ 電子書籍の導入。
■小学校への「本の森」学級文庫セット配本を継続
する。3.4年生分のタイトル入替。
■夏休み期間の学童クラブへの「出張おはなし会」
の継続実施。
■公募制による中学生と作家の交流事業の実施。
■中学生・高校生・大学生による日野ヤングスタッ
フの活動を支援する。
■子ども読書活動推進事業として講演会を実施。
■読み聞かせ入門講座の開催。
■子どもの読書に関わる市民との情報交換・共有の
ための懇談会を開催。

A
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

64
③幼稚園・小
中学校での農
業体験

■全ての小学校及び半数以上の中学校で学
童農園の取り組みがある。

■地域とのつながりを大切にし、地域
の協力を得ながら、今後も充実を図っ
ていく。

教育指導課
■学童農園や地域農家の協力による体験農園を
通して、児童・生徒による農業体験を実施す
る。

■学童農園や地域農家の協力による体験農園を
通して、児童・生徒による農業体験を実施し
た。

A
■学童農園や地域農家の協力による体験農園を
通して、児童・生徒による農業体験を実施す
る。

A

■どの活動においても、教員主導ではなく、児童・生徒
が「行ってみたい」「育ててみたい」「教わってみた
い」という思いを大切にし、児童・生徒主体で行うよう
にしている。

65
④ひのっ子エ
コアクション

■ひのっ子エコアクションは、環境にやさ
しい学校づくりを行うため、Ｐ（Ｐｌａｎ
＝計画）、Ｄ（Ｄｏ＝実行）、Ｃ（Ｃｈｅ
ｃｋ＝点検）、Ａ（Ａｃｔｉｏｎ＝見直
し）のエコマネジメントサイクルを取り入
れた、日野市独自の環境保全・改善に関す
る取り組み。

■児童生徒及び教職員等が学校生活
（教育活動及び職務遂行）において、
環境負荷・環境問題に触れ、考え、実
践することにより、環境意識を高め、
環境にやさしい学校づくりを行うよう
な取り組みにしていく。

庶務課

■令和４年度に引き続き、児童生徒・教職員が
学校全体として、積極的に関わっていけるよう
な取組を実施する。
■「環境教育」に縛られず、循環型社会にあっ
たSDGｓ、タブレットパソコンを活用したペー
パレス、働き方改革など、無理なく楽しみなが
ら取り組める内容・目標にする。
■各校の担当者が不安なく実施できるよう担当
連絡会を実施する。情報交換も兼ね、意識付け
につなげる。

■令和４年度より児童生徒及び教職員が一体と
なって取組めるプログラム（ＳＤＧｓ項目も付
随）を運営委員会で設定し実施した。そのうち
の１項目は、各校独自目標があり、それぞれの
できる範囲での工夫が見られた。
■年度途中に中間報告の提出を設定し確認し
た。
■庶務課学校課による事務局訪問にてリサイク
ルの工夫箇所の現場確認を行い、各校の年度末
報告の提出にて把握した。

A

■電気ガス水道をチェックする検針台帳は、押
印レスの形で書式変更したが、前年度シートを
使い押印する学校が複数ある。今後、ペーパー
レス化の推進を図る。

■令和５年度に引き続き、児童生徒・教職員が
学校全体として、積極的に関わっていけるよう
な取組を実施する。
■「環境教育」に縛られず、循環型社会にあっ
たSDGｓ、タブレットパソコンを活用したペー
パレス、働き方改革など、無理なく楽しみなが
ら取り組める内容・目標にする。
■各校の担当者が不安なく実施できるよう担当
連絡会を実施する。情報交換も兼ね、意識付け
につなげる。

Ａ

■ペットボトルキャップの収集については、日野市は
「プラスチックスマート宣言」を行っているが、美化委
員会や生徒会等、児童生徒の意見から取組を始めている
ため、実施項目として取りあげている。

66

①子どもの体
力向上のため
の様々な環境
づくり

■スポーツ推進計画を実施する。
■「する」「観る」「支える」というそれ
ぞれの視点でスポーツに取り組むことを目
指し、それぞれの施策を展開する。

■第２次スポーツ推進計画（計画年
度：令和３年～７年度）を令和２年度
末までに策定する。
■スポーツをする「場」の整備と充実
を図る。
■スポーツの実践に向けた支援と情報
発信を実施する。
■スポーツに関わる団体支援と人材の
育成を目指す。

文化スポー
ツ課

■第２次日野市スポーツ推進計画については、
令和5年度において進捗管理をおこなう。

■スポーツレクリエーションフェスティバルに
ついては、コロナの規制が緩和される中で、可
能な範囲でコロナ前の形での実施を目指す。

■パラバトミントン体験教室については、実際
にパラバドミントンの競技用車いすを購入し、
子どもたちが気軽にパラスポーツを体験できる
機会を創出する。

■第２次日野市スポーツ推進計画について、令
和5年度の取り組みについての調査をおこなっ
た。

■スポーツレクリエーションフェスティバルに
ついては、コロナ前の通常開催に戻し、新しい
種目なども取り入れ子どもたちが運動やスポー
ツをする機会を提供することができた。

■南平体育館にてパラスポーツフェスタを実施
し、パラバドミントンだけでなく、複数のパラ
スポーツ種目を体験する機会を提供することが
できた。
障害の有無に関わらず多くの子どもたちに参加
をしていただけた。
競技用車いすについては、２台購入し、南平体
育館に設置した。今後、子どもたちが使用しや
すいような貸し出し等の仕組みを検討してい
く。

B

スポーツレクリエーションフェスティバル以外
のイベントでも、子どもたちの参加者を増やせ
るよう、イベントの内容やＰＲ方法を工夫する
必要がある。

■第２次日野市スポーツ推進計画については、
令和６年度においても引き続き進捗管理をおこ
なう。

■スポーツレクリエーションフェスティバルに
ついては、子どもたちが運動やスポーツを楽し
む機会を創出できるよう毎年イベント内容を検
討し、実施していく。

■パラスポーツ関連のイベントについても、障
害の有無に関わらず多くの子どもたちに参加を
していただけるよう内容を検討していく。

B

■必要に応じて、参加者にアンケートを実施する。
■次年度のイベントを企画する際には、前年度のイベン
トで実施したアンケートを振り返り、参加者の意見を取
り入れたイベントを実施できるよう検討していく。

67
②校庭の芝生
化

■都市部におけるヒートアイランド・緑化
対策に加え、体力向上と健康な体づくり、
生命を尊び自然を大切にする心の養成、豊
かな人間性の育成の3つの教育的観点か
ら、児童生徒等の成長にとって望ましい教
育環境を整備するとともに地域コミュニ
ティの形成にも資するため、東京都の補助
事業である「緑の学び舎づくり実証実験事
業」に基づき、学校の校庭を芝生化するも
の。
■実施校：東光寺小学校、滝合小学校、三
沢中学校（左記3校は東京都補助事業）豊
田小学校ほか3校（敷地の一部を整備。）

■校庭等を芝生化することで、外で遊
ぶ（スポーツ）児童・生徒が増加し、
体力・運動能力の向上、けがの減少及
び精神面の安定などにつながり、ま
た、芝生の維持管理を地域と連携する
ことで、地域コミュニティの形成にも
資することが期待されるため、今後も
推進していく。

庶務課
■整備済み3校については、芝生維持管理活動
のサポートを、継続し行っていく。

■実施３校に対しては、学校・地域が維持管理
活動を行うために必要なサポートを行った。

B
■東京都の補助事業が廃止となったことから、
新たな整備については財政的な課題により、事
業実施に困難が予想される。

■整備済み3校については、芝生維持管理活動
のサポートを、継続し行っていく。

D

68
①妊婦訪問指
導

■母子健康手帳申請時にアンケートを記入
してもらい、支援を必要とする妊婦を抽出
後、地区担当保健師により電話･面接･訪問
等により支援を行う。

■妊婦早期支援介入として継続してい
く。

子ども家庭
支援セン

ター

■母子健康手帳申請時に記入してもらうアン
ケートを基に面接を実施、その内容をアセスメ
ントし支援を必要とする妊婦に、地区担当保健
師により電話･面接･訪問等により継続した個別
の支援を行う。

■妊婦把握数：1,251人
支援プラン作成数：254件
支援妊婦254件中、地区担保健師による個別の
支援を要した妊婦は26件であった

A

■母子健康手帳申請時に記入してもらうアン
ケートを基に面接を実施、その内容をアセスメ
ントし支援を必要とする妊婦に、地区担当保健
師により電話･面接･訪問等により継続した個別
の支援を行う。

A
■個別ケースを通じて、対象者に切れ目なく支援が実施
できる。

（４）スポーツ活動の充実

基本目標Ⅱ　切れ目なく一人ひとりを大切にする支援の充実

方針１）周産期における医療・保健・福祉の支援体制づくり

（１）安心して出産し、育児ができる支援
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

69
②妊婦健康診
査

■妊娠の届け出をされた方に、都内医療機
関で使用できる妊婦健康診査受診票（14
回分）及び子宮頸がん検診受診票、妊婦超
音波検査受診票を交付する。妊婦健康診査
の際に使用することで、項目に応じ上限額
まで公費負担をする。
■受診票を使用できない助産所・都外医療
機関での受診については、申請に基づき助
成金を交付している。

■母体や胎児の健康確保を図るため、
妊婦健康診査を継続実施していく。

子ども家庭
支援セン

ター

■妊婦健康診査を継続実施しすることにより、
妊婦の健康管理に努め、妊産婦及び乳児死亡の
低下、流早産の防止並びに心身障害児の発生の
予防を目指す。
■超音波検査の2～4回分の公費負担対応の検
討

■妊婦健康診査受診者数(人)
1回目:1,078、2回目:1,094
3回目:1,089、4回目:1,078
5回目:1,077、6回目:1,068
7回目:1,043、8回目:998
9回目:947、10回目:918
11回目:835、12回目:674
13回目:480、14回目:309
超音波検査:1,073　子宮頸がん:1,059
■妊婦健康診査助成金申請件数　151件
■R6年度実施の超音波検査の2～4回分の公費
負担分の予算化

A
■多胎妊婦の追加健診分の公費負担について、
R7年度開始に向けた予算化

D

70
③乳児家庭全
戸 訪 問 （ 赤
ちゃん訪問）

■出産した全ての子どもの家庭に、助産
師・保健師が、生後28日以内に訪問等
し、赤ちゃんの発育、育児全般のこと、お
母さんの体のことなど保健相談を実施して
いく。

■健康状態の確認及び異常の早期発見
とともに、産後のメンタルヘルスに重
点を置き育児上の不安を軽減し、子ど
もが健やかに育つことを目的とし、早
期支援を継続実施していく。

子ども家庭
支援セン

ター

■出産した全ての子どもの家庭に、助産師・保
健師が、生後28日以内に訪問等し、赤ちゃん
の発育、育児全般のこと、お母さんの体のこと
など保健指導を実施していく。
■出産・子育て応援交付金事業の経済的支援の
給付条件であることの周知を図ることで、家庭
への訪問数を増やし漏れなく支援に繋がるよう
実施していく。

■赤ちゃん訪問
　訪問受理者数：1,226人
　訪問実施者数：1,217人（内2回目訪問8
件、電話訪問0件）中、生後28日以内の訪問実
施者数：280人（内2回目訪問3件、電話訪問0
件）（23.0％）

A

■出産した全ての子どもの家庭に、助産師・保
健師が、生後28日以内に訪問等し、赤ちゃん
の発育、育児全般のこと、お母さんの体のこと
など保健指導を実施していく。
■出産・子育て応援交付金事業の経済的支援の
給付条件であることの周知と、家庭への訪問数
を増やし漏れなく支援に繋がるよう実施してい
く。

D

71
④ 妊 産 婦 サ
ポート事業

■親族等の支援が受けられない産前産後の
妊産婦がいる家庭に対し、育児家事訪問支
援員を派遣し、安心して母子関係を築ける
ように支援をする事業。

■産前産後の妊産婦は精神的にも身体
的にも不安定になり、安心して母子関
係を築くための支援が必要である。親
族等の支援が受けられない家庭に対
し、産前産後に特化したヘルパー派遣
の支援を行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭支援
センターになった母子保健係や関係各課に協力
を求め、事業PRチラシを設置するなど、事業の
周知を徹底する。
■多胎児支援家庭サポーター助成事業との併用
利用にならないよう、市民への周知を徹底す
る。

■育児家事訪問支援員（妊産婦サポート）
　延べ訪問日数1,038日
　延べ訪問時間3,490時間

A
■日野市多胎児家庭サポーター助成事業との併
用利用ができないため、市民に対して利用方法
等について周知を徹底する。

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭支援
センターになった母子保健係や関係各課に協力
を求め、事業PRチラシを設置するなど、事業の
周知を徹底する。
■多胎児支援家庭サポーター助成事業との併用
利用にならないよう、市民への周知を徹底す
る。

D

72
⑤乳幼児健康
診査

■３～４か月児健診、１歳６か月児健診、
３歳児健診を集団健診で実施。
■上記３つの健診対象者に対して、未受診
の場合、受診勧奨ハガキ送付や地区担当保
健師の個別訪問等で、家庭及び乳幼児の状
況を把握し、子育て相談や育児支援を目的
にきめ細やかに展開している。
■上記の未受診フォローを実施しても未受
診であった場合には全件数について子ども
家庭支援センターへ報告し、居所不明児の
システムと連動させている。

■未受診把握率の更なる向上と受診率
向上を目指す。
■未受診者への受診勧奨のための個別
支援を実施。また未把握児については
子ども家庭支援センターへ報告し、居
所不明児のシステムと連動させること
により更なる受診率の向上ときめ細や
かな育児支援を目指す。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、３～４か月児健診、１歳６か月児
健診、３歳児健診を、新型コロナウイルス感染
症感染防止に配慮しながら、集団健診で実施。
保育士の手遊びブースの再開等新型コロナウイ
ルスの感染状況を見ながら徐々にコロナ前の運
営に戻していく。
引き続き、上記３つの健診対象者に対して、未
受診の場合、受診勧奨連絡や地区担当保健師の
個別訪問等で、家庭及び乳幼児の状況を把握
し、子育て相談や育児支援を目的にきめ細やか
に展開。
上記の未受診フォローを実施しても未受診で
あった場合には全件数について子ども家庭支援
センター相談援護係へ報告し、居所不明児のシ
ステムと連動させていく。

■健診受診率
乳健97.24％、1.6健98.17％、3健98.0％
■未受診把握率（未受診の理由を把握したも
の）
乳健100％、1.6健100％、3健100％
■子ども家庭支援センター相談援護係との連携
数（未受診の理由を把握するために連携したも
の）７件
■健診会場支援システム等の導入

A
■健診会場支援システム等の導入による効果が
どの程度あるか。

■３～４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳
児健診を集団健診で実施
■健診会場支援システム導入による効果検証
（受診者の健診時間短縮等）
■引き続き、３つの健診対象者に対して、未受
診の場合、受診勧奨連絡や地区担当保健師の個
別訪問等で、家庭及び乳幼児の状況を把握し、
子育て相談や育児支援を目的にきめ細やかに展
開。
上記の未受診フォローを実施しても未受診で
あった場合には全件数について相談援護係へ報
告し、居所不明児のシステムと連動させてい
く。

D

73
⑥経過観察健
康診査

■一般健診の結果、要経過観察とされた者
について、次の２点を目的に実施してい
る。
①定期的な健診を通し、健全な育成を期す
るとともに、異常の早期発見に努める。
②精密検査を要するほどではない問題点に
ついて、直ちに医療機関を受診させるので
はなく、身近な市町村で経過観察を行うこ
とで、保護者に心理的・物理的負担をかけ
ずに適切なフォローを行う。

■市町村という身近で保護者に負担の
少ない場で、乳幼児の成長を経過的に
確認、相談できる場として継続する。

子ども家庭
支援セン

ター
- ■R2年度にて事業終了

74
⑦保育園での
妊婦受け入れ

■初妊婦に対し、保育園が子育て経験の機
会を提供し、子育てへの期待・希望が持て
るようにするため、0歳児を受け入れてい
る保育園で、初妊婦の保育体験受け入れを
行っている。
■0歳児と遊んだりおむつ交換や食事の様
子を見学する等に加え、子育て相談に応じ
ている。

■保育園の特性を活かして、気軽に子
育て相談ができる場となり、地域との
結びつきが深まるよう積極的に取り組
んでいく。

保育課 ■引き続き、４園で実施する。
■新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実
施せず。

D
■新型コロナウイルス感染症感も5類になった
が、いろいろな染拡大予防の為、例年通りの活
動が出来なかった。

■引き続き、４園で実施する。 D

75
⑧周産期ネッ
トワーク体制
の充実

■地域で母親が安心して出産、育児が営め
ることを目的とし、市内産科医、助産院を
対象とし、「育児サポート連絡票」の有効
活用により、要支援家庭への、早期介入、
切れ目のない支援を実施していく。

■周産期ネットワークとして、医療機
関等との連携の更なる強化を図るた
め、毎年医療機関等への訪問を実施。
今後も更なる連携を図っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■個別ケースを通じて、医療機関等との連携を
更に強化していく。

■当初掲げた方向性とは別の形になっている
が、医療機関との連携は増加している。個別の
ケースを通じて、医療機関とのネットワークは
強化されている。

A 引き続き取り組んでいく
■個別ケースを通じて、医療機関等との連携を
更に強化していく。

A

■個別ケースを通じて、医療機関のMSW,看護師等との
電話や文書、ケースカンファレンスの実施により密な連
携を取ることにより、対象者に切れ目なく支援が実施で
きる。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

76
⑨親の子育て
力向上支援講
座

■参加型の講習会（ACT、ベビーマッ
サージ）等を実施し、子どもを持つ親自身
の“子育て力“の向上を目的とする事業。
■具体的には、養育に関すること、子ども
との関わり方、地域との関わり方や行政
サービスの利用方法等、子育てに関わる総
合的な力を養うための事業。

■子育て力を向上することにより、親
としての自信や、子育てへの自信、子
どもとの良好な関係の構築、また地域
とのつながりによる社会からの孤立化
の防止等を図っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■子ども家庭支援センターの心理専門相談員を
講師とする講座を「幼児期」と「児童期」の２
クールに分けて実施する。
■両親ともに参加しやすい休日にベビーマッ
サージ教室を開催する。

■幼児期すくすく子育て講座
6回開催、延べ53名参加（会員11名）
■児童期のびのび子育て講座
6回開催、延べ45名参加（会員10名）
■ベビーマッサージ
①万願寺:4回開催（35組参加）
②多摩平:4回開催（28名参加）

A

■子ども包括支援センター内子育てひろばにて
連続講座を開催する。
■両親ともに参加しやすい休日にベビーマッ
サージ教室を開催する。

A
受講者にアンケートを実施。結果を研修内容に反映して
いる。

77
①ママパパク
ラス（両親学
級）

■安心して妊娠、出産を迎えられるよう
に、ママとパパを対象に妊娠・出産・育児
についての教室を開催。地域での子育て仲
間をつくることを重点に置いた内容。
■保健コース、栄養コース、沐浴コース、
医師講話コースを実施。
■沐浴コースでは、赤ちゃんの泣きの理解
と対処法のDVDを取り入れたり、パパ同
士の交流時間を設ける等、父親教育にも重
点を置いている。

■安心して妊娠・出産を迎え、日野市
で楽しく育児ができるよう継続してい
く。

子ども家庭
支援セン

ター

■安心して妊娠期を過ごし、出産を迎えられる
ようにママとパパを対象に、妊娠・出産・新生
児期育児についての教室を開催する。
■運営方法（開催方法）について利用者視点に
たって検討し、1人でも多くのママとパパが参
加することで安心して妊娠期を過ごし、出産を
迎えられるようにしていく。

参加者数
■保健コース（10回）
妊婦：124名　夫等：66名
■沐浴コース（12回）
妊婦：292名　夫等：284名

A
■保健コースへの妊婦参加率が約18.9％減。妊
婦とその家族が参加しやすい内容の精査が必
要。

■安心して妊娠期を過ごし、出産を迎えられる
ようにママとパパを対象に、妊娠・出産・新生
児期育児についての教室を開催する。
■運営方法について利用者視点にたって検討
し、1人でも多くのママとパパが参加すること
で安心して妊娠期を過ごし、出産を迎えられる
ようにしていく。
■AITEL（予約システム）からの予約開始

A
参加者へ教室終了後、内容の意見、満足度などのアン
ケートを実施。アンケートは集計し、適宜内容修正を
行ったり、次年度の開催方法の検討材料としている。

78
②妊産婦とそ
の家族への食
育推進

■ママパパクラス（両親学級）の参加者を
対象とし、より良い食生活についての意識
と理解を促し、実践ができるよう、「栄養
コース」を実施。
■妊産婦とその家族を対象に、わかりやす
い栄養相談などを行う。

■食生活や健康に対する意識の高い妊
産婦とその家族に向けて働きかけるこ
とで、生涯の健康づくりのきっかけと
なるよう、継続していく。

健康課
マタニティ栄養教室を会場とオンラインのハイ
ブリッドで開催する。

■マタニティ栄養教室の開催
　全6回、38人（うち妊婦21人、夫11人、オ
ンライン6組）

A
教室の参加人数が少なく、開催方法等の工夫が
必要である。

ママパパクラス保健コースと合同で実施する。 A
事業後にアンケートを実施し、講座内容に反映してい
る。

79
③母子健康手
帳の交付

■妊娠の届出をされた方に、母子健康手帳
を交付する。同時に、妊婦面接を行い、妊
娠期から切れ目のない支援を行う。

■全ての妊婦を対象として専門職が面
接を行う。心身の状況や家庭の状況を
把握し、各家庭のニーズに応じた支援
を妊娠期から継続していく。

子ども家庭
支援セン

ター

■全ての妊婦を対象として専門職が面接を行
う。心身の状況や家庭の状況を把握し、各家庭
のニーズに応じた支援を妊娠期から継続してい
く。

■妊娠届出数：1,136件
■妊婦面接率99.8％
　未面接2件（転出・体調不良の理由）
■支援プラン作成数：254件

A

■全ての妊婦を対象として専門職が面接を行
う。心身の状況や家庭の状況を把握し、各家庭
のニーズに応じた支援を妊娠期から継続してい
く。

A 妊婦面接後にアンケートを実施。

80
④子育て情報
発信の充実

■子育てに関わる様々な情報を、ホーム
ページ、子育て情報サイト、子育て情報冊
子「知っ得ハンドブック」、地域子育てイ
ベント情報紙「地域活動子どもカレン
ダー」等様々な方法で発信し、子育て家庭
や子育てに携わる機関、支援者等の情報収
集・サービス利用に役立ててもらう。

■「地域活動子どもカレンダー」、
「知っ得ハンドブック」等による紙媒
体の情報提供に加え、従来の「子育て
情報サイト」をリニューアルし、ス
マートフォン等の電子媒体から情報を
収集する保護者ニーズに合わせ、アプ
リやプッシュ通知等を活用した情報発
信を充実させていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き子育て情報冊子の発行を行うととも
に、ぽけっとなびを活用し、子育て情報発信を
充実させる。
■リニューアル後の市の子育て関連情報の幅広
い発信を目指し、庁内での活用を促進する。
■広報に「ぽけっとなび」の周知を行うため定
期的にＰＲ記事を掲載。
■「知っ得ハンドブック」の配布。
■「THE DAD TIMES in Hino city」を増刷し
継続配布。

■「知っ得ハンドブック」の配布
■子育てモバイルサービス「ぽけっとなび」
　(27年5月1日開設・R3年4月アプリ化)
①閲覧件数　R5年3月：208,497PV（ページ
ビュー）
②利用者増に向けた取り組み：広報ひのへのPR
記事の掲載
■「THE DAD TIMES in Hino city」（プレパ
パ向け冊子）の配布

A

■引き続き子育て情報冊子の発行を行うととも
に、ぽけっとなびを活用し、子育て情報発信を
充実させる。
■リニューアル後の市の子育て関連情報の幅広
い発信を目指し、庁内での活用を促進する。
■広報に「ぽけっとなび」の周知を行うため定
期的にＰＲ記事を掲載。
■「知っ得ハンドブック」の配布。

A
子育て情報冊子については、地域子ども家庭支援セン
ターでの意見の聞き取りを実施。

81
①児童虐待へ
の対応

■先駆型子ども家庭支援センター（高幡本
部）で、子どもと家庭に関する総合相談を
行う中、児童虐待防止に向け、相談体制の
強化や関係機関との連携の強化を図り、児
童虐待の具体的事案に係る迅速かつ的確な
対応に努める。
■虐待の芽を早期に摘む取り組みや再発防
止のための見守り等を行う。

■児童虐待に関する第一義的な通告窓
口として子ども家庭支援センターが迅
速に対応することをはじめ、児童虐待
の予防・早期発見のため、様々な事業
の実施や支援を行う。
■虐待対策コーディネーターを配置す
ることにより体制を強化し、児童相談
所や警察、教育・子育て施設等との連
携を強化する。また、市内各子育てひ
ろばの相談体制や関係機関との連携を
強化する。

子ども家庭
支援セン

ター

■急増する児童虐待に対し、関係機関と連携し
た支援を迅速に行う。
■困難ケースや重篤な虐待事案については、八
王子児童相談所と連携を密にして対応する。

■相談受理件数
　1,787（内、虐待受理件数1,125件）

■子ども家庭支援ワーカー相談件数
　44,962件

■個別ケース会議
　60件

A
■増加する児童虐待に伴い、ケースワーカーの
夜間や土曜日の対応が増加している。

■急増する児童虐待に対し、関係機関と連携し
た支援を迅速に行う。
■困難ケースや重篤な虐待事案については、八
王子児童相談所と連携を密にして対応する。

D

（２）出産前から育児を学ぶ機会の充実

方針２）様々な背景や課題を抱えた家庭への支援

（１）児童虐待への取り組み
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

82
②児童虐待防
止の啓発

■毎年11月の児童虐待防止推進月間を中
心に、市民への様々な啓発活動に取り組
む。

■オレンジリボンキャンペーン、パネ
ル展示、講演会等の様々な啓発活動の
実施により、広く児童虐待防止の啓発
に努める。

子ども家庭
支援セン

ター

■11月の虐待防止月間において市民への啓発
を工夫して実施する。
■引き続き庁内関係各課に対して、庁用車の虐
待防止啓発マグネットシートの着用、オレンジ
リボン着用についてを依頼する。
■市内全17小学校の4年生へ児童虐待防止啓発
動画を使用した出前授業を実施する。

■オレンジリボンキャンペーン
窓口業務にあたる市の職員等がオレンジリボン
を付ける啓発活動を実施。

■児童虐待防止啓発パネル展示
令和5年11月1日(水)～11月30日(木)　市役所
１階
令和5年11月1日(水)～11月30日(木)　七生支
所

■児童虐待防止啓発動画の配信と市内小学校へ
の出前授業の実施

■庁用車やごみ収集車に虐待防止啓発マグネッ
トシートを装着
令和5年11月1日（水）～30日（木）

A

■11月の虐待防止月間において市民への啓発
を工夫して実施する。
■引き続き庁内関係各課に対して、庁用車の虐
待防止啓発マグネットシートの着用、オレンジ
リボン着用についてを依頼する。
■市内全17小学校の4年生へ児童虐待防止啓発
動画を使用した出前授業を実施する。

D
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③日野市子ど
も 家 庭 支 援
ネットワーク
連絡協議会
（要保護児童
対策地域協議
会）

■児童福祉法第25条の２に法定された要
保護児童対策地域協議会の位置づけで設
置。
■子どもとその家庭への支援を総合的に推
進することを目的に、子どもに関わる関係
機関の情報の交換や連携を図るための運営
協議会。
■代表者会議、地域別会議、個別ケース会
議等構成メンバーや会議の目的にそって複
数の会議を開催し連携を深めている。

■増加の一途である要保護・要支援児
童及びその家庭の支援を進めるため、
関係機関の連携の必要性はますます高
まっている。
■子ども家庭支援センターは、警察、
児童相談所、教育委員会、健康福祉部
等の行政関連部署、その他子育て関連
機関間の調整役として引続き連絡協議
会に入る機関の拡充と更なる連携強化
を図っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会代表
者会議開催（令和5年5月25日）
■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会地域
別会議（第1回）令和5年6月～7月　各中学校
区毎に開催
（第2回）令和6年1月～2月　各中学校区毎に
開催

■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会代表
者会議開催（令和5年5月25日）
■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会地域
別会議（第1回）令和5年6月～7月　各中学校
区毎に開催
（第2回）令和6年1月～2月　各中学校区毎に
開催

A

■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会代表
者会議開催（令和6年7月11日）
■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会地域
別会議（第1回）令和6年6月～7月　各中学校
区毎に開催
（第2回）令和7年1月～2月　各中学校区毎に
開催

D
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④健康課との
連携強化
※ 令 和 3 年

度の組織改編
により健康課
母子保健部門
を子ども家庭
支援センター
に編入

■四半期に一度、健康課との連携強化会議
を実施。
■連携に関する取り決めや、気になる乳幼
児についての情報交換を行い、双方の支援
サービスを適切に運用できるように努め
る。

■健康課と子ども家庭支援センターが
組織的に連携し、児童虐待の早期発
見・防止・迅速な対応を行う。
■健康課の「乳児家庭全戸訪問事業」
と子ども家庭支援センターの「育児支
援家庭訪問事業」が連携して実施でき
るよう連携体制を整備する。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き事例検討会や支援方針会議、スー
パーヴィジョンへ参加することで密な連携体制
を構築していく。
■乳幼児健診への相談援護係のケースワーカー
の関わりを引き続き実施し、迅速かつ適切な支
援を実施する。

■母子保健係で実施している事例検討会に相談
援護係のケースワーカーが参加
■相談援護係で実施している支援方針会議に母
子保健係の保健師が参加
■母子保健係で実施しているスーパーヴィジョ
ンに相談援護係のケースワーカーが参加
■相談援護係で実施しているスーパーヴィジョ
ンに母子保健係の保健師が参加
■乳幼児健診時、アンケートの記入内容によっ
て、相談援護係のケースワーカーが直接保護者
へ聞き取りを実施

A

■引き続き事例検討会や支援方針会議、スー
パーヴィジョンへ参加することで密な連携体制
を構築していく。
■乳幼児健診への相談援護係のケースワーカー
の関わりを引き続き実施し、迅速かつ適切な支
援を実施する。

A
子ども家庭支援センター運営協議会で委員の意見を聴
取、必要に応じて反映

85
⑤虐待防止マ
ニュアルの活
用

■平成19年度発行の虐待防止マニュアル
及び、平成23年度発行のハンドブックの
活用については、各種会議などの際に各関
係機関に呼びかけている。

■今後も、各関係機関への周知及び呼
びかけは継続し、各関係機関の対応力
の向上を目指す。
■子ども家庭支援センターと児童相談
所との共有ガイドラインの改正に伴
い、マニュアルの更新や活用について
検討する。

子ども家庭
支援セン

ター

■児童虐待対応マニュアルを改訂し、関係機関
へ配布する。
■虐待マニュアルの活用について、ネットワー
ク会議などで周知していく。

■虐待マニュアルの活用について、ネットワー
ク会議などで周知した。

A
■児童虐待対応マニュアルを改訂し、関係機関
へ配布する。
■虐待マニュアルの活用について、ネットワー
ク会議などで周知していく。

D
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⑥養育家庭啓
発活動

■養育家庭とは、様々な事情により家庭で
養育を受けることができない児童を、養子
縁組を目的とせず家庭的環境の中で養育を
し、児童の健やかな成長を図る事業。
■養育家庭制度の周知や理解を深め、登録
家庭の増加を図ることを目的として、養育
家庭普及活動月間の取り組みや養育家庭体
験発表会の開催などを実施している。

■児童虐待や養育困難家庭の相談が増
え、児童養護施設への入所児童数も増
加している中、養育家庭のニーズはま
すます高まっている。
■事業の主体である児童相談所と協力
し、引き続き養育家庭普及活動月間の
取り組み、養育家庭体験発表会の開催
など啓発活動の充実を図り、市民の理
解と協力を求めていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■令和5年10月24日（火）
ひの煉瓦ホール（市民会館）小ホール
「里親家庭体験発表会」
(1)養育家庭の体験発表
(2)基調講演

■令和5年10月24日（火）
ひの煉瓦ホール（市民会館）小ホール
「里親家庭体験発表会」
(1)講演　　　　　　　　　　　　　　　(2)養
育家庭の体験発表

■明星大学への養育家庭制度の普及啓発（ゼミ
授業実施）

A

■令和6年10月20日（日）
子ども包括支援センターみらいく（多目的室）
「里親家庭体験発表会」
(1)養育家庭の体験発表
(2)基調講演

D
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

88
②情報提供の
充実

■「ひとり親家庭のしおり」を作成し、市
役所をはじめ各所にて配布し、国、都、市
及び関係機関の実施する事業等、必要な情
報を必要な世帯に提供する。

■改訂版を作成（不定期）し、情報の
更新を図る。また広報やホームページ
を活用し、常に新しい情報の提供がで
きるよう、情報収集を行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■引続き「ひとり親家庭のしおり」を関係機関
に配布し、必要な世帯が必要な資源につなげら
れるよう配慮する。
■広報やホームページを活用し、国、都、市及
び関係機関の実施する事業等、最新の情報を必
要な世帯に提供する。
■「ひとり親家庭のしおり」の改正に向け、改
定内容や時期の検証を行う。

■引続き「ひとり親家庭のしおり」を関係機関
や相談者に配布した。
■広報やホームページを活用し、国、都、市及
び関係機関の実施する事業等、最新の情報を必
要な世帯に提供した。
■「ひとり親家庭のしおり」の改正に向け、改
定内容の検証実施する中で内部の組織体制の変
更、児童手当等制度の大きな改正を始め、様々
な子どもに関する制度の改正が予定されている
ことから改訂版の作成は令和6年度以降に持ち
越すこととした。

B

■ひとり親家庭のしおりについては原材料価格
の高騰に伴い、単価が上昇する見込み。今後の
発行部数やQRコード等の活用も含め検討が必
要。　　　　　　　　　　　　■ひとり親家庭
のしおりについては、内容も含め令和5年度か
ら検討が可能な部分については検討を行った。
現状では通知の時期が未定ではあるが、今後漏
れなく制度改正に伴う通知等を確認し、遅滞な
く発行できるよう準備を進めていく。

■引続き「ひとり親家庭のしおり」を関係機関
に配布し、必要な世帯が必要な資源につなげら
れるよう配慮する。　　　　　　　■広報や
ホームページを活用し、国、都、市及び関係機
関の実施する事業等、最新の情報を必要な世帯
に提供する。
■「ひとり親家庭のしおり」の改正に向け、改
定内容や時期の検証を行う。

C
相談者への聞き取り、又はアンケート調査にて実施を検
討中

89
③ひとり親支
援セミナー

■ひとり親の方々の養育費やライフプラン
等、生活に役立つ様々な情報提供の場とし
て専門家によるセミナーを開催する。

■年2～3回、単発又は連続講座とし
て開催する。また年間のセミナー予定
を児童扶養手当の現況届のお知らせに
同封するなどして、周知を図る。
■専門家や事業担当者による個別相談
会も検討する。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■年2回、ひとり親家庭に役立つを題材として
取り上げたセミナーを開催する。
■セミナー予定を児童扶養手当の現況届のお知
らせに同封するなどして、周知を図る。
■専門家や事業担当者による個別相談会も検討
する。

■セミナーを年2回実施。
【1回目】
日時：令和5年9月2日（土）午前10時～12時
内容：離婚前後の法的な知識　参加者数：6名
【2回目】
日時：令和6年3月2日（土）午前10時～12時
内容：こころとからだの話〜ストレスケアの実
践～
参加人数：4名

C
参加者数を増やすための周知方法や実施方法の
検討が必要

■年2回、ひとり親家庭に役立つを題材として
取り上げたセミナーを開催する。
■セミナー予定を児童扶養手当の現況届のお知
らせに同封するなどして、周知を図る。
■専門家や事業担当者による個別相談会も検討
する。

C
参加者への聞き取り、又は参加者等へのアンケート調査
にて実施を検討中

90

④母子・父子
自立支援プロ
グラム策定事
業

■母子・父子自立支援プログラム策定員が
児童扶養手当受給者等の自立を促進するた
めに就労相談を受け、それぞれの状況や
ニーズ等に応じた自立目標や支援内容につ
いて個別の計画書を作成する。
■ハローワークと連携しながら具体的な就
労につなげ、就労開始後も継続的な自立の
支援を行う。

■母子・父子自立支援員が受ける様々
な相談の中で、対象となり得る人へ積
極的にアプローチをしていく。さらに
就労支援員やハローワークとも連携を
密にし、継続的な支援を行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■プログラムの適用を拒否する相談者について
も、適用のメリット等を分かりやすく伝えるな
ど、丁寧に説明を行い、プログラムによる支援
につなげていく。
■引続き、ハローワークと密に連携し、就労に
よる自立につながるよう、継続的な支援をおこ
なう。
■「ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業」につ
いては、プログラム策定が貸付条件となるた
め、対象者へプログラム策定への理解を則す。

■最終的にプログラム策定に至らずともハロー
ワークと連携し、就労に繋がるよう継続的な支
援を行った。
■対象者＝4人
■就職内定者＝1人

B
■プログラム策定については組織的な管理が必
要。

■プログラムの適用を拒否する相談者について
も、適用のメリット等を分かりやすく伝えるな
ど、丁寧に説明を行い、プログラムによる支援
につなげていく。
■引続き、ハローワークと密に連携し、就労に
よる自立につながるよう、継続的な支援をおこ
なう。
■「ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業」につ
いては、プログラム策定が貸付条件となるた
め、対象者へプログラム策定への理解を促す。

C
相談者への聞き取り、又はアンケート調査にて実施を検
討中

91
①母子生活支
援施設入所支
援

■18歳未満の子どもを養育している母子
家庭の母が、生活上の様々な問題のため充
分な養育ができない場合に、母子で入所す
る児童福祉施設。
■母子家庭の母からの申請により個々の世
帯の実情を鑑み、入所を実施する。
■入所期間を概ね2年とし自立支援計画を
立てる。

■母子関係に問題を抱える深刻な例が
増えていることから、施設への入所が
必要であると思われる世帯を1日でも
早く支援につなげるため、母子・父子
自立支援員の相談だけでなく、庁内関
係各課・各機関と連携を密にしながら
支援を行う。
■入所後は自立支援計画を立て、施設
だけでなく庁内関係各課・各機関と連
携をし、退所後の地域での生活を見据
えた支援を行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■引続き、母子の生活や子の養育等に不安があ
り、施設への入所が必要な世帯へ子ども家庭支
援センターほか、関係機関と連携し、入所に向
けたアプローチを行い、個々の状況に応じて、
安心して入所を向かえられるよう支援を行う。
■現在入所中の世帯には、関係機関と連携し、
地域での自立した包括的な支援を行う。

■引続き、母子の生活や子の養育等に不安があ
り、施設への入所が必要な世帯へ子ども家庭支
援センターほか、関係機関と連携し、入所に向
けたアプローチを行った。結果として新規の入
所はなかった。
■入所中の世帯についても、関係機関と連携
し、地域での自立に向け包括的な支援を行っ
た。
■令和5年度4月1日時点での入所世帯数＝3世
帯　　　　　　　　　　　　　　　　■令和5
年度中に新たに入所した世帯＝　0世帯
■令和5年度中に退所した世帯＝2世帯

B
■入所等ルールがある住居に対しての抵抗が強
く、入所に繋がらないケースが多い。

■引続き、母子の生活や子の養育等に不安があ
り、施設への入所が必要な世帯へ子ども家庭支
援センターほか、関係機関と連携し、入所に向
けたアプローチを行い、個々の状況に応じて、
安心して入所を向かえられるよう支援を行う。
■現在入所中の世帯には、関係機関と連携し、
地域での自立した包括的な支援を行う。

C
相談者への聞き取り、又はアンケート調査にて実施を検
討中

■より効果的なアンケートの実施方法、質問内
容等について検討が必要
■児童扶養手当の現況届提出が以前までの原則
来所から郵送可となったことから、時間外窓口
の要否や有効な時間設定等について、より慎重
に検討を進める必要がある。

■子育て課より送付する、児童育成手当及び児
童扶養手当の現況届の案内にひとり親相談窓口
やセミナー等についての記載を追加又はチラシ
を同封する。
■児童扶養手当の現況届提出のため来所したひ
とり親世帯に対し、世帯の状況や困りごとの有
無などを把握するためのアンケートを実施し内
容を施策に反映する。
■アンケート回答の際、相談希望者はセーフ
ティネットコールセンターの窓口に案内しても
らう。
■8月の児童扶養手当現況届に合わせ、臨時の
相談窓口を開設（8月土曜日及び木曜日夜間
等）し、就労で平日時間内の来所が難しいひと
り親の方の相談需要を検証する。
■令和5年度より開始した「ひとり親家庭養育
費確保サポート事業」の弁護士無料相談では母
子・父子自立支援員が連携して相談者を支援し
ていく。また、養育費に関して公正証書作成手
数料や調停、裁判費用を要した方への助成にも
繋げていく。

C
相談者への聞き取り、又は養育費確保支援事業制度等利
用者対象としたアンケート調査にて実施を検討中

■ひとり親家庭の実状に合った極め細
やかな支援を行うため、母子・父子自
立支援員は他課との密な連携を取った
り必要な研修を受けて相談体制を更に
充実していく。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■正規職員を1名増員し、人員体制の充実を図
る。
■子育て課より送付する、児童育成手当及び児
童扶養手当の現況届の案内にひとり親相談窓口
やセミナーについてのチラシを同封する。
■児童扶養手当の現況届提出のため来所したひ
とり親世帯に対し、世帯の状況や困りごとの有
無などを把握するためのアンケートを実施し内
容を施策に反映する。
■アンケート回答の際、相談希望者はセーフ
ティネットコールセンターの窓口に案内しても
らう。
■8月の児童扶養手当現況届に合わせ、臨時の
相談窓口を開設（8月土曜日及び木曜日夜間各
2回）し、就労で平日時間内の来所が難しいひ
とり親の方の相談需要を検証する。
■令和5年度より開始した「ひとり親家庭養育
費確保サポート事業」の弁護士無料相談では母
子・父子自立支援員が連携して相談者を支援し
ていく。また、養育費に関して公正証書作成手
数料や調停、裁判費用を要した方への助成にも
繋げていく。

■正規職員が病休より復帰したことで1名増員
となった。　　　　　　　　　　　　■児童育
成手当及び児童扶養手当の現況届の案内（子育
て課送付）にひとり親相談窓口等のチラシを同
封した。
■児童扶養手当の現況届提出のため来所したひ
とり親世帯に対し、世帯の状況や困りごとの有
無などを把握するためのアンケートを実施し
た。
■令和5年度から原則デジタルを利用したアン
ケート回収に変更。回収数が落ち込んでいる。
■アンケート回答の際、相談希望者はセーフ
ティネットコールセンターの窓口に案内。
アンケート回収数　＝158人　　　　　　　相
談対応件数　　　＝27件　　　　　　　■8月
の児童扶養手当現況届に合わせ土曜日及び木曜
日夜間各2回の臨時相談窓口を開設した。
■養育費確保支援事業　　　　　　　　（手数
料支援）
申請件数＝８件
支給総額＝100,192円　　　　　　　（弁護
士相談）延べ59件

B

（２）ひとり親家庭への相談機能・情報提供の充実

87

①母子・父子
自立支援員の
相談体制の充
実

■母子・父子自立支援員は、母子及び父子
並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭及び
父子家庭、寡婦を対象に相談に応じ、自立
に必要な情報提供・助言など行ったり、職
業能力の向上及び求職活動に関する支援を
行う。
■具体的にはひとり親家庭の生活上の問
題、就業についての相談、養育費、母子及
び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付等、
様々な相談を受けたり、必要な支援につな
げていく。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

92

②母子家庭等
自立支援給付
金
（教育訓練給
付金、高等職
業訓練促進給
付金等）

■【母子家庭等自立支援教育訓練給付金】
母子家庭の母及び父子家庭の父が就職につ
ながる能力開発のために受講した教育訓練
講座の受講料の一部を助成する。
■【母子家庭等高等職業訓練促進給付金】
母子家庭の母及び父子家庭の父が、就職に
有利な国家資格を取得するため、養成機関
において修業している場合、一定期間経済
的支援を行う。
■【ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸
付事業の案内】
上記高等職業訓練促進給付金を受給する方
に対し、東京都社会福祉協議会が実施する
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
事業」の案内をおこなう。

■就労相談時に制度の周知を図る。
■広報・ホームページに掲載中の制度
内容について、利用した場合の具体的
な流れや、利用状況などの掲載を検討
する。
■ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付事業は、一定の条件をクリアすれ
ば、貸付金の償還が免除されるため、
相談時には必ず制度の説明を行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■就労相談時に自立支援給付金制度の案内を行
う。
■広報・ホームページに掲載中の制度内容につ
いて、利用した場合の具体的な流れや、利用者
の声を載せるなどより一層の啓発を図る。
■社会福祉協議会で実施している、「ひとり親
家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」及び「ひ
とり親家庭住宅支援資金貸付事業」は、一定の
条件をクリアすれば、貸付金の償還が免除され
るため、活用が見込める方には給付金の案内と
セットで制度の案内を行う。

■広報及びチラシ、HP等でわかりやすい情報
提供を心掛けて対応した。
■教育訓練給付金支給＝1名
■高等職業訓練促進給付金支給＝8名
※取得を目指す資格の主なもの
看護師、保育士、歯科衛生士など
■終了支援給付金支給＝2名
卒業後の進路…保育園へ就職

A

■資格取得の相談は増えているが、支援制度も
多様化していることから相談者の状況を丁寧に
確認し、相談者の状況にあった制度案内をする
必要がある。また、引き続き相談者の生活状況
等も加味して資格を活かして安定した就労に繋
げるためキャリアカウンセリングをする必要が
あり、専門的な知識が必要となる。

■就労相談時に自立支援給付金制度の案内を行
う。
■広報・ホームページに掲載中の制度内容につ
いて、利用した場合の具体的な流れや、利用者
の声を載せるなどより一層の啓発を図る。
■社会福祉協議会で実施している、「ひとり親
家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」は、一定
の条件をクリアすれば、貸付金の償還が免除さ
れるため、活用が見込める方には給付金の案内
とセットで制度の案内を行う。

C
相談者への聞き取り、又は制度利用者対象としたアン
ケート調査にて実施を検討中

子ども家庭
支援セン

ター

■都補助が終了となったが、引き続き実施して
いく。

■求職活動中の一時保育利用者なし B
■利用者が少ないため、今後もセーフティとの
連携を密にしながら必要な支援が行き届くよう
に、周知などに取り組む。

■都補助が終了となったが、引き続き実施して
いく。

D

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■引続き、就労・離婚相談の際、一時保育利用
対象となり得るひとり親世帯への周知を徹底す
る。

■離婚・就労相談の際、一時保育利用対象とな
り得るひとり親世帯へ制度の情報提供を行っ
た。
・一時保育利用者＝0名

B

子ども家庭支援センターの組織改正に合わせ、
要綱廃止。今後は「日野市子ども家庭支援セン
ター一時保育事業実施要綱」等の制度を改正
し、対象者を拡大する形で制度を実施するため
改正した制度周知が必要

「日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育
利用補助事業実施要綱」による求職活動中の一
時保育料の免除は令和6年3月末をもって要綱
廃止により終了。今後はより丁寧な聞き取りを
行い、必要な方は対象者を拡大した子ども家庭
支援センター実施の減免制度利用につながるよ
う引き続き情報提供等で支援していく

D これから検討する

94

④母子及び父
子福祉資金・
女性福祉資金
の貸付

■ひとり親家庭の生活安定と児童の福祉の
増進を図るため、母子及び父子福祉資金・
女性福祉資金福祉資金として必要な各種資
金の貸付を行う。

■広報・ホームページを活用し制度の
周知を図る。
■自立支援策として積極的な活用をす
すめるために、臨時の相談窓口を開設
（8月の土曜日）する。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■広報・ホームページ及び、学校の担当教員の
会合等を活用し制度の周知を図る。
■臨時の相談窓口を開設（8月土曜日及び木曜
日夜間各2回）し、就労されている世帯にも相
談機会を確保していく。

■広報・ホームページ・LINE等を活用し、制度
の周知を図った。　　　　　　　　　　■臨時
の相談窓口（時間外・土曜日など）を開設し相
談対応をした。　　　　　　　　■セミナーや
関係機関を通じて情報提供を行った。

A

■広報・ホームページ及び、学校の担当教員の
会合等を活用し制度の周知を図る。
■臨時の相談窓口を開設し、就労されている世
帯にも相談機会を確保していく。

相談や手続きなどに来庁できないとの相談が多
く、時間外の対応が必要。窓口の対応時間につ
いての柔軟な対応が必要。

C
相談者への聞き取り、又はアンケート調査にて実施を検
討中

95
⑤離婚直後等
のひとり親へ
の住宅支援

■離婚直後のひとり親の世帯、離婚調停中
の別居世帯の自立を支援するため、市営住
宅の一部を当面の住居として一時的に提供
する。（2年以内）

■住居を提供するだけでなく、入居中
の生活・子の養育・就労などの諸問題
や退去に向けた支援を継続的に行い、
ひとり親家庭としての自立を即してい
く。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■離婚相談の際に必要と思われる方全てに、制
度概要の説明を行う。
■入居後は、2年後の退去時に世帯が自立した
生活が送れるよう、月1回を目安に訪問、面談
等を実施し、状況の把握及び必要な助言を実施
する。
■庁内外の関係機関と情報共有を図り、連携し
て入所世帯の自立支援を行う。

■必要と思われる方には情報提供を行い、利用
を促した。最終的に令和5年度は1世帯の新規
利用があった。
■令和5年度当初利用世帯数＝1世帯
■令和5年度末現在利用世帯数＝1世帯

A

■相談は多いものの、子どもの学校を変えたく
ない等の理由で利用に繋がらないケースがあ
る。
■困窮している際には通常の民間住宅では備え
付けられている設備（エアコン、給湯器等）を
自身で購入しなければならず、費用面の負担が
増えてしまっている。

■離婚相談の際に必要と思われる方全てに、制
度概要の説明を行う。
■入居後は、2年後の退去時に世帯が自立した
生活が送れるよう、月1回を目安に訪問、面談
等を実施し、状況の把握及び必要な助言を実施
する。
■庁内外の関係機関と情報共有を図り、連携し
て入所世帯の自立支援を行う。

C
相談者への聞き取り、又は養育費確保支援事業等制度利
用者対象としたアンケート調査にて実施を検討中

96
⑥児童育成手
当

■ひとり親家庭等で18歳に達した日の属
する年度の末日以前の児童、一定の障害等
に該当する20歳未満の児童を扶養してい
る人に児童育成手当を支給。※所得制限限
度額あり。
■児童1人につき、支給月額は育成手当
13,500円、障害手当15,500円。
■支給時期は6月、10月、2月にそれぞれ
4か月分を支給。
※令和2年3月現在

■東京都児童育成手当に関する条例に
基づく東京都の制度であり、都の動向
を注視しつつ、より一層適正な支給に
努める。

子育て課

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひとり
親医療費助成等）や他課（市民窓口課、セーフ
ティネットコールセンター、障害福祉課）と連
携し、申請漏れがないよう努める。

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひとり
親医療費助成等）や他課（市民窓口課、セーフ
ティネットコールセンター、障害福祉課）と連
携し、申請漏れがないよう努めた。

A

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひとり
親医療費助成等）や他課（市民窓口課、セーフ
ティネットコールセンター、障害福祉課）と連
携し、申請漏れがないよう努める。

C

97
⑦児童扶養手
当

■ひとり親家庭、それに準ずる家庭で、
18歳に達する日以後の最初の年度末まで
の児童（一定の障害児は20歳未満）を養
育している父又は母又は養育者に児童扶養
手当を支給。
■所得に応じて支給額を決める。子ども1
人の場合、44,140円～10,410円。子ど
も2人目10,420円～5,210円、3人目以
降 １人 につ き6,250 円～ 3,130円 の加
算。
■支給時期は1月、3月、5月、7月、9
月、11月の奇数月に前2か月分を支給。
※令和2年3月現在

■児童扶養手当法による国の制度であ
り、法改正等に伴う制度改定に速やか
に対応する。
■困難な状況にある場合が多いひとり
親等への経済的支援であり、国の動向
を注視しつつ、法令に則った、より一
層適正な支給に努める。

子育て課

■子育て課内の他制度（育成手当、ひとり親医
療費助成等）や他課（市民窓口課、セーフティ
ネットコールセンター、障害福祉課）と連携
し、申請漏れがないよう努める。
■令和6年4月分より支給額改定。
子ども1人の場合、45,500円～10,740円。
子ども2人目10,750円～5,380円、3人目以
降１人につき6,440円～3,230円の加算。

■子育て課内の他制度（育成手当、ひとり親医
療費助成等）や他課（市民窓口課、セーフティ
ネットコールセンター、障害福祉課）と連携
し、申請漏れがないよう努めた。

A

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひとり
親医療費助成等）や他課（市民窓口課、セーフ
ティネットコールセンター、障害福祉課）と連
携し、申請漏れがないよう努める。
■令和6年11月に制度改正を行う。

D

93
③求職活動中
の一時保育料

の免除

■母子家庭・父子家庭の就労を支援するた
め、母子・父子自立支援員が証明書を発行
し、求職活動中、一時保育を利用する場合

の保育料を免除する。

■ひとり親支援を所管しているセーフ
ティネットコールセンターと、一時保
育を所管している子ども家庭支援セン
ターとの連携を密にし、積極的に周知

を行っていく。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み
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事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
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※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

98
⑧ひとり親家
庭医療費助成
制度

■18歳に達した日の属する年度の末日
（障害のある場合は20歳未満）の児童を
監護等しているひとり親家庭等の母または
父または養育者で、各種医療保険に加入し
所得限度額の範囲内の者にマル親医療証を
発行し、該当者、該当児童の受診時に保険
診療の一部負担金（の一部）を助成。
※令和2年3月現在

■ひとり親家庭等医療費助成事業実施
要綱等に基づく東京都の制度であり、
市でも条例等を整え事業遂行してい
る。
■東京都の動向を注視し、条例等に基
づいた、より一層適正な助成に努め、
ひとり親家庭等の保健・福祉の向上を
図り、その自立を支援する。

子育て課

■児童扶養手当等のひとり親支援制度や他課
（市民窓口課等）との連携により申請漏れのな
いように努める。
■高校生等医療費助成制度など他の医療制度と
の調整を行い、対象児童の切替申請を漏れのな
いように努める。

■児童扶養手当等のひとり親支援制度や他課
（市民窓口課等）との連携により申請漏れのな
いように努めた。
■高校生等医療費助成制度など他の医療制度と
の調整を行い、対象児童について（4月・10
月・1月）と段階的に切替を行い、漏れなく切
替を行えた。

A

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、育成手
当等）や他課（市民窓口課、セーフティネット
コールセンター、障害福祉課）と連携し、申請
漏れがないよう努める。
■児童扶養手当の制度改正に準じた改正が見込
まれるため、改正時には遅滞なく対応できるよ
う努める。

D

99
⑨ひとり親家
庭ホームヘル
プサービス

■日常生活に著しく支障をきたしているひ
とり親家庭に、申請に基づき原則月12回
以内、軽微な自己負担でホームヘルパーを
派遣する。
■生活、育児等の支援を行うことで親の就
業機会の保持につなげる等、ひとり親家庭
の福祉の向上、生活の安定と自立を図る。
※令和2年3月現在

■東京都ひとり親家庭ホームヘルプ
サービス事業実施要綱に基づく制度で
補助あり。市も要綱を制定し事業を実
施。
■支援が必要なひとり親世帯にサービ
スを提供できるよう事業内容の周知を
図り、ヘルパーや事業者等人材確保に
努め、支障ない事業遂行に努める。
■国、東京都の事業目的や動向を注視
し、事業の適正な運用を図る。

子育て課

■利用希望者がサービスを必要とする状況を
しっかりと把握し、サービス提供に努める。
■実績報告の内容を考慮し、事業者と利用者の
相互理解につながるよう努める。

■利用希望者がサービスを必要とする状況を
しっかりと把握し、サービス提供に努める。
■実績報告の内容を考慮し、事業者と利用者の
相互理解につながるよう努めた。
■令和2年度より据置いていた委託単価を令和
6年度予算から都基準に合わせた単価に見直し
を行った。

B
■令和3年度末で閉所の事業者があり、市内事
業所が1か所のみになった。ニーズに応えられ
るよう、対応できる事業所の確保が課題。

■利用希望者がサービスを必要とする状況を
しっかりと把握し、サービス提供に努める。
■実績報告の内容を考慮し、事業者と利用者の
相互理解につながるよう努める。

D

100

①不登校やひ
きこもりの子
の居場所づく
り

■不登校やひきこもりの子の居場所として
市内に10か所の児童館がある。児童館に
は、児童厚生員が配置されていて、学校の
先生や親など保護者とは違う立場で子ども
と接し、見守りや相談相手としての役割を
果たしている。
■その他、市内の居場所となる施設を周知
する。

■教育委員会や小中学校と連携し、ま
た保護者に対しても、居場所としての
ＰＲを図る。

子育て課

■引き続き、児童館が持つ機能をより効果的に
発信する方法を検討し、多方面での理解に努め
る。また、これまでの事例を参考に、他の児童
館においても学校や日野市発達・教育支援セン
ター「エール」とさらに連携を図る。

■発達・教育支援課のスクールソーシャルワー
カー（ＳＳＷ）との連携により、児童館を不登
校やひきこもりの子の居場所として活用してい
た経過を踏まえ、育成会等での情報の発信を
行った。
■様々な会議等の機会を通じて、児童館を利用
している不登校の子について関係機関と情報共
有を行った。
■児童が職員とのつながりを保ち継続して児童
館を利用できるよう、職員は児童に常に声をか
け、児童にとって居心地の良い居場所をつくれ
るよう心掛けた。

A

■引き続き、児童館が持つ機能をより効果的に
発信する方法を検討し、多方面での理解に努め
る。また、これまでの事例を参考に、他の児童
館においても学校や日野市発達・教育支援セン
ター「エール」とさらに連携を図る。

D

101

②長期間の欠
席状況にある
子どもたちの
教室「わかば
教室」

■長期間の欠席状況にある児童・生徒が通
室している「わかば教室」では、社会的自
立の醸成並びに学習及び学校復帰等の支援
に重点を置いている。
■児童・生徒の学校生活における精神的な
悩み、人間関係での不安、長期間の欠席状
況にある・登校しぶりなど環境や学習等の
問題に関しての相談や支援、健全育成に関
する調査並びに資料提供や助言を行ってい
る。
■eラーニングシステム「アクティブラー
ニング[日野版]」を導入し、通室生の個に
応じた学習支援をICT活用教育推進室と協
力して実施している。

■長期間の欠席状況にある子どもを対
象に、学ぶ意欲と基礎・基本の定着を
図り、社会的自立の醸成並びに学校復
帰を目指す。各関係機関との連携を密
にし、一人ひとりへの個に応じた対応
の体制を作っていく。

教育セン
ター

■小学生と中学生が合同で学ぶ「わかばタイ
ム」、自分に合った学習内容と学び方を見つけ
る「わかデミー」、ソーシャル・スキル・ト
レーニングなどひとりひとりの自立への学びを
展開する。
■不登校児童・生徒が将来の自立に向けて成長
できるよう、長期休業日や通室できない日に
は、オンラインを活用して、他者とのかかわり
を持ちながら、学習したり相談したりする環境
を拡充する。

■わかば教室では、小学生56人、中学生77
人、合計133人の児童・生徒が通室した。
■通室した児童・生徒のうち、年度内に学校
（転校を含む）復帰できた児童は3人、生徒は
3人であった。
■わかば教室に通う児童・生徒について、小学
６年生11人、中学３年生27人の進路を決定し
た。
■二学期から火・水・木曜日の一部時間におい
て「オンラインわかば教室」を新たに開始し
た。

A

■不登校支援を充実するため教育支援コーディ
ネーターを新たに配置するとともに、わかば教
室の運営を強化するために、カウンセラー等の
配置を拡充する。

D

発達･教育
支援課

■指導主事、統括指導主事、ＳＳＷ、子ども家
庭支援センターそれぞれがそれぞれの立場か
ら、連携・協力しながら、学校、保護者、関係
機関へ啓発、周知を実施する。

■指導主事、統括指導主事、ＳＳＷ・子ども家
庭支援センター、教育センター長が参加する共
有会議の場で、支援が難しいケースの情報共有
を行った。

A

■指導主事、統括指導主事、ＳＳＷ、子ども家
庭支援センターそれぞれがそれぞれの立場か
ら、連携・協力しながら、学校、保護者、関係
機関へ啓発、周知を実施する。

A
■児童・生徒や保護者の状況を把握し寄り添った支援を
実施している

教育セン
ター

■わかば教室と学校との連絡を密に行い、通室
生が抱えている様々な課題に対処する。
■関係機関と連携し、長期間の欠席状況にある
児童・生徒の対応に係る情報を共有し、学校へ
の登校を支援する。
■出席状況調査は、各小中学校から教育指導課
に報告する。

■通室生の在籍校との連絡会では、効率的に打
合せを行うため、オンラインを活用した。
■わかば教室では、通室生が学校に復帰できる
よう支援した。

A

■わかば教室と学校との連絡を密に行い、通室
生が抱えている様々な課題に対処する。
■出席状況調査の集計及び分析について、教育
センターに配置した教育支援コーディネーター
が行う。

D

子ども家庭
支援セン

ター

■不登校対応は原則スクールソーシャルワー
カーが対応するよう役割分担を明確にする。

月一回のSSW、CWで情報交換を実施 A ■引き続き情報交換を続けていく。 D

（４）不登校・ひきこもりの子への支援

102
③学校登校支
援

■日野サンライズプロジェクトの趣旨に則
り長期欠席状況にある児童・生徒の学校復
帰を目指す支援を行う。
■各小中学校より教育センターに月毎に報
告される「出席状況調査（児童・生徒の
出・欠席の状況調査）」の集約・分析を通
して対応策を検討する。
■小・中学校訪問（対応策相談・助言・
ケース会議への参加。）
■児童・生徒の育成に係る関係機関との連
携を進める。（日野市「わかば教室」、日
野市発達・教育支援センター「エール」、
子ども家庭支援センター等）
■その他、必要に応じて長期欠席状況にあ
る児童・生徒の支援につながること。

■各小中学校に日野サンライズプロ
ジェクトの周知を図り、長期間欠席状
況にある児童・生徒の出現を未然に防
ぐ取組みを行う。
■出席状況調査の分析を深め対応策の
向上を図る。
■長期間欠席状況にある児童・生徒の
学校復帰を図るための支援策として各
関係機関との連携を更に進めていくと
ともに、各学校に登校支援のための
ケース会議開催を積極的に進めてい
く。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）
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～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

103

④ ス ク ー ル
ソ ー シ ャ ル
ワーカー（Ｓ
ＳＷ）

■東京都のスクールソーシャルワーカー活
用事業（補助率１／２）を活用し、不登校
やいじめ、経済的困窮や養育困難など健全
育成上課題を抱える児童生徒及びその家庭
に対し、学校からの依頼により、スクール
ソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を派遣し必
要な支援を行う。

■ＳＳＷは、社会福祉等の専門的知識
等を有し、関係機関等と連携して児
童･生徒が置かれた環境への働きかけ
を行い、児童・生徒の教育・生活環境
の改善を図るもので、現在社会的ニー
ズが高まっている。
■平成26年度からＳＳＷの配置を開
始したが、学校からの需要が高い。こ
のため、必要とするＳＳＷの配置を行
い、適切な支援ができる体制を整えて
いく。

発達･教育
支援課

■スクールソーシャルワーカーに継続的なSV
を実施し、レベルアップを図る。
■スクールソーシャルワーカーの介入により、
不登校等の生活指導上の課題や養育環境の改善
を図る。また、関係機関との連携による学校の
支援体制の充実と教職員の生活指導における資
質向上を図る。

■スクールソーシャルワーカーのＳＶを年間8
回行い、効果的な面接技法や実際に関わってい
るケースの事例検討を行い実践的な技術の向上
が図れた。
■スクールソーシャルワーカーの介入により、
不登校等の生活指導上の課題や養育環境の改善
を図った。また、関係機関との連携により学校
の支援体制の充実と教職員の生活指導における
資質向上を図った。

A

■スクールソーシャルワーカーに継続的なSV
を実施し、レベルアップを図る。
■スクールソーシャルワーカー内での情報共有
を会議内で行い困難ケースなどにはチームとし
て対応できるように連携を強化する。
■スクールソーシャルワーカーの介入により、
不登校等の生活指導上の課題や養育環境の改善
を図る。また、関係機関との連携による学校の
支援体制の充実と教職員の生活指導における資
質向上を図る。

D ■支援者への助言・指導を目的としているため実施なし

104
①保育園巡回
相談

■臨床心理士、言語聴覚士等による定期的
な巡回により発達に関する相談を保育者に
対し行う。
■発達に心配のある保護者への個別相談も
実施。
■各保育園の巡回回数：年3回。

■エール（日野市発達・教育支援セン
ター）の巡回相談として、保育園、幼
稚園、学童クラブ、小中学校としての
一貫した体制を構築していく。

発達･教育
支援課

■市立保育園9園、民間保育園32園、認証保育
所9か所を対象に年3回巡回し、発達について
保育者へのアドバイスを実施。
■保護者のニーズに合わせて適宜個別相談の実
施。

■市立保育園9園、民間保育園32園、認証保育
所9か所を対象に年3回巡回し、発達について
保育者へのアドバイスを実施。
保育園巡回相談実施回数149回
個別相談実施回数28回

A

■市立保育園9園、民間保育園30園、認証保育
所9か園を対象に年4回、小規模保育所5園を対
象に年3回巡回し、発達について保育者へのア
ドバイスを実施。
■保護者のニーズに合わせて適宜個別相談の実
施。

A
■発達に心配のある保護者への個別相談を実施。保護者
が子どもを客観的に理解し適切な対応が図れるよう助言
や指導を行っている。

105
②幼稚園巡回
相談

■臨床心理士等による定期的な巡回により
発達に関する相談を教諭に対し行う。
■各幼稚園の巡回回数：年3回。

■エール（日野市発達・教育支援セン
ター）の巡回相談として、保育園、幼
稚園、学童クラブ、小中学校としての
一貫した体制を構築していく。

発達･教育
支援課

■市立幼稚園3園、民間幼稚園10園を対象に年
3回巡回し、発達について教諭へのアドバイス
を実施。

■市立幼稚園3園、民間幼稚園10園を対象に年
3回巡回を実施し、発達について教諭へのアド
バイスを実施。
幼稚園巡回相談実施回数３９回

A
■市立幼稚園3園、民間幼稚園10園を対象に年
3回巡回し、発達について教諭へのアドバイス
を実施。

A
■巡回対象児の保護者に同意を得て実施。保護者に
フィードバックし、保護者が子どもを客観的に理解し適
切な対応が図れるよう助言や指導を行っている。

106
③学童クラブ
巡回相談

■臨床心理士等による定期的な巡回により
発達に関する相談を指導員に対し行う。
■各学童クラブの巡回回数：年2回。

■エール（日野市発達・教育支援セン
ター）の巡回相談として、保育園、幼
稚園、学童クラブ、小中学校としての
一貫した体制を構築していく。

発達･教育
支援課

■市内学童クラブ29か所を対象に年2回巡回
し、発達について指導員へのアドバイスを実
施。

■市内学童クラブ29か所を対象に、年2回発達
について指導員へアドバイスを実施した。
■全体研修会を行い指導員のスキル向上を図っ
た。
■臨床心理士と年度末に振り返りを行い次年度
の学童クラブ巡回相談の改善点を話した。

A
■市内学童クラブ29か所を対象に年2回巡回
し、発達について指導員へのアドバイスを実
施。

D ■支援者への助言・指導を目的としているため実施なし

107
④エール学校
派遣心理士

■市スクールカウンセラー（小学校配置）
を、エールの相談事業との一体化を図るた
めエール学校派遣心理士へ変更
■エール相談者の学校での状況観察、発達
面の評価等を行う。

■学校とエール（日野市発達・教育支
援センター）が連携し、子どもを見守
る体制をさらに強化する。

発達･教育
支援課

・児童・生徒、保護者の相談、教職員との連
携、発達検査の実施は引き続き実施。
・年間の勤務時間が限られているため、相談や
授業観察など効率的に行う。
・エール心理士と情報共有を行いながら、役割
分担をしつつ、必要な支援を行っていく。

■小学校17校、中学校5校に派遣し、児童生徒
の相談の他、発達検査、授業見学による環境調
整を行った。
■学校において発達検査は107件実施ししただ
けでなく、特別支援教育を受けるために実施す
る学校検査のFBも行った。

A
■年間派遣時間に限りがあり、十分な対応がで
きにくい場合も生じている。
■効率の良い相談活動を検討していく。

■小学校17校、中学校8校と市内全小中学校の
派遣になる。
■中学校でも発達検査の実施が増えていくこと
が想定され、学校やエール心理士との連携の中
で役割分担も行いながら、必要な支援をしてい
く。

A
■出勤日に毎回相談記録の提出を行い、今後必要となる
対応の共有が図れている。

108
⑤スクールカ
ウンセラー

■全小・中学校にスクールカウンセラーを
配置し、保護者・児童・生徒・職員からの
相談業務の充実を図る。

■東京都配置によるスクールカウンセ
ラーと、エール（日野市発達・教育支
援センター）の配置するエール学校派
遣心理士との連携を図り、多様な相談
内容に対応できる相談体制を目指す。

教育指導課
■市内小中学校全校への配置を継続する。
■市ＳＣ、都ＳＣおよび関連する相談機関との
連携を充実させる。

■市内小中学校全校に配置した。
■年２回連絡会を開催した。

A
■市内小中学校全校への配置を継続する。
■市ＳＣ、都ＳＣおよび関連する相談機関との
連携を充実させる。

A
相談したいときに相談することができる体制づくりを整
えている。

109
⑥保育カウン
セラー

■保育カウンセラーを市立幼稚園及び希望
する私立幼稚園に派遣をし、保育者・保護
者に対し、支援を必要とする幼児に関する
アドバイスをするとともに子育てに不安を
抱える保護者へのカウンセリングを行な
う。

■地域の保護者への子育て支援と同時
に、保育者の研修にもなり、専門的な
視点からのアドバイスが、子どもの良
き成長へとつながっている。継続して
保育カウンセラー事業に取り組んでい
く。

学務課
■市立幼稚園及び私立幼稚園の一部に保育カウ
ンセラーを配置し、保護者への子育て支援や保
育者へのアドバイスを行っていく。

■園の状況に応じて概ね年11回程度の配置を
行った。幼稚園と協働し、発達や特性に応じた
関わり方や、保育の方法などにつきカンファレ
スを重ねて、子どもの成長に応じた保育に生か
すことができた。
■次年度からの予算拡充を見据え、保育カウン
セラー連絡会を開催して、取組を充実させるた
めの意見交換を行った。

A

■個別の支援が必要と思われる幼児が年々増加
傾向にあるため、保護者と幼稚園、カウンセ
ラーが一体となってきめ細やかな子育て支援を
行っていく必要がある。

■市立幼稚園及び私立幼稚園の一部に保育カウ
ンセラーを配置し、保護者への子育て支援や保
育者へのアドバイスを行っていく。
■園からの希望により、カウンセラーの配置時
間をこれまでの倍まで可能とし、保護者や保育
者支援の拡充を図る。

A
事業内容自体が保護者の子育て支援であり、保育者だけ
でなく保護者からの相談に対し直接アドバイスを行って
いる。

方針３）心と体の健やかな成長を支える環境づくり
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

110
①専門指導事
業

■言語聴覚士、作業療法士等による個別指
導、心理士等による社会性を身につけるた
めのグループトレーニングを実施。

■個別指導、グループ指導ともに質の
統一、向上化を図る。
■指導卒業後の保育園、幼稚園、教育
機関との連携を図っていく。

発達･教育
支援課

■2歳児の療育について引き続き検討。
■各指導の評価の在り方、子どもの見立ての仕
方を共有し、指導の質向上を目指す。
■エール指導の内容が、子どもの日常の場であ
る所属先で活用できるよう、かしのきシートや
評価表を活用し、職員との連携を図る。

■初期療育グループ1グループ、４コース実
施。参加者実数33人、参加延べ数276人
言語指導　実数146人、延数748人
身体・活動指導　実数311人、延数1,448人
■かしのきシート利用者の場合は、個別指導、
各グループ指導の評価をかしのきシートに載せ
ることで、各所属先または就園・就学先で、専
門職の見立てを共有できた。

A

■2歳児の療育について引き続き検討。
■各指導の評価の在り方、子どもの見立ての仕
方を共有し、指導の質向上を目指す。
■エール指導の内容が、子どもの日常の場であ
る所属先で活用できるよう、かしのきシートや
評価表を活用し、職員との連携を図る。

A
■子ども一人ひとりの状況や保護者のニーズなどを、グ
ループ活動内で話をしながら聞き取り、次の活動に活か
している。

111
②幼児グルー
プ事業

■お子さんの発達の経過を確認する親子の
遊びのグループ。
■年齢別に２グループ実施。（１歳６か月
以降のグループ・２歳以降のグループ）

■お子さんの発達の経過観察、親同士
がつながりをもてる場を設定し、幼児
期の支援の場とする。

発達･教育
支援課

■1歳7か月～2歳過ぎと2歳児の年齢別のグ
ループを実施し、お子さんの発達の経過観察、
保護者同士がつながりを持てる場として継続実
施する。

■乳幼児健診や心理相談から、ことばの遅れや
行動面で心配のある子どもを対象に親子で参加
する遊びのグループを実施した。
・1歳7か月～2歳すぎのグループ：2グループ
参加実数45 人　参加者延べ数150人
・おおむね2歳のグループ：2グループ　参加
実数44人　参加者延べ数247人

A
■子ども一人ひとりの状況や保護者のニーズな
どを、グループ活動内で話をしながら聞き取
り、次の活動に活かしている。

■1歳7か月～2歳過ぎと2歳児の年齢別のグ
ループを実施し、お子さんの発達の経過観察、
保護者同士がつながりを持てる場として継続実
施する。

A
■子ども一人ひとりの状況や保護者のニーズなどを、グ
ループ活動内で話をしながら聞き取り、次の活動に活か
している。

112
③児童発達支
援事業

■保育所等訪問支援（通園事業で療育を実
施している職員が保育園等を訪問し、障害
児に対し、集団生活への適応のための専門
的支援を行う）を開始
■通園事業きぼう
　・３歳児クラス
　・４～５歳児クラス
　　週5日
　・午後クラス（保育園・幼稚園と併行通
園）
　　月2回
■児童福祉法に基づく児童発達支援セン
ターに変更（令和2年10月より予定）

■児童発達支援センター開設に向け
て、保育所等訪問支援を開始し、地域
の障害児、その家族、関係機関に対す
る支援を行い、障害児の中核的支援機
関としての機能を果たしていく。

発達･教育
支援課

■保育所等訪問支援事業では、関係機関と連携
を取りながら、地域の障害児、その家族に対す
るよりよい支援を行えるようにする。広く周知
されるように、まずは関係機関やエール利用者
等に広めていく。
■多様化する児童の実態や家庭状況等を考慮
し、個に応じた丁寧な支援を引き続き行ってい
く。関係機関、保健師、就学相談担当、専門指
導員等と連携をとりながら相談や支援を行う。
■児童の摂食状況に配慮した安全・安心な給食
の提供を継続する。
■コロナ禍に変更していた保護者支援や児童に
必要な活動・行事を見直し、実施していく。

■保育所等訪問支援事業では、関係機関と連携
を取りながら、利用者とその家族に対して支援
を行った。広く周知されるように、保育園等関
係機関に知らせる機会を作った。
■児童の実態や家庭状況等を考慮し、個に応じ
た支援を行った。関係機関や保健師、就学相談
担当、専門指導員等と連携をとりながら相談や
支援を行った。
■児童の摂食状況に配慮した安全・安心な給食
を提供した。
■コロナ禍に変更していた保護者支援や児童に
必要な活動・行事についてはほとんど実施でき
たが、交流活動は実施できなかった。

B

■周知する機会は作ったが、保育所等訪問支援
事業の広い周知は十分でない。
■交流活動は、新型コロナに限らず感染症が流
行っていると実施できなかったため、代替案も
検討する必要がある。

■保育所等訪問支援事業では、引き続き関係機
関と連携を取りながら、地域の障害児、その家
族に対するよりよい支援を行う。事業の広い周
知を図るとともに、地域の障害児への支援の参
考になるような情報の提供を関係機関等に向け
て行う。
■多様化する児童の実態や家庭状況等を考慮
し、個に応じた支援を行っていく。関係機関、
保健師、就学相談担当、専門指導員等と連携を
とりながら相談や支援を行う。
■児童の摂食状況に配慮した安全・安心な給食
の提供を継続する。
■保護者支援や児童に必要な活動・行事の実施
方法を検討・工夫する。

B

■引き続き保育所等訪問支援事業を実施中。また、関係
機関等に向けて、事業の広い周知と地域の障害児への支
援の参考になるような情報提供のため、資料を作成中。
■児童の様子を保護者に電話等で補って伝えたり送迎の
フォローをしたり、個の実態や家庭の状況に応じて支援
している。
■アレルギーや児童の摂食の様子を日々確認しながら、
安全・安心な給食の提供をしている。
■懇談会・参観等の保護者支援、交流活動の代替案を計
画・実施している。行事ごとに保護者からアンケートを
取りフィードバックしている。

113
④発達支援関
係機関連携協
議会

■子育て支援関係機関により協議会を構成
し発達面や行動面、学校生活面において支
援を必要とする子ども及び子どもの育ちに
ついて不安のある家族を総合的に支援する
もの。

■年１回協議会（全体会議）を開催
し、左記協議会の設置要綱に定められ
た「テーマ別会議」「個別ケース会
議」を必要に応じて開催し、子どもの
発達に関する諸問題の解決に向け協議
を実施していく。

発達･教育
支援課

■令和５年７月に実施予定。昨年度でてきた意
見や課題をもとに、より具体的な意見交換でき
るようにする。

■令和５年７月に実施。関係各課に事前に情報
提供したい情報について準備してもらうこと
で、より具体的な意見交換ができた。

A
■令和６年７月に実施予定。昨年度でてきた意
見や課題をもとに、より具体的な意見交換でき
るようにする。

A
■通園事業を利用する園児の保護者の代表が委員として
参加していただいて意見を聴取している

114
⑤特別支援教
育の推進

■特別な支援を必要とする児童・生徒に
とって良い環境・良い指導は、全ての子ど
もたちにとっても良い環境・良い指導であ
るという「ユニバーサルデザイン」の視点
に立った、ひのスタンダードの取り組みを
更に推進し、小・中学校の特別支援学級だ
けでなく、通常の学級に在籍している児
童・生徒への積極的な教育支援を行う。
■第５次特別支援教育推進計画（計画期
間：令和2～4年度）に基づき、特別支援
教育の推進のため、具体的な施策を推進す
る。

■特別支援教育に関わる各種施策を推
進する。特に、第5次特別支援教育推
進計画に掲げている下記の具体的な施
策を推進する。
■「かしのきシート」による支援情報
の共有と内容の充実
■教員の理解並びに指導力向上に向け
た取り組みの推進
■ひのスタンダードの実践及び見直し
■特別支援教室（ステップ教室）にお
ける特別支援教育推進体制の推進

発達･教育
支援課

改定されたステップ教室運営マニュアルをもと
に、学校の先生へ、校内委員会での検討等、一
層の支援の強化について、研修を実施してい
く。

■令和６年度のステップ教室の指導の延長終了
を見据え、学校が混乱しないよう、再指導に関
する考え方を示したほか、延長と退室者につい
て学校にヒアリングを行うなどきめ細やかに対
応した。
■リソースルームティーチャーへ研修を実施
し、指導の充実を図った。

A

改定されたステップ教室運営マニュアルをもと
に、学校の先生へ、校内委員会での検討等、一
層の支援の強化について、研修を実施してい
く。

D ■支援者への助言・指導を目的としているため実施なし

115
⑥ 個 別 支 援
シート「かし
のきシート」

■発達に支援を必要とする子どもが０歳か
ら18歳までライフステージを通じて切れ
目なく継続的な支援が受けられることを目
的に『かしのきシート』を作成する。保護
者と子どもの支援に関わる機関が連携協力
することにより子どもの健やかな育ちの一
助にしていく。

■シート運用の安定化を図る。また、
システム導入により円滑な連携を目指
す。
■シートが効果的に活用されるよう
に、シートの中身を充実させていく。

発達･教育
支援課

■発達・教育支援システムの更新が予定されて
いるので、遅延なく更新を進めるとともに、か
しのきシートの必要性を啓発していく。
■シート記載の内容の充実のため、リタリコシ
ステムをトライアル導入し、優良な内容のシー
ト事例の収集を図る。

■発達・教育支援システムの更新が必要な保育
園、幼稚園、小・中学校へ個別に訪問し、適切
な運用ができるサポートを実施した。
■コロナ禍で実施できていなかった対面での説
明会を再開し、シートの内容まで踏み込んだ説
明会を実施した。

A
■シートの項目について、国や都に合わせるこ
との検討が必要。

■令和７年度からかしのきシートの項目が変更
できるように準備を進める。
■シート記載の内容の充実のため、リタリコシ
ステムを数校で導入し、優良な内容のシート事
例の収集を図る。

D ■システムに関する取り組みにつき実施なし

116 ⑦少年学級

■障害のある子どもたちの様々な社会参加
や市民との交流をさらに増やしていくた
め、本事業で子どもたちの生活に即したコ
ミュニケーションを体験できる機会を提供
していく。

■保護者・ボランティアが中心となっ
ている事業成果等を幅広く広報してい
くことで、多くの市民に実行委員会が
企画する事業に参加してもらい、市内
の学び、学び合い、相互の理解を深め
る交流等を促進する。

中央公民館

■特別支援教育を受けている市内在住の小・中
学校に通う子どもたちを対象に、日野市少年学
級事業を実施する。様々な活動をとおして、参
加した小・中学生が交流を深め、地域の中でい
ろいろな人たちと関わりが持てるような場を提
供していく。

■年間をとおして、月1回の定例会及びリト
ミック教室などの分科会を開催し、学級生と保
護者が安心して楽しめる配慮を行う。

■特別支援教育を受けている市内在住の小・中
学校に通う子どもたちを対象とした日野市少年
学級事業を実施。様々な活動や体験をとおし
て、地域の方やボランティアの大学生等と交流
することができた。
【期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日
（全19回）

B
新規参加者が少ないので今後の運営方法や参加
者を増やす方策の検討が必要となる。

■特別支援教育を受けている市内在住の小・中
学校に通う子どもたちを対象に、日野市少年学
級事業を実施する。様々な活動をとおして、参
加した小・中学生が交流を深め、地域の中でい
ろいろな人たちと関わりが持てるような場を提
供していく。
■年間をとおして、月1回の定例会及びリト
ミック教室などの分科会を開催し、学級生と保
護者が安心して楽しめる配慮を行う。

D

（２）障害のある子どもとない子どもが共に育つ環境づくり
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

117
⑧ み ん な の
遊・友ランド

■障害のある子もない子も一緒に遊び、笑
顔で声かけできるようなふれあいの場をつ
くることを目的としたイベント。
■子どもたちが一緒に遊び、楽しい時間を
共有することでお互いを知り、助け合う
きっかけづくりを行っている。
■ボランティアスタッフ（地域の大人・学
生）が障害のある子と接することを通し
て、障害への理解を深めるとともに、いろ
いろな人達と触れ合うことで、地域活動へ
の関心を高める。
■青少年委員が運営を行い、特別支援学校
や日野市少年学級親の会、日野市社会福祉
協議会、市内大学等に協力をいただいてい
る。
■事業開始：平成４年２月。

■障害の有無にかかわらず、様々な人
が交流する貴重な場となっているの
で、今後も継続し、相互理解を深める
とともに、ノーマライゼーションを啓
発する。

子育て課
■障がいの有無にかかわらない子どもたちの交
流が実現可能なプラグラムを検討し、実施す
る。

■感染症対策のため、事前申し込み制及び2部
入れ替え制（支援学校と一般参加者合同）を取
り入れて実施した。
参加者：子ども　132人　大人106人

■約110名のボランティアスタッフが参加し、
ボランティアと障害児とのマッチング等で交流
することができた。

■来場者で一つの作品を作るプログラムを通し
て、間接的ではあるが、障がいの有無にかかわ
らない子どもたちの交流を図ることができた。

B

■事前申し込み及び入れ替え制を取り入れて人
数が多くなりすぎないようにしたことで、感染
症リスクの高い障害のあるお子さんが安心して
参加できる場となったが、本来の目的である障
がいの有無にかかわらない子どもたちの交流が
実施できていない。

■障がいの有無にかかわらない子どもたちの交
流が実現可能なプログラムを検討し、実施す
る。

A

■障害のあるお子さんの保護者の方々にも準備会に参加
いただき、子ども達が安心して楽しめるイベントとなる
ためのご意見をいただき、事業に反映させている。

■事業実施後に来場者アンケートを取り、次年度以降の
開催に向けて改善点等を集計している。

118

①みんなです
すめる食育条
例・日野市食
育推進計画

■公募市民と有識者で構成される日野市食
育推進会議を設置し、食育計画の進み具合
を評価・検証する。
■家庭における食育を推進し、朝ごはんの
欠食率を減らす。

■日野市食育推進会議による食育計画
の進み具合の評価・検証を継続してい
く。（第4期食育推進計画を令和4年
度改定予定）
■家庭における食育を推進し、朝ごは
んの欠食率を減らす。

健康課
■日野市食育推進会議による食育計画の進み具
合の評価・検証を行う。

■日野市食育推進会議による食育計画の進み具
合の評価・検証を行った。

A
■日野市食育推進会議による食育計画の進み具
合の評価・検証を行う。

A

・計画策定時、小中学生対象にアンケートを実施した。
・食育推進会議には委員として保育関係者、子どもの保
護者が出席。会議で意見聴取を行い、各課の事業に反映
している。

119
②乳幼児及び
その家族への
食育推進

■離乳食の不安を低減させるため、子ども
を持ったばかりの保護者に対する食育の場
として「離乳食教室」を実施。参加者同士
の交流の場として機能させる。

■食生活や健康に対する意識の高い乳
幼児の保護者に向けて働きかけること
で、生涯の健康づくりのきっかけとな
るよう、継続していく。

健康課 離乳食講座を開催する。 離乳食講座の開催（全36回、554人） A 離乳食講座を開催する。 A
事業後にアンケートを実施し、講座内容に反映してい
る。

120
③保育園にお
ける食育推進

■保育の一環として食育を位置づけ、各保
育園の創意工夫のもと計画的に食育を推進
する。
■調理保育や収穫体験、給食で日野産農産
物を利用することで、食への関心を持ち、
食の大切さを知る活動を実施していく。

■日野市食育推進計画に基づき、朝食
の大切さをはじめ、食に関する情報を
懇談会やおたより、インターネット等
を用いて発信し、保護者や地域家庭の
食生活や食育の充実を支援していく。
■「保育園食育年間計画」に基づき、
保育園の給食を通して、園児や保護者
へ食育を実施していく。

保育課

■日野市食育推進計画に基づき、食事の大切さ
を市民の方に指導していく。
①子育て広場栄養講座を実施する。インター
ネット等のメディアを使い給食情報を家庭に発
信する。
②朝食を食べてきたかを確認する｢朝食カー
ド」を利用したり、5歳児おにぎり作り、保護
者会やおたよりなどの情報発信等で、朝食欠食
率０を目指す。
③地域のネットワークのため民間栄養士と会議
を実施する。
④年々増加傾向にあるアレルギー児に安全な給
食を提供する。

■講演会・地域交流事業については、感染症感
染拡大予防の為中止。こどもまつりについては
参加要請なし。
■朝食カード５６０名実施。
■公民栄養士会は２回開催。
■アレルギー対応食の提供実施

B

新型コロナウイルス感染症が５類になったが、
依然として感染拡大予防の為、密になる可能性
のある活動においては、例年通りの活動が一部
出来なかった。

■日野市食育推進計画に基づき、食事の大切さ
を市民の方に指導していく。
①子育て広場栄養講座を実施する。インター
ネット等のメディアを使い給食情報を家庭に発
信する。
②朝食を食べてきたかを確認する｢朝食カー
ド」を利用したり、5歳児おにぎり作り、保護
者会やおたよりなどの情報発信等で、朝食欠食
率０を目指す。
③地域のネットワークのため民間栄養士と会議
を実施する。
④年々増加傾向にあるアレルギー児に安全な給
食を提供する。

A 保護者へアンケートを実施。

121
④学校での食
育推進事業

■安全で楽しくおいしい給食をより一層推
進するとともに、大地や自然の恵みを大切
にし、日野市食育推進計画の遂行を図る。
■学校給食での地場産野菜の利用率の向上
を図る。
■農業体験や食材についての指導。
■食事マナーに関する指導。
■バランスのとれた食事の仕方などの指
導。

■日野市みんなですすめる食育計画に
基づき事業を実施していく。
■給食に日野産野菜をより多く使用す
るなど食育に関係するいろいろな機会
を通して生徒・保護者へ、食や健康情
報を見える形、わかりやすい形で発信
し、検証していく。
■朝食の欠食割合を改善するための情
報提供等も実施していく。

学務課

■安全な日野産野菜を使用した薄味で素材の味
を大切にした手作り給食を実施する。また、子
どもたちが健全な食生活を実践する力を育むた
めにもひのっこシェフコンテストのメニューを
学校給食に取り入れ「食」への興味を促す。
■保護者に食に関する興味や関心を持ってもら
えるような情報発信を行い、保護者への食育に
つながる取り組みを行う。

■毎月１９日の食育の日をはじめ、１１月１９
日の日野産野菜給食の日など、全校一斉に食育
の取り組む日を設定するなど日野市食育推進計
画に基づいた指導や情報発信を行った。
■栄養士・調理員が生産者と連絡を密にとるこ
とのより、日野産野菜利用率30.3％を達成する
ことができた。
■ひのっこシェフコンテストのメニューを給食
に取り入れた。
■テーブルマナー教室は、中学校全校で実施
し、実践女子大学の協力をいただいた。講義と
実践により、基本的な食事のマナーを学ぶ機会
となった。

A

■安全な日野産野菜を使用した薄味で素材の味
を大切にした手作り給食を実施する。また、子
どもたちが健全な食生活を実践する力を育むた
めにもひのっこシェフコンテストのメニューを
学校給食に取り入れ「食」への興味を促す。
■保護者に食に関する興味や関心を持ってもら
えるような情報発信を行い、保護者への食育に
つながる取り組みを行う。

A
ひのっこシェフコンテストのメニューを学校給食に取り
入れる等の取組をしている。

122

⑤学童クラ
ブ・児童館で
の食育事業の
展開

■市内10児童館の事業として食育事業を
展開しており、子どもが自分ひとりでもで
きる比較的簡単なランチづくりを行うほ
か、もちつきや焼き芋等の季節行事や日本
の伝統的行事を通して食文化を学んでい
る。
■学童クラブでは、カレーづくり等の調理
体験を行い、作る側を経験することで調理
の仕方や楽しさを知る場を設けている。
■地元農家の協力のもと、芋掘り等の収穫
体験をすることで生産者の立場や食材の大
切さを学ぶだけでなく、食に対する感謝の
気持ちも学ぶ機会を設けている。

■児童館では、食事をつくる力を身に
つけ、食べることの大切さや共に食べ
る喜び、食に対する感謝の気持ちを育
むことができるような食育事業を継続
して行っていく。
■「もちつき」や「やきいも」などの
実施により伝統行事や季節行事の大切
さを次世代へつなぐ体験の場とする。
■学童クラブでは、調理体験により、
つくる喜びや調理への興味を引き出し
ていく。
■調理体験行事を通じ子ども・保護
者・学童クラブ職員の交流を図り、子
どもの成長の一助としていく。
■食材の大切さや食に対する感謝の気
持ちを育む機会として、作物の収穫体
験行事についても引き続き行う。

子育て課

■引き続き、市内全児童館において「地産地消
の推奨」と「食品ロスの軽減」を継続して取り
組む共通課題とし、安全に利用者が参加できる
よう、目的や方法について再度検証し取り組み
方法を見直しながら食育事業を実施する。
■学童クラブでは、各施設の様々な状況を踏ま
え、実施可能な調理活動や収穫体験等の食育行
事に、継続して取り組む。

■新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移
行したことにより、各施設で徐々に食育事業を
再開した。
■「もちつき」や「やきいも」など伝統行事や
季節行事も規模等を検討し、衛生管理も考え、
地域の実情にあわせて各施設で段階的に再開を
した。

B ■衛生管理や物価高騰などに対応し、参加者数
や実施方法を見直す必要がある。

■引き続き、伝統文化の継承や季節行事など次
世代へつなぐ体験の場を検討していく。

D

（３）食育事業などの充実
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

123
①救急医療体
制の充実

■救急専従医師の確保、救急車不応需ゼ
ロ、救急室の設備改修など、市民生活に直
結した救急医療の維持・継続に努めるとと
もに、一層の充実を図る。

■全日小児科医当直体制及び24時間
365日不応需のない救急車受け入れ
体制の堅持。

市立病院

■救急車受入台数2,500台以上
■常勤救急科医１名体制の維持
■小児科医による24時間365日救急体制の維
持

■救急車受入台数2,708台
　（R4年度　2,269台）
■常勤救急科医１名体制
■小児科医による24時間365日救急体制の維
持

B
患者対応中などで新たに救急車の受け入れがで
きない時がある
症例により他医療機関対応が適切な場合がある

■救急車受入台数2,500台以上
■常勤救急科医１名体制の維持
■小児科医による24時間365日救急体制の維
持

B 小児科医による24時間365日救急体制の維持

124

②二次救急診
療体制の充実
（地域密着型
の中核病院機
能の発揮）

■南多摩医療圏において、一次医療を担う
小児科クリニックが充実し、近隣に二次医
療機関が多数存在する状況において、市立
病院が果たすべき役割を十分認識し、日野
市が子育てに安心を与える地域であり続け
るために、更なる小児科の充実に努めてい
く。

■地域のクリニック及び東京都立小児
総合医療センターとの連携強化。
■分娩に伴う小児科医師や助産師との
チーム医療による新生児医療体制の堅
持。

市立病院

■患者総合支援室を中心とした地域クリニック
等との更なる連携推進（紹介・逆紹介率の向
上）
■分娩件数の増加
■常勤産婦人科医3名以上体制の堅持

■紹介率67.6％（R4年度48.3％）
　逆紹介率110.8％（R4年度77.3％）
■分娩件数175件（R4年度204件）
■常勤産婦人科医3名以上の体制を
　年間通じて堅持

B
全国的な分娩件数の減少がある
安心して分娩ができる産科医と小児科医の連携
体制があることをアピールする

■患者総合支援室を中心にクリニック等との更
なる病診連携、地域医療における役割分担の推
進
■医療機関での産後ケアを引き続き実施
■産科のアピール方策を検討
■常勤産婦人科医3名以上体制の堅持

A
医療機関での産後ケアの実施(令和6年1月～)利用者ア
ンケートの実施

125
③新生児聴覚
検査

■妊娠の届け出をされた方に、出産後、都
内医療機関で使用できる新生児聴覚検査受
診票を交付する。新生児聴覚検査の際に使
用することで、上限額まで公費負担をす
る。
■受診票を使用できない都外医療機関等で
の受診については、申請に基づき助成金を
交付している。

新生児聴覚検査の受診を促進するとと
もに検査結果が要精密検査であった場
合の児及び家族に対する支援を実施す
る。

子ども家庭
支援セン

ター

■妊娠の届出をした方に、出産後、都内医療機
関で使用できる新生児聴覚検査受診票を交付し
公費負担をする。
■受診票を使用できない都外医療機関等での受
診については、申請に基づき助成金を交付す
る。
■聴覚障害の早期発見・早期支援につなげる。

■要精密検査 9件把握。フォロー実施。
■新生児訪問記録票や未受診フォロー記録票に
聴覚検査結果の確認項目を追加し、把握に努め
た。

A

■妊娠の届出をした方に、出産後、都内医療機
関で使用できる新生児聴覚検査受診票を交付し
公費負担をする。
■受診票を使用できない都外医療機関等での受
診については、申請に基づき助成金を交付す
る。
■聴覚障害の早期発見・早期支援につなげる。

D

子ども家庭
支援セン

ター

■子育てひろばの整備については、令和４年度
のワークショップの中で作成した整備方針に基
づき実施する。
■児童館の巡回先を4館に拡大し、中高生世代
の意見を取り込みながら、オープンに向けたPR
活動を行っていく。
■運営業務委託については令和６年度予算に先
行してプロポーザルで業者選定を行う。

■東京都３つのC補助金（子供・長寿・居場所
区市町村包括補助）を活用し、施設３階の子育
てひろばの整備を実施した。
■児童館巡回を4館に拡大したほか、中高生世
代スペースのレイアウトやPR方法については児
童館やほっとも等でワークショップを行い、中
高生世代の意見を聞くことができた。
■手をつなごう・こどもまつりにて、蟹江杏さ
んと子どもたちがシンボル絵画の制作を行っ
た。

A
特に中高生世代スペースについては、新たな取
り組みであり、どうすればターゲット層に来て
もらえるか、工夫してPRを行う必要がある。

■5月27日に施設オープン。6月24日に子育て
ひろば、中高生世代スペースオープン予定。
■6月29日に子育てひろば・中高生世代スペー
スオープニングイベントを開催予定。
■年度末にはみらいく１年目で関わっていただ
いた方（実践女子大学やひろば、中高生世代ス
ペースの利用者等）とともに、さらにみらいく
を盛り上げるためのイベントを予定。

A

子育てひろば、中高生世代スペースともに当事者（ひろ
ば利用者（乳幼児親子）や児童館、ほっとも利用の中高
生世代）の意見を集めるためにワークショップを開催し
ている。

発達･教育
支援課

（仮称）子供包括支援センターの開設に向けて
中学卒業後の支援検討委員会の全体会が年に2
回行われるので出席し意見交換を行う。

■（仮称）子供包括支援センター検討委員会に
加わり意見を出した。開設に向けて居場所の在
り方などを検討しどうすれば多くの市民の方に
利用してもらえるかを検討した。

A

子供包括支援センターみらいくが開設された後
も、検討委員会の全体会が年に2回行われる予
定の為、会議に出席しより良い施設になるよう
に意見交換を行う。

D ■エールの事業ではないため、実施なし

子育て課
令和６年度のセンター設置事業の開始に向け
て、引き続き定期的な打ち合わせを行い、漏れ
のないよう情報の共有化を図る

子ども包括支援センターみらいくの建設を実施
し、令和６年１月末に竣工した。開設に向け、
関係課・関係機関と調整し開設準備や事業検討
を実施した。

A
開設後の円滑な運営に向け、関係課・関係機関
と連携し事業を実施していく。

A

子育てひろば、中高生世代スペースともに当事者（ひろ
ば利用者（乳幼児親子）や児童館、ほっとも利用の中高
生世代）の意見を集めるためにワークショップを開催し
ている。
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① 市 民 活 動
（ Ｎ Ｐ Ｏ な
ど）の支援

■多世代、守備範囲の異なる市民（団体）
が、交流することで生まれる地域内での自
主的な連携の促進を目指し、地域懇談会を
開催する。
■市民活動の財源確保のための支援。（助
成金の情報提供、時代にあった形での補助
制度の実施）
■子育て支援活動団体などによる地区セン
ターといったコミュニティ施設の活用促
進。

■妊産婦から中高生まで、段階に応じ
た子育てサービスが、地域性を踏まえ
て地域内で円滑に展開されていく地域
づくりを目指す。

地域協働課
■子育て支援団体に対する財政的支援（市民活
動支援補助金）

■補助金決定団体
一般部門：4団体
若者チャレンジ部門：2団体
総補助額：528,839円

B ■補助金制度のより広い周知
■子育て支援団体に対する財政的支援（市民活
動支援補助金）

B
子育て団体含む市民活動団体へのヒアリング及び事業の
現地調査

（１）子育て支援の強化に向けた市民活動（ＮＰＯなど）の支援

方針１）地域で子どもの成長を支える仕組みづくり

（４）母子保健と医療体制の充実

(仮称)子ども包括支援センターの設置

基本目標Ⅲ　共に生き、互いに育てあうまち

方針４）「すべての子どもの健やかな成長を切れ目なく支援する子ども・家庭・地域の子育て機能の総合支援拠点」の設置
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①子ども包括
支援センター
の設置

■子育てを支援する総合相談窓口機能の整
備
■児童虐待への対応と防止対策の強化
■保健・福祉と教育の情報・意識共有と連
携の強化
■義務教育終了後（高等学校との連携等）
の継続した支援
■子育て支援資源の育成と協力体制の構築

■すべての子どもの健やかな成長を切
れ目なく支援する子ども・家庭・地域
の子育て機能の総合支援拠点である子
ども包括支援センターの早期設置を目
指し、各事業や支援策の内容を検討す
るとともに、実現に必要な場所の確保
と組織改編を実施する。
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み
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②ひの市民活
動 支 援 セ ン
ター設置・運
営

■ひの市民活動支援センターの運営を通じ
て、子育て支援活動団体の立ち上げ支援、
既存団体の活動の充実支援、市民活動団体
間の連携促進などを行う。

■ひの市民活動ネットワークとの協働
により、市民の力を引き出し、地域課
題の解決に取り組む。

地域協働課

■三沢中「ちょこボ」における連携により、中
学生の地域活動参加を促す。
■「まち活」にて、市民の子育て支援団体への
参加を促す。

■三沢中ちょこボ（ちょこっとボランティア）
の相談会および当日の見守りに参加し、市民活
動団体の紹介を行った。

■「まち活」を実施し、子育て団体の周知・参
加案内を行った。

B

■市民活動団体への事業理解を深め、中学生ボ
ランティア受け入れ先の拡大

■より多くの参加者募集のための広報活動

■市民活動支援センターの移転を行う。市民活
動団体（個人）相談業務及びワークスペース・
印刷サービス等の拡充を図る。市民向けに子育
て支援団体の周知、団体間をつなぐ取り組みを
行う。
■三沢中「ちょこボ」における連携により、中
学生の地域活動参加を促す。

B
ひの市民活動支援センター利用者（子育て団体含む）へ
のアンケート調査
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①民生委員・
児童委員
（主任児童委
員）

■児童福祉法に基づき、民生委員が児童委
員を兼ねており、それぞれ担当地域をもっ
て活動している。
■更に、区域を担当する児童委員に加え、
児童を専門に扱う主任児童委員を設置し、
10名の主任児童委員が中学校区域ごとに
活動している。

■児童委員は担当地域内の児童、妊産
婦、ひとり親家庭等の福祉に関する相
談に応じ、指導または適切な関係機関
へつなぐ。また、児童の健全育成や母
子の福祉推進のため、地域活動に協力
する。
■主任児童委員は、担当地域の児童委
員と関係機関との連携・調整を行う。
児童相談所、子ども家庭 支援 セン
ター、学校等との連携を密接にし、児
童や子育て世帯を取り巻く環境等につ
いて、児童委員と連携して状況把握を
行う。

福祉政策課

■児童委員活動PR実施
■子どもに関する相談・支援実施
■赤ちゃん訪問実施（令和6年2月からファミ
リー・アテンダント事業の見守りアテンダント
を兼ねる）
■各関係機関との連携強化・民生委員、児童相
談所、子ども家庭支援センター、学校関係等協
議会（「四者協」という）の実施
■子どもに関する研修等の実施

■児童委員活動PR実施
■子供に関する相談・支援件数：205件
■赤ちゃん訪問件数：1217件
■四者協の実施：令和5年8月30日実施
■子どもに関する研修等の実施

B
概ね計画とおりに実施できたがまだまだ民生委
員・児童委員活動への様々な工夫が求められて
いる。

■児童委員活動PR実施
■子どもに関する相談・支援実施
■赤ちゃん訪問実施
■各関係機関との連携強化・四者協の実施

C
年度終わりに取組状況等をフィードバックして次年度に
繋げる。
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②子ども会な
どへの支援

■市内子ども会に対して、子どもの人数に
応じて補助金を交付している。（令和元年
現在59団体）
■子ども会活動を支援するためにプレイ
ワーカー派遣制度があり、子ども会からの
要請に応じて、レクリエーション等の提供
を行っている。

■支援（補助金・人材・活動場所）を
継続し、子ども会活動の活性化を目指
す。

子育て課

■引き続き子ども会に対して補助金を交付する

■子ども会補助金の周知及びボランティアリー
ダー派遣のさらなる拡充

■提出書類の簡素化等により、役員の負担減を
図る

■子ども会補助金交付件数　33団体

■子ども会補助金様式の見直しを検討。

■子ども会補助金様式の提出書類の簡素化を
図った

B

■補助金申請をする子ども会・登録児童数とも
減少傾向が続いている。
■子ども会が必要としている支援の把握。
■子ども会補助金の周知

■引き続き子ども会に対して補助金を交付する
■子ども会補助金の周知及びボランティアリー
ダー派遣のさらなる拡充
■提出書類の簡素化等により、役員の負担減を
図る

A
■補助金実績届の際に意見をいただき、申請手続きにお
ける子ども会役員の負担軽減につなげている
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③地区青少年
育成会の活動

■中学校地区（８地区）ごとに組織され、
家庭、学校、地域の諸団体との連絡調整や
地域の中で行事やイベントなどを開催する
ことで子どもたちに様々な体験・経験の機
会を提供している。
■８地区で構成されている連合会において
は、情報交換や研修会などを実施してい
る。
■【経過】
昭和39年７月日野市青少年問題協議会地
区委員会として発足。
平成２年４月から日野市地区青少年育成会
となる。
平成18年4月より日野市青少年育成会連合
会を発足。

■より多くの地域の中の子どもたちが
様々な体験・経験ができるよう、中学
校地区（８地区）ごとのイベントや企
画を市としても引き続きバックアップ
していく。
■各地区育成会及び連合会の活動が安
定的かつ継続的に実施できるよう普及
啓発に努めていく。

子育て課

■各地区育成会の活動
地域の子どもたちが様々な体験・経験ができる
よう、中学校区ごとに、地域の特色を活かした
イベントや企画を育成会で実施していく。市は
これらの育成会の活動をバックアップしてい
く。

■育成会連合会の活動
各地区育成会が相互に連携・協力し、市内全地
区が一体となって青少年健全育成事業を実施し
ていく。

■各地区の主な活動実績
≪一中地区≫ふれあいデイキャンプ　 ふれあいたす
きリレー
≪二中地区≫三世代の集い　初日の出ふれあいマラ
ソン
≪七生中地区≫ラジオ体操　スポーツまつりinなな
お
≪三中地区≫さといも植え付け 観察会 収穫祭
≪四中地区≫オータム・デイ・キャンプ  新四中生
交流会
≪三沢中地区≫ハイキング&りんご狩り  三沢中生徒
会企画ふかし芋会
≪大坂上中地区≫ふれあいまつり　ふれあいハイク
≪平山中地区≫収穫祭  みんなのたまり場　浅川ふ
れあいマラソン

■青少年育成会連合会の主な活動
・いきいき体験事業（8/1、8/23）
・ 研修会（12/23）日野市新選組ふるさと歴史館
・交流会（2/17）ボッチャ体験と親睦交流試合

B

■各地区育成会において担い手不足が生じてお
り、伝統的なイベントを継続していけるよう検
討していく必要がある。

■地区青少年育成会と青少年育成会連合会が連
携をした上で活動をしていく必要がある。

■各地区育成会の活動
地域の子どもたちが様々な体験・経験ができる
よう、中学校区ごとに、地域の特色を活かした
イベントや企画を育成会で実施していく。市は
これらの育成会の活動をバックアップしてい
く。

■育成会連合会の活動
各地区育成会が相互に連携・協力し、市内全地
区が一体となって青少年健全育成事業を実施し
ていく。

A

■イベントに参加した子ども達へアンケートを実施し、
次回の企画等に活かしている

■中学生にボランティアや企画側として、イベントに参
加する機会を提供
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④青少年委員
の活動

■青少年の健全育成及び青少年教育の振興
を図るため、各中学校区２名、計１６名の
青少年委員を委嘱している。（任期２年）
■「みんなの遊・友ランド」の運営やジュ
ニアリーダー講習会をはじめとした市事業
への協力を行っている。
■委員の個人活動として、それぞれの地域
で、地区育成会活動、児童館ボランティ
ア、小中学校・特別支援学校のサポート等
を行っており、毎月の定例会において、委
員間・地区間の情報を交換・共有してい
る。
■青少年委員制度として昭和35年発足。

■会の活動・個人活動を通して地域の
青少年と関わり、各委員の得意分野・
スキルを生かした様々な角度からの青
少年育成に努める。
■各委員の地域のネットワークを活用
して、助け合うことの大切さ、いろい
ろな人達を触れ合うことの楽しさを感
じてもらい、青少年を地域でのボラン
ティア活動に誘引する。
■地域と行政のパイプ役として、青少
年関係団体・大学等と連携を取りなが
ら、子どもたち・地域のために何かし
たい人と子どもたち・地域のために活
動している人をつなぎ、活動を支援し
ていく。

子育て課

■引き続き地域と行政のパイプ役として、青少
年関係団体・大学等と連携を取りながら、子ど
もたち・地域のために何かしたい人と子どもた
ち・地域のために活動している人をつなぎ、活
動を支援していく。
　
■引き続きジュニアリーダー講習会との連携を
強化していく。

■定例会（月１）、青少年委員だより発行（年2
回）、みんなの游・友ランド運営、ジュニアリー
ダー講習会サポート、自然体験企画・手をつなごう
こどもまつりへの参加等

■ジュニアリーダー講習会にサブ講師として参加
し、スキル等を活かした企画（令和5年度はウォー
クラリー）を実施。青少年委員の中に立ち上げたJL
部会を中心に、リーダーへの助言、企画への協力
等、ジュニアリーダー講習会との連携を深めた。

■自然体験企画で講師を務め、子どもたちに自然の
中での体験活動の提供を行った。

■地域で子ども達と関わる人として、各種会議体に
出席。（子ども・子育て支援会議等）

■東京都青少年委員会連合会に所属し、都（月
１）・多摩地区（隔月）の会議に出席し、他市の青
少年委員と情報交換・研修等を行った。

A

■引き続き地域と行政のパイプ役として、青少
年関係団体・大学等と連携を取りながら、子ど
もたち・地域のために何かしたい人と子どもた
ち・地域のために活動している人をつなぎ、活
動を支援していく。
　
■引き続きジュニアリーダー講習会との連携を
強化していく。

A

■ジュニアリーダー講習会では、企画・立案を担う高校
生等学生中心のリーダー（スタッフ）の自主性を尊重し
ながら、経験を活かし相談役・フォロー役として講習会
の安全確保を担っている

■学校と地域、行政をつなぐパイプ役として、悩み相談
などにも対応

■運営や企画した事業において、次回に活かすため参加
者にアンケートを実施

（２）地域で推進する子どもの健全育成
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

133
⑤青少年問題
協議会

■青少年の指導育成、保護及びきょう正に
関する総合的施策の樹立に必要な事項を調
査審議、関係団体相互の連絡・調整を行う
機関。
■H28年度より条例の枠組みは残し、協議
会の定期的な開催は一旦中止。各個別協議
会の進捗状況等を見ながら必要に応じて開
催を検討していく。

■青少年を取り巻く現状と課題や各個
別協議会の進捗状況等について引き続
き注視し、時代に即した協議会のあり
方を検討していく。

子育て課
各個別協議会等の進捗状況等を見ながら、必要
に応じて協議会を開催する。

令和５年度は青少年問題協議会で協議すべき議
題は生じなかったため、未開催

A 各個別協議会等の進捗状況等を見ながら、必要
に応じて協議会を開催する。

D

135
⑦手をつなご
う・こどもま
つり

■日頃から子どもに関わっている諸団体
（青少年育成団体・市民団体・行政機関・
児童館など）が実行委員会を組織し10月
の日曜日に日野中央公園・市民プラザにて
実施。親子で楽しめるイベントを多数用意
し、子どもが日頃の成果を発表できるス
テージも設置。子どもに関わっている諸団
体がこのイベントを通じ交流を深めてい
る。
■【経過】
平成３年度日野市青少年育成市民交流集会
発足。
平成６年度「ＷＡＩＷＡＩワールド～じど
うかんまつり～」を実施。
平成７年度「浅川で手をつなごう」実施。
平成15年度万願寺中央公園に場所を移し
「手をつなごう」実施。
平成22年度「手をつなごう・こどもまつ
り」として開始。

■日頃から子どもたちの育成のために
活動している市内の様々な団体や機
関、市民が交流・連携・協働し、より
大きな人の輪をつくり、子どもたちの
より健やかな育ちを支えていくための
きっかけづくりの場とする。
■子どもたちの主体的な活動を通した
自己実現の場として確保し、「ともに
創りあげる喜び」を分かち合い「自分
を大切にし、また他者を思いやり尊重
する心」を涵養するための場とする。
■このイベントを通して子どもに関
わっている諸団体の交流を深め、日常
の活動でも協力関係が築けるよう促し
ていく。

子育て課

■引き続き、日頃から子どもに関わっている団
体による実行委員会を立ち上げ、イベントを通
して交流を深めるとともに、子どもが日頃の成
果を発表できる場とする

■子ども達や乳幼児連れの家族等、誰でも気軽
に参加でき、みんなで楽しめるイベントを提供
する

■11月5日（日）市民の森ふれあいホール及び
仲田の森蚕糸公園にて実施。
参加団体　計39団体
来場者は延べ約4000名
当日は天候に恵まれ、屋内・屋外ともに多くの
来場者で賑わった。

■昨年度は道路の渋滞や会場出入口で混雑が生
じたが、参加団体用の駐車場を別に用意するな
ど対策を取ったことで、今年度目立った混雑は
なかった。

B

■会場については、市内全域からのアクセスや
荒天時の開催方法、従事者の負担減等の課題を
踏まえての検討が引き続き必要

■屋外で実施するアトラクションについて、安
全管理・事故時の対応等を検討し、参加団体へ
の周知徹底が必要。

■引き続き、日頃から子どもに関わっている団
体による実行委員会を立ち上げ、イベントを通
して交流を深めるとともに、子どもが日頃の成
果を発表できる場とする

■子ども達や乳幼児連れの家族等、誰でも気軽
に楽しめるイベントを提供する

A

■子どもたちの日頃の成果の発表の場として、まつりの
ステージを提供し、多くの子ども達に出演してもらって
いる

■乳幼児連れでも安心して来場できるよう、幼児室やベ
ビーカー置き場の設置、親子で楽しめるコーナーの充実
等を図り、子育て中のご家庭が気軽に参加できるイベン
トを実現

■子どもや家族連れがメインである一般参加者へのアン
ケートを検討

136
① コ ミ ュ ニ
ティ・スクー
ル運営事業

■地域・保護者が学校運営の当事者とな
り、共通の目標をもって教育活動を展開で
きるよう、学校運営協議会（コミュニ
ティ・スクール）を全小中学校に設置す
る。

■学校運営協議の設置が任意設置から
努力義務化されたことに伴い、全校設
置に向け、学校や地域の意向を尊重し
ながら検討を進めていく。

教育指導課

■市立学校で準備会が立ち上がっている１校に
ついて、コミュニティ・スクールを導入する。
■市立学校１校でコミュニティ・スクール導入
に向けて準備会を立ち上げる。

市立学校で令和５年度に１校コミュニティ・ス
クールを導入した。

A
■市立学校で４校コミュニティ・スクールを導
入する。

A
学校評議員や地域会合などに参加し、学校や地域に対し
てＣＳ導入についての協議を行った。

137
②ホームペー
ジでの学校情
報提供

■ＩＣＴ活用教育の推進策のひとつとし
て、「学校Ｗｅｂサイトによる見える学校
づくり」を掲げ、市内の全小中学校各校の
特色ある取り組みをホームページで公開し
ている。

■各学校が、それぞれのオリジナリ
ティを出して、保護者や地域の方だけ
でなく、広くそれぞれの取り組みや活
動を発信し、見える学校づくりを推進
していく。

教育指導課

■学校Ｗｅｂサイトに、学校のきまり、教育課
程を掲載し、見える学校づくりを推進する。
■学校Ｗｅｂサイトの更新について定期的に呼
びかける。

■学校Webサイトに、学校のきまり、教育課
程、学校経営重点計画、いじめ防止対策推進計
画等を掲載し、保護者・地域に学校の取組を発
信するようにした。
■定例校長会等で、学校Webサイト内の情報を
常に新しいものに更新するよう、周知を図っ
た。

A
■日々の学校の様子の更新頻度については、学
校間で差が生じている。

■学校Webサイトに、学校のきまり、教育課
程、学校経営重点計画、いじめ防止対策推進計
画等を掲載することを継続し、保護者・地域に
学校の取組を発信し、見える学校づくりを推進
する。
■各研修会等で、学校Webサイト内の情報を常
に新しいものに更新するよう、周知する。

A
学校によっては、生徒が自ら作成したＷｅｂページを学
校からの情報発信のために活用している。

（３）地域と学校の連携

134
⑥子ども・子
育て支援会議

■子ども・子育て支援法（平成24年法律第65
号）第77条第１項の規定に基づく。平成25年
10月に発足。
■委員構成委員20人以内
①子どもの保護者。
②地域において子どもの育成及び子育ての支援
活動に携わる者。
③市内の民間企業の事業主を代表する者。
④市内の民間企業の労働者を代表する者。
⑤子ども・子育て支援に関する事業に従事する
者。
⑥子ども・子育て支援に関し学識経験のある
者。
⑦関係行政機関の職員。
⑧その他市長が必要と認める者。
■所掌事務
①特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚
園、保育所）の利用定員の設定に関すること。
②特定地域型保育事業（小規模保育等）の利用
定員の設定に関すること。
③市町村子ども・子育て支援事業計画の策定・
変更に関すること。（第２期日野市子ども・子
育て支援事業計画）
④子ども・子育て支援に関する施策の推進につ
いて必要な事項及び施策の実施状況の調査審議
に関すること。

■幅広い委員構成であるため、それぞ
れの委員の立場からの現場の声を傾聴
し、次期計画の策定案を構築する。
■「子育てしたいまち、しやすいまち
日野」の実現に向けて、計画の検証、
評価を行い市の施策に反映していく。

子育て課

■子ども子育て支援会議委員の改選

■会議開催スケジュール（予定）
第1回　令和5年6月29日
第2回　令和5年8月17日
第3回　令和5年10月25日
第4回　令和5年12月20日
第5回　令和６年２月15日

■主な取組み内容
・令和4年度の実績と令和5年度の取組み
・次期計画策定のための基礎調査について
・その他子ども・子育て支援に関する施策の総
合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

■子ども・子育て支援会議委員の改選

■会議開催実績
第1回　令和5年6月29日
第2回　令和5年8月17日
第3回　令和5年10月25日
第4回　令和5年12月20日
第5回　令和６年２月15日

■主な取組み内容
・令和4年度の実績と令和5年度の取組み
・次期計画策定のための基礎資料となるニーズ
調査を実施
・その他子ども・子育て支援に関する施策の総
合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

A

■こども基本法に基づく市町村こども計画策定
および施策の推進

■子どもに関する施策の策定・実施・評価に子
ども又は子どもを養育する者その他の関係者の
意見を反映させること

■子ども・子育て支援会議委員の改選

■会議開催スケジュール（予定）
第1回　令和6年4月18日
第2回　令和6年6月24日
第3回　令和6年8月21日
第4回　令和6年10月21日
第5回　令和６年1２月19日
第6回　令和７年２月20日

■主な取組み内容
・令和5年度の実績と令和6年度の取組み
・次期計画の策定
・その他子ども・子育て支援に関する施策の総
合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

A

■次期計画の策定に向けて、子ども・若者・保護者への
ニーズ調査を令和５年度に実施

■ニーズ調査以外に、子どもたちへのヒアリングを令和
6年度に実施予定
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）
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№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

138
③学校地域支
援本部

■地域の人々が学校運営を支援する「学校
支援地域本部」の設置を支援し、地域全体
で子どもたちを育む環境を整備する。
■学校の依頼と地域のボランティアをつな
ぐ役割のコーディネーターを各校に配置し
ている。
■支援内容としては「学習支援」「環境整
備」「登下校の見守り」「行事の支援」、
「放課後の学習支援（一部の小・中学
校）」などを実施。

■市内小学校ごとに地域支援本部を設
置し、学校と地域の連携体制の構築や
制度の周知を図る。
■放課後の学習支援については、学校
や地域の特性に応じ実施校の拡大を図
る。

生涯学習課

令和4年度に作成したリーフレットを活用し、
活動自体の周知を図ることで活動に従事する人
材の確保を目指す。
コーディネーター会議等を通じて現場の実態を
把握し、取組を継続していくために必要なこと
が何かを探る。

全小学校において学習支援、環境整備等の活動
実施。延べ活動日数2,115日、延べ参加人数
7,686人。
小学校6校にて地域未来塾実施　延べ193回、
延べ参加児童数5,455人。
小学生土曜算数教室実施　全10回　延べ参加
児童数270人。

B

新型コロナウイルス感染症感染拡大下において
大きく低下した活動日数、人数がなかなか戻ら
ない状況にある。
地域が疲弊し、人材（コーディネーター、ボラ
ンティア双方）が不足する中、制度の本来目的
や優先する活動について、地域・学校・行政で
改めて確認する必要がある。

・コーディネーター間の交流、情報共有の機会
を確保し、活動の活発化につなげる
・コーディネーターに対し、市教委の基本的な
方針や学校に関する諸制度についての情報提供
を行い、学校・行政と目線を合わせやすくする

D

139

④地域の人材
を活用した教
育の充実（外
部 指 導 員 な
ど）

■「ひの２１世紀みらい塾」として、特技
を活かして教えたいという市民講師や、市
職員を派遣・紹介し、市民の学び合いを支
援する。

■生涯学習推進基本構想・基本計画を
もとに、より効果的な市民の学び合い
ができるよう検討していく。

生涯学習課
（令和6年
度から中央
公民館）

引き続き、市民の学び合いの支援を行う。日野
市生涯学習ポータルサイト「Hi Know!（ひ
のぅ）」や市ホームページ等を使い、講師や事
業の周知活用を促進する。また、本事業につい
て広く周知できるようなイベントの実施を模索
する。

市民講師や市職員を派遣し、市民の学習支援を
行った（延べ実施件数18件、参加者数444
人）。
冊子やホームページ、広報等を使い、事業の周
知や活用呼びかけを行った。また登録講師の募
集も行った

B
媒体、申込方法等、時代に即した手法の導入を
検討していく

・20年以上継続している事業スキームについ
て、現在の社会需要にどの程度応えることがで
きているか、検証に着手する。
・「HiKnow！」の役割や、事業形態について
整理し、次年度予算編成に向けて検証・検討を
行う。

D

140
①通学路など
登下校の安全
確保

■日野市通学路交通安全プログラムに基づ
き、警察、道路管理者、学校、ＰＴＡ、教
育委員会による通学路の合同点検をＰＤＣ
Ａサイクルにより行っていく。
■小学校の通学路に防犯カメラを設置し、
防犯効果を高める。
■児童またはＰＴＡが地域を見回り、自ら
危険箇所を見つけ、安全マップを作成し配
布する。

■日野市通学路交通安全プログラムに
基づく通学路の合同点検を実施してい
く。
■全小学校の通学路に設置した防犯カ
メラの効果を検証するとともに、登下
校の安全確保に必要な箇所への設置を
検討する。
■学校、家庭、地域が一体となり、安
全マップを毎年更新し、充実を図る。

学務課

■「潤徳、南平、夢が丘、八小、平山、七生
緑」の合同点検を実施する。
■毎年実施している通学路点検が、より効率的
かつ効果的になるよう、関係者の意見を聞きな
がらガイドラインとなるものの作成準備を進め
ていく。
■通学路案内標示看板（文看板）については、
関係者の意見を聞きながら、設置方法など見直
しを図っていく。

■「潤徳、南平、夢が丘、八小、平山、七生
緑」の合同点検を実施した。
■通学路安全推進会議にて、警察、道路管理
者、学校、ＰＴＡ、教育委員会が一堂に会し、
改善要望があった箇所の対策状況の確認や、今
後の点検の進め方などを協議した。
■通学路案内標示看板（文看板）について、合
同点検の実施に合わせて、設置方法など見直し
を図った。
■毎年実施している通学路点検が、より効率的
かつ効果的になるよう、ハンドブックを作成し
た。

A

■通学路案内標示看板（文看板）については、
R6～7に実施する学区域内について、引き続き
設置方法など見直す必要が有る。
■毎年実施している通学路点検が、より効率的
かつ効果的になるよう、ハンドブックを作成し
たため、学校や保護者への共通理解が図れるよ
う、周知する必要が有る。

■「潤徳、南平、夢が丘、八小、平山、七生
緑」の合同点検を実施する。
■毎年実施している通学路点検が、より効率的
かつ効果的になるよう、点検の準備に合わせて
ハンドブックの周知を図る。
■通学路案内標示看板（文看板）については、
引き続き関係者の意見を聞きながら、設置方法
など見直しを図っていく。

A
日野市通学路交通安全プログラムに基づき、PTA（保
護者）も参加しての合同点検を実施している。点検箇所
も、保護者や学校から抽出していただいている。

141
②学校防犯カ
メラ

■学校等敷地内への不審者対策として、児
童生徒等の安全を確保するため、門または
昇降口の付近にカメラを設置し、施設内へ
の立ち入りを撮影及び確認するもの。全小
中学校設置。

■学校等の敷地内における児童生徒等
の安全を確保するため、不審者等の敷
地内への立ち入りを今後も防犯カメラ
にて常時確認していく。

庶務課
■児童生徒の安全を確保するため、防犯カメラ
の適正な運用とシステムの保守管理に努める。

■児童生徒の安全のため、防犯カメラの適正な
運用と保守管理を行った。

A
■児童生徒の安全を確保するため、防犯カメラ
の適正な運用とシステムの保守管理に努める。

D

142
③ ス ク ー ル
ガードボラン
ティア

■子どもの安全や地域の安心確保のために
は、保護者や地域の人たちによる“見守
り”が大変重要なことから、「ウォーキン
グやジョギングをしながら、通学路をパト
ロールする。」「買い物の時間を下校時間
に合わせ、通学路を通ってみる。」「散歩
のコースを通学路にして、登下校時に子ど
もたちと歩く。」など、ひとりでも多くの
大人が、自分のできる範囲で、無理なく長
期的に子どもたちを見守っていただくボラ
ンティアのこと。
■小学校ごとに登録していただき、登録後
「スクールガードボランティア」の腕章・
笛・ボランティア証・ベスト・帽子・横断
旗を貸し出しする。

■市内の小学校全校でボランティアが
活動している。登録者も年々増加して
おり子どもたちや地域の防犯、安全に
寄与しているので、さらなる拡がりを
見せるような事業展開を行っていく。

庶務課
■必要な装備品（消耗品）等について再考す
る。

■令和５年度末の登録者数２６８人
■各地域で、学校や地域の団体と連携した見守
り活動が行われた。

B ■担い手の減少、高齢化
■必要な装備品（消耗品）等について再考す
る。

D

143
④セーフティ
教室の実施

■小学校、中学校全校でセーフティ教室を
関係機関の方を講師に招いて開催してい
る。
■保護者や地域も参加した形式での充実を
図っていく。

■非行防止・犯罪の未然防止を目的と
して、警察等関係機関と連携して、
小・中学校で年１～２回実施。保護
者、地域の方との意見交換会を実施し
ている。
■今後も、地域、関係機関と連携して
小中学校全校でセーフティ教室を実施
し、健全育成の充実を図る。

教育指導課
■関係機関、地域と連携して小中学校全校で
セーフティ教室を実施し、健全育成の充実を図
る。

■非行防止・犯罪の未然防止を目的として、警
察等関係機関と連携して、小・中学校でセーフ
ティ教室を実施した。

A
■関係機関、地域と連携して小中学校全校で
セーフティ教室を実施し、健全育成の充実を図
る。

D

方針２）安心して子育てができる 安全なまちづくり

（１）安全、安心なまちづくりの推進
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）

新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　（第4章162事業）令和5年度の実績・評価・課題、令和6年度の取り組み

№ 事業名 内　容
方向性

（　令和2年4月
～令和7年3月　）

担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
実績の
評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
組みを行っていますか

課　　題

※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

144
⑤災害発生な
どメール配信
サービス

■あらかじめ登録していただいた携帯電話やパソ
コンのメールアドレスに、災害発生等の情報を配
信するサービス。学校や幼稚園、学童クラブから
の情報も受け取れる。
■提供する情報は、①学校・幼稚園生活情報及び
学童クラブ情報②防災安全情報③障害者行方不明
情報であり、受け取る情報の選択が可能。

■当初は緊急性の高い情報だけを取り扱って
いたが、発信先の間口が広がることによりそ
の他の防災情報・生活情報等の提供要望も多
いので、担当窓口の一本化を図るよう調整を
行い、より使いやすく有益な情報発信ができ
るようなシステムを構築する。

防災安全課 引き続き広報やチラシでの周知を行う。

■メール配信
　学童クラブ等の保護者向けの配信を行ったほ
か、防災安全情報の配信を実施。（防災気象情
報、メールけいしちょうを参考にした特殊詐欺
予兆電話や鹿・猪等の出没情報、不審者出没情
報等）

A
・配信サービス新規登録者の獲得

■メール配信
・防災情報・生活情報等を広く発信していく。
・メール配信サービスについてチラシや広報で
周知していく。

D

145
⑥あいさつ運
動

■第22期青少年問題協議会の提言を受け
て、事業を平成17年度開始。
■地域で子どもと大人があいさつを交わす
ことにより、お互いに顔見知りになり、地
域の結びつきを強めて、子どもの安全を守
ることが趣旨。
■具体的には、9月を除く奇数月、及び8
月の最初の登校日に教職員、市職員、保護
者、自主防犯組織、自治会、市民活動団
体、シルバー人材センターなど地域の人々
が校門前で生徒の登校をあいさつで迎え
る。
■小中学校にあいさつ運動ののぼり旗を掲
げている。

■地域の大人同士がつながり、大人と
子どもが互いに顔の見える関係づくり
が進んでいるが、依然として子どもが
巻き込まれる痛ましい事件の報道が後
を絶たない現状もある。
■より多くの地域の皆様に関わってい
ただけるよう、参加しやすいきっかけ
づくり、関係機関と連携し防犯意識を
さらに向上することなどが課題。
■子どもたちが、地域の大人に見守ら
れているという安心感の中で成長でき
るよう、子ども関連の関係団体等の協
力を得てさらに地域のつながりを広げ
ていきたい。

子育て課 ― ― ― ― ― ―

146
⑦自主防犯組
織育成支援事
業

■地域との合同防犯パトロールの実施や自
主防犯組織育成事業交付金の交付等、人
的・物的支援を行うとともに、各種防犯研
修会等を実施することにより、防犯活動の
更なる強化、及び市民の防犯意識の向上を
図る。

■自主防犯組織の新規結成を促進する
とともに、既存組織の更なる活性化を
図る。

防災安全課

■自主防犯組織
・育成交付金の再交付を活用し、既存組織の若
返りや活動の継続化を推進する。
■個人防犯パトロール
・引き続き加入促進を継続する
■防犯出前講座
・自治会から要望があれば実施していく。
・自治会との合同パトロールへの参加

■自主防犯組織
・４団体に育成交付金を交付
■防犯パトロール
・自主防犯組織 令和５年度現在１５３団体
・個人防犯ボランティア （わんわんパト
　ロールほか）
   令和５年度６３人加入、総数16５１人
■防犯出前講座
・各自治会等９５回　合同パトロール１回

A

・自主防犯組織の新規加入が少なく、解散
　する団体が多数あること
・自治会の活動が少なく、合同パトロール
　の回数が少ない

■自主防犯組織
・育成交付金の再交付を活用し、既存組織の若
返りや活動の継続化を推進する。
■個人防犯パトロール
・引き続き加入促進を継続する
■防犯出前講座
・自治会から要望があれば実施していく。
・自治会との合同パトロールへの参加

D

147
⑧市内安全パ
トロール

■下校時の子どもの見守りを中心に、専門
知識を持った警視庁ＯＢが、犯罪特性に留
意した青色防犯パトロール等を実施し、学
校や学童クラブを定期的に巡回して犯罪の
発生状況や不審者情報を職員と共有するす
ることにより、各種犯罪の抑止及び防犯体
制の強化を図る。

■地域に密着した防犯パトロールを推
進することにより、子どもが犯罪に巻
き込まれない地域社会の実現を目指
す。

防災安全課

■安全安心パトロール
・不審者等が多く、防犯ボランティアが少
　ない夕方の時間帯や学童クラブの下校時
　を重点に実施していく。
■街頭防犯カメラの設置
・自治会設置の防犯カメラの補助事業を実
　施。

■安全安心パトロール
・警視庁ＯＢを活用した青パトによる
　子どもたちの見守りを実施
　年18７日間（月～金）9:30～18:00
■街頭防犯カメラの設置
・６自治会１８台の防犯カメラ設置費用の
　補助を実施

A

■安全安心パトロール
・不審者情報等の分析による重点区域の見
　直し
・専門知識を持った人材（警視庁OB）の確
　保が困難になってきた
■街頭防犯カメラの設置
・設置を希望する自治会の減少

■安全安心パトロール
・不審者等が多く、防犯ボランティアが少
　ない夕方の時間帯や学童クラブの下校時
　を重点に実施していく。
■街頭防犯カメラの設置
・自治会設置の防犯カメラの補助事業を実
　施。

D

148
⑨「こどもを
守 る ネ ッ ト
ワーク」事業

■市庁用車に指定ステッカーを貼付するととも
に、車両業務中に、子どもの身の危険を察知、あ
るいは、子どもから救助を求められた際に、子ど
もを一時的に保護し、警察に通報する事業。

■引き続き、継続実施する。 防災安全課
■引き続き庁用車での見守り及び、青色防
　犯パトロールによる子どもの見守りを実
　施していく。

■庁用車での見守り及び青色防犯パトロール
カーによる子どもの見守りを実施。

A
■庁用車での見守り及び、青色防犯パト
　ロールカーによる子どもの見守りを実施
　していく。

D

149
① 住 宅 マ ス
タープランの
推進

■高齢者向け住宅の確保、三世代近居・隣
居・同居の推進、住み替えやリバースモー
ゲージの推進、新たな公営住宅施策の展
開、省エネルギー住宅の普及促進、住宅の
耐 震 改 修 促 進 等 、 「 日 野 い い プ ラ ン
2020」「環境基本計画」「行財政改革大
網」等の見直された基本構想・基本計画と
整合した住宅政策を推進する。

■平成27年3月に改訂した日野市住
宅マスタープランに基づき、子育て支
援にもつながる住宅施策を総合的かつ
計画的に推進する。

都市計画課

セーフティネット住宅相談事業「あんしん住ま
いる日野」でのひとり親家庭への相談受付を引
き続き行う他、セーフティネットコールセン
ターと連携し、ひとり親家庭への居住支援の推
進を図る。

セーフティネット住宅相談事業「あんしん住ま
いる日野」を開設し、3件のひとり親家庭から
相談を受付た。また、セーフティネットコール
センターなどと相談窓口に係る定例会を3回開
催し、事例を共有した。

A

セーフティネット住宅相談事業「あんしん住ま
いる日野」でのひとり親家庭への相談受付を引
き続き行う他、セーフティネットコールセン
ターと連携し、ひとり親家庭への居住支援の推
進を図る。

D

150
②通学路の整
備

■第三次日野市バリアフリー特定事業計画
の策定や、各小学校の通学路の点検など、
市民参画による道路整備を図る。

■第三次日野市バリアフリー特定事業
計画に基づき、歩道のバリアフリー化
を図る。
■通学路交通安全プログラムに基づ
き、教育委員会、学校関係者、ＰＴ
Ａ、各管理者による合同点検の継続、
対策の改善、充実等をＰＤＣＡサイク
ルで実施し、通学路の安全性向上を図
る。

道路課

■第三次日野市バリアフリー特定事業計画の対
象路線である幹線市道Ⅱ-48号線（市役所本庁
舎南側の通り）の設計業務を行う。
■南平駅周辺地区について、視覚障害者誘導用
ブロックの設置を行う。
■令和4年度に合同点検を実施した市道の安全
対策を実施する。また、日野市通学路交通安全
プログラム等に基づき合同点検を実施する。
（主体は学務課）

■第三次日野市バリアフリー特定事業計画の対
象路線である幹線市道Ⅱ-48号線（市役所本庁
舎南側の通り）の設計業務を
実施。
■南平駅周辺地区(七生中学校）について、視覚
障害者誘導用ブロックの設置した。
■令和4年度に合同点検を実施した市道の安全
対策を実施。また、日野市通学路交通安全プロ
グラム等に基づき合同点検を実施した。（主体
は学務課）

A

■高幡不動駅周辺地区について、幹線市道Ⅱ-8
号線ほか1路線の視覚障害者誘導用ブロックや
歩道舗装の維持補修を行う。
■令和5年度に合同点検を実施した市道の安全
対策を実施する。また、日野市通学路交通安全
プログラム等に基づき合同点検を実施する。
（主体は学務課）

A

学校課が主管課となっている事業である「通学路安全プ
ログラム」に基づき小学校・ＰＴＡ・学校関係者・警
察・道路管理者等が参加する合同点検に参加し、通学路
の危険箇所の改善要望個所を確認しながらハード対策や
ソフト対策の改善策を検討している。対策が可能な要望
個所については次年度に予算化しハード整備などの対策
を講じている。

（２）子育てしやすいまちづくり
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）
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担当課 令和5年度の取り組み 令和5年度の実績

令和
5年度
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評価

事業に子どもや子育て当時者等の意見（声）を反映させる取り
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※評価がＡの場合でも、
課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

151
③まちづくり
マスタープラ
ンの推進

■安全安心で利便性が高く若年層や子育て
層が定住する都市の実現を目指し、多様化
する暮らし方を支えるまちとして、ライフ
ステージに合せて選択できる多様な住まい
の提供や子育てしやすいまちづくりの推進
を図る。

■令和元年4月に改訂した日野市まち
づくりマスタープランに基づき、子育
てしやすいまちづくりを進めるため、
道路・公園などの施設整備や暮らしや
すいまちとするための仕組み作りをす
るなど、まちづくりを総合的かつ計画
的に推進する。

都市計画課
空き家活用に関するマッチング事業・流通促進
事業を実施する。

活用マッチングに進む所有者はいなかったが、
流通促進に関する取り組みにおいて、24件の
相談を受けた。

A 空き家施策を総合的に推進する。 D

152
①家族ふれ愛
の日の啓発

■第23期青少年問題協議会の提言を受け
て、平成20年度より事業を開始。
■毎月第３日曜日を「家族ふれ愛の日」と
定め、親子の会話、心のかよう温かな家庭
づくりが推進できるよう市HPやSNS等を
活用して啓発していく。

■国、東京都が定めている「家族の
日」・「家族ふれあいの日」とも併
せ、家族のふれあいについて啓発活動
を継続していく。

子育て課 令和3年度をもって、終了 ― ― ― ― ― ―

153
②親子ふれあ
い事業

■親子のふれあいを促進するため、３～４
か月児健診後に親子の交流する機会を設定
し、保育士による手遊びや絵本の読み聞か
せを実施。

■親子のふれあい促進のきっかけの場
となるよう、継続していく。

子ども家庭
支援セン

ター
■固定の時間を設けず、健診の合間に実施。

■健診の合間に保育士による手遊びや絵本の読
み聞かせを実施。（年間36回）

A なし
■健診の合間に保育士による手遊びや絵本の読
み聞かせを実施。

D

154
③家庭教育学
級

■市内小中学校ＰＴＡへの委託による家庭
教育学級や、生涯学習課による講演会など
により、家庭教育の充実や、主な担い手で
ある保護者の教育力向上を図る。

■各小・中学校ＰＴＡによる学習活動
の充実。
■講演会開催や、市ホームページ等で
の情報発信による家庭教育の啓発及び
保護者の意識向上。

生涯学習課
（令和6年
度から中央
公民館）

引き続き家庭教育学級事業の意義の周知を継続
しつつ、ＰＴＡ以外が受託している事例の紹介
も行い、全校での実施を目指す。

・小・中学校16校で家庭教育学級を開催（委
託事業）
・「テレビ番組の舞台裏!～アナウンサー体験も
してみよう～」ほか計3回の講座を実施。延べ
94名が参加。

B

各小・中学校にて家庭教育学級の主な担い手で
あったPTAのあり方が変化してきており、事業
実施手法については時流に即したやり方を検討
する。

・各校への委託契約という現状の事業形態につ
いて、他の手法も含めて適切であるか検討す
る。
・各校の家庭教育学級の担い手に対する情報提
供を強化する。

D

155
①幼稚園・保
育園での中高
生の受け入れ

■子どもへの理解を深め、命の尊さ、慈し
む心、家族の大切さや家族をもつ喜びが持
てるよう、地域の高等学校・中学校と連携
して中高生等の保育体験を受け入れる。
■中高生を対象に、保育園の行事参加や保
育園職場紹介などの交流を深める。

■今後も、地域の高等学校・中学校と
連携して中高生等の保育体験を積極的
に受け入れる。

保育課

■地域の高等学校・中学校と連携して中高生等
の保育体験を積極的に受け入れる。また、中高
生を対象に、保育園の行事参加や保育園職場紹
介などの交流を深め、つながりが持てるように
積極的にすすめていく。

新型コロナウィルス感染防止対策の為交流活動
は見合わせとする。

D
■新型コロナウイルス感染症感も5類になった
が、いろいろな染拡大予防の為、例年通りの活
動が出来なかった。

■地域の高等学校・中学校と連携して中高生等
の保育体験を積極的に受け入れる。また、中高
生を対象に、保育園の行事参加や保育園職場紹
介などの交流を深め、つながりが持てるように
積極的にすすめていく。

D

156
② ジ ュ ニ ア
リーダー講習
会

■昭和41年度に開始され、異年齢交流・
地域交流を通して、思いやりの心や生きる
力を養い、地域への愛着・関心を深める事
業。
年10回実施（平成30年度）
■効果
企画・運営を高校生以上のボランティア
リーダーが行うことで、将来地域で活動す
る人材の育成を目指している。「地域活動
の担い手の育成」
■ボランティアリーダーは地域貢献の一環
として、子ども会や地域の行事・イベント
に赴き、お手伝いやレクリエーション提供
等の地域活動を行っている。

■小中学生を対象に、キャンプ等の野
外活動や地域交流を行い、子どもたち
の体験活動の充実を図る。
■ボランティアリーダーの地域活動へ
の参加を促し、ジュニアリーダー講習
会の認知度を高めるとともに、講習会
の成果を地域へ還元していく体系づく
りに努める。より一層地域と密着した
活動を進めていく。
■青少年委員による育成環境の整備、
地域に根ざした活動を進め、地域で活
躍できる人材の育成を行っていく。

子育て課

■引き続き安全な講習会の実施、内容の充実を
図る。

■青少年委員とリーダーの連携強化を重視し、
青少年委員にはより運営の内側へ関わってもら
うよう呼びかける。

■ボランティアリーダーや手をつなごう・こど
もまつりへの参加等、地域交流の促進

■実施日 6月～12月に実施（計8回）
■参加人数　小学生27名、中学生20名
■屋内外でのレクリエーションや、他市の青少
年育成施設を利用したキャンプ、ウォークラ
リーを行った。

B

■新規リーダーが増加したため、基礎力向上や
研修の拡充が求められる。

■上記の通り、高校生のリーダーが増加したた
め、青少年委員とのより密接な協力関係の構築

■引き続き安全な講習会の実施、内容の充実を
図る。

■青少年委員とリーダーの連携強化を重視し、
青少年委員にはより運営の内側へ関わってもら
うよう呼びかける。

■ボランティアリーダーや手をつなごう・こど
もまつりへの参加等、地域交流の促進

A

■事業実施後、受講生及び保護者に対してアンケートを
実施。やってみたいレクリエーションや楽しかったプロ
グラム等を回答してもらい、次年度の事業実施の参考と
している。

■受講生を指導するリーダーは高校生が多く、自分達で
講習会の企画・当日の運営を担っている。

基本目標Ⅳ　命を慈しむ心を育て、次の世代の親を育てる

方針１）地域で子どもの成長を支える仕組みづくり方針１）家族や地域の人とのふれあいを促進

（１）家族のふれあいの促進

（２）異年齢交流の促進
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取り組み状況
の評価

【Ａ～Ｃと回答した方に伺います】
それはどのような取り組みですか（取り組み内容、取り
組み時期、取り組みによる効果、フィードバックの方法
等。検討中の場合は現時点で決まっている内容）

Ａ：実施している
Ｂ：実施する予定
Ｃ：検討中
Ｄ：これから検討する

Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）
Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）
Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
Ｄ：評価対象外（社会情勢の変化等の影響で事業が未実施）
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課題があればご記入ください

令和6年度の取組み

157
①道徳教育の
充実

■「特別の教科 道徳」が実施されたこと
に伴い、考える道徳、議論する道徳を推進
する。
■全ての小・中学校で学校、家庭、地域と
の連携により道徳授業地区公開講座を開催
している。公開講座の開催を通して道徳授
業の質の向上を図る。

■道徳教育推進教師を中心に、道徳教
育や道徳授業地区公開講座の体制を整
え、道徳の時間の活性化や内容の充実
を図る。

教育指導課
■全校で道徳授業地区公開講座を実施し、地
域・保護者の方への授業公開や意見交換会を
行っていく。

■全校で道徳授業地区公開講座が実施された。
■講師を招聘し、地域・保護者の方も講話を聞
けるよう工夫をして実施する学校がある。
■中学校の授業参観、意見交換会参加者が増加
した。

A
■地域・保護者の方の授業公開や意見交換会へ
の参加。

■全校で道徳授業地区公開講座を実施し、地
域・保護者の方への授業公開や意見交換会を
行っていく。

A
■児童・生徒の実態に合わせ、学校が地域・保護者の方
と共に考えたいテーマで授業及び意見交換会を計画して
いる。

158
②人権教育の
充実

■自分の大切さとともに、他の人の大切さ
を認めることができる子どもを育成する。
■各幼稚園、学校に人権教育理解推進委員
を１名置き、様々な人権課題について研修
を深めている。引き続き人権課題に応じた
研修を企画していく。

■人権教育推進委員を中心に人権課題
を深める実践や指導計画作成について
の理解を深めるよう研修内容の充実を
図る。

教育指導課

■人権教育推進委員を対象に研修会を５回実施
する。内容は、「校内おける人権教育推進につ
いて」、人権課題「女性」、「性的指向」の講
話、東京都人権尊重教育推進研究校の研究発表
会への２回参加、人権教育の実践の情報交換等
を予定している。

■人権教育推進委員を対象に研修会を５回実施
した。内容は、「学校における人権教育の推進
について」、人権課題「女性」、「性的指向」
の講話、東京都人権尊重教育推進研究校の研究
発表会への２回参加、人権教育の実践の情報交
換等を行った。

A

■人権教育推進委員を対象に研修会を５回実施
する。内容は、「校内おける人権教育推進につ
いて」、人権課題「災害に伴う人権課題」、
「子供」の講話、東京都人権尊重教育推進研究
校の研究発表会への２回参加、人権教育の実践
の情報交換等を予定している。

A
各学校は、人権教育の推進に当たって、児童・生徒・保
護者との応対の際には。その心情に配慮し共感的な態度
で接している。

159
③いじめ防止
総合対策の推
進

■自分の大切さとともに、他の人の大切さ
を認めることができる子どもを育成する。
■各幼稚園、学校に人権教育理解推進委員
を１名置き、様々な人権課題について研修
を深めている。引き続き人権課題に応じた
研修を企画していく。

■いじめ防止基本方針に基づく体制整
備等取組の充実を図る。
■人権教育（互いに尊重し合う態度や
他者と共に生きる力の育成）の推進を
図る。

教育指導課

■「すべてを拾い上げ、対応する」ことを基盤
に、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を
組織に行う。
■すべての子供たちが安全で安心した学校生活
を送ることができるよう、子どもたちの変化を
見逃さず、つらい思いをしている子供に寄り
添った対応を進める。
■令和５年３月のいじめ問題対策委員会で策定
された報告書に基づき、各校の対策を具現化し
ていく。
■年間３回以上のアンケート調査等を実施し、
実態を把握するとともに、学校が組織的にな改
善策を講じることができるよう支援の充実を図
る。
■学校評価へのいじめ対策の記載について各学
校と連携し、調整を図る。

■「すべてを拾い上げ、対応する」ことを基盤
に、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を
組織的に行えるよう、生活指導主任研修会等で
研修を行った。
■すべての子供たちが安全で安心した学校生活
を送るために、子どもたちの変化を見逃さず、
つらい思いをしている子供に寄り添った対応に
ついての研修を行った。
■各学校において、いじめの対応を充実させる
ため、各学校年３回、いじめに関する研修会を
行った。
■年間３回以上のアンケート調査等を実施し、
実態を把握するとともに、学校が組織的にな改
善策を講じることができるよう指導・助言を
行った。
■学校評価へのいじめ対策の記載について各学
校と連携し、調整を図った。

A

■いじめの定義を確認し、いじめの未然防止、
早期発見、早期対応を組織的に行う。
■すべての子供たちが安全で安心した学校生活
を送ることができるよう、子供たちの変化を見
逃さず、つらい思いをしている子供に寄り添っ
た対応を進める。
■各学校においていじめに関する研修会を年３
回行う。
■年間３回以上のアンケート調査等を実施し、
実態を把握するとともに、学校が組織的にな改
善策を講じることができるよう支援の充実を図
る。
■学校評価へのいじめ対策の記載について各学
校と連携し、調整を図る。

A
各学校におけるいじめ防止の取組について、児童生徒の
意見を反映している。

160
④人とかかわ
る力の育成

■他者への思いやりや社会性を育てるため
に、グループや班活動の工夫、異年齢交流
や職場体験、部活動や学校行事などの充実
を図る。
■多様な体験や学習を通して、人を思いや
り自分を大切にする心、感動する心や努力
する心を育む。

■特別養護老人ホームへの施設訪問、
昔遊びなどの学習を通して、高齢者と
のふれあい学習を継続し、計画的な交
流をすすめる。

教育指導課

■異年齢交流や職場体験を行う。
■特別養護老人ホームへの施設訪問、昔遊びな
どの学習を通して、高齢者とのふれあい学習を
継続し、計画的な交流をすすめる。

■各学校等の実態に応じ、異年齢交流や職場体
験を行った。
■特別養護老人ホームへの施設訪問、昔遊びな
どの学習を通して、高齢者とのふれあい学習を
継続し、計画的な交流をすすめた。

A

■異年齢交流や職場体験を行う。
■特別養護老人ホームへの施設訪問、昔遊びな
どの学習を通して、高齢者とのふれあい学習を
継続し、計画的な交流をすすめる。

A

他機関を含めた他者との関りにおいても、教員主導では
なく、児童・生徒が「行ってみたい」「聞いてみたい」
「関わってみたい」という思いを大切にし、児童・生徒
主体で行うようにしている。

161
⑤子ども条例
の推進

■児童憲章や児童の権利に関する条約に基
づいて、子どもの生きる権利、育つ権利、
守り守られる権利、参加する権利と子ども
が健全に育つための責務に関する基本理念
を定め、市と市民が一人ひとりの子どもの
権利を尊重し、保障、擁護することで子ど
もの幸福の実現を目指し、子どもが健全に
育つことができる環境をつくること。

■行政、子育て事業者、地域住民、保
護者が子どもの目線に立つことが子ど
もの最善の利益の保護、実現につなが
るため、様々な機会を活用し、普及・
啓発を図る。
■日野市子ども条例の理念を「新！ひ
のっ子すくすくプラン」で具現化して
いく。
■条例第19条推進体制、20条委員会
の設置については、子ども・子育て支
援会議との関係を整理する。

子育て課

■ＨＰ、ツイッター、ポスター掲示等による啓
発やパネル展の開催に加え、子ども条例の日に
ついて広く学校・保護者へ周知を図っていく。

■令和６年度の日野市子ども条例委員会の設置
に向けた事務を行う

■ＨＰ、デジタルサイネージ、ポスター掲示等
による啓発を行い、パネル展を本庁・七生支
所・図書館で開催するなど、より広く周知を
図った。図書館では子どもの権利に関する図書
の展示を行った。
小中学校・市立幼稚園の保護者に対して、C4
ｔｈでの配信により条例の周知を行った。市内
保育園へも条例周知を行った。

■令和６年度の日野市子ども条例委員会の設置
に向け、子どもオンブズパーソンや子ども子育
て支援会議との棲み分けなど、委員会の位置付
けの整理を行った。

B

■日野市子ども条例について、令和６年１月か
ら２月に実施したアンケート調査では８割が内
容を知らないと答えており、認知度が低い状況
にある。

■引き続き「日野市子ども条例」について広く
市民に周知啓発を行う。

■日野市子ども条例委員会の設置及び委員会を
開催する。

■日野市子ども条例委員会の設置及び「みらい
く」の開設に合わせ、「子どもの権利」の周知
啓発を目的とした講演会やワークショップを実
施する。

B

■シールアンケートを実施して子ども条例の認識度調査
を行い、条例の周知啓発の実態把握をした。

■図書の展示により子どもにも権利について興味を持っ
てもらうように努めた。

162
⑥いのちの学
校

■市内中学校で、道徳などの時間を利用
し、一人ひとりが、かけがえのない「命」
の大切さを考えてもらうためのパネル展示
や講演会を実施。
＜パネル展示＞いのちのメッセージ展
＜講演会＞遺族の講演

■中学生の間に一度は受講できるよ
う、１年に２～3校で事業実施を予
定。パネル展示や講演会を行い、全校
生徒と教職員、保護者や地域の方にも
参加していただき「命」の大切さを考
えてもらう。

健康課 ３校での開催を継続する。
二中　　R6.1.22～R6.1.26　532名
三沢中　R6.1.29～R6.2.7　　676名

A
学校の意識がどのような部分にあるのか分析が
必要。

３中・大坂上中・１中で実施予定 D

（３）子どもの人権意識の醸成
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